
 

 

 

 

 

 

情報通信技術利活用のための 

規制・制度改革に関する専門調査会 

 

報告書 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年３月 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 



 

目次 

  

第１章 総論……………………………………………………………… 1 

  

第２章 主要な項目に関する提案……………………………………… 13 

１．一般用医薬品のインターネット販売等について……………… 15 

２．政府統計データの活用…………………………………………… 25 

３．書面を要する手続き・事務全般の電子化……………………… 29 

４．行政機関が保有する情報の再提出不要化について…………… 34 

５．個人情報保護法 ガイドライン共通化についての提言……… 48 

６．著作権制度の整備（フェアユース）について………………… 52 

  

第３章 その他の検討項目……………………………………………… 61 

 ７．償却資産税申告の電子化………………………………………… 63 

 ８．地方税等の収納方法に関する規制の緩和……………………… 65 

 ９．納税告知書等の電子的方法による通知………………………… 66 

 10．航空機登録申請の添付書類を削減した上での電子化………… 70 

11．航空機用火工品輸入手続きの電子化及び簡素化……………… 72 

12．特定原産地証明書の電子発給について………………………… 74 

13．輸出入・港湾関連手続きシステム（次世代シングルウィンド

ウ）の利便性向上及び利用促進………………………………… 

 

76 

14．雇用保険被保険者離職証明書（離職者の電子署名省略）…… 78 

15．自動車登録のワンストップサービスの拡充…………………… 80 

16．公的個人認証サービスにおける署名検証者の民間事業者への

拡大及び認証機能の付加………………………………………… 

 

82 

17．電子署名法における利用者の真偽の確認方法の緩和………… 84 

18．住民税特別徴収関連手続き全般の電子化及び窓口の一本化 86 

19．廃棄物処理法上の行政手続きの電子化………………………… 88 

20．自治体情報システムの統合・集約化…………………………… 91 

21．自動車の保管場所証明申請書の統一及び記載方法の見直し… 92 

22．都市開発等に係る各種行政手続きの窓口の一本化…………… 94 

23．旅費業務に関する関係法令等改正による旅費業務の簡素化… 96 



24．インターネット官報の無料公開………………………………… 99 

25．自動車関連情報の参照（自動車に関する履歴情報の集約シス

テム化）…………………………………………………………… 

 

101 

26．住基情報の利活用範囲の拡大…………………………………… 104 

27．交通情報提供事業に関する提供範囲の拡大…………………… 106 

28．遠隔医療の実施可能範囲の明確化……………………………… 108 

29．遠隔医療に対するインセンティブの付与……………………… 110 

30．特定保健指導の遠隔指導………………………………………… 112 

31．処方せんの電子化………………………………………………… 114 

32．診療報酬請求及びカルテの完全電子化………………………… 116 

33．医療情報の２次利用に関する規定の整備……………………… 119 

34．医薬品の承認、一部変更承認及び軽微変更届における手続き

の電子化…………………………………………………………… 

 

123 

35．教科書の電子化…………………………………………………… 125 

36．指導要録・表簿の電子化………………………………………… 128 

37．国税関係帳簿書類の電子保存の承認要件の緩和……………… 130 

38．電子的な手法による労働条件の明示…………………………… 133 

39．特定の商取引において義務付けられた書面交付の電子化…… 135 

40．保険契約の解約返戻金がないことを記載した書面の電磁的交

付…………………………………………………………………… 

 

137 

41．匿名化された個人の情報の活用………………………………… 139 

42．データセンターの国内立地環境整備…………………………… 141 

43．プロバイダ責任制限法の対象拡大……………………………… 143 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 

 

総論 

1



 
 

  

2



 
 

 

 

IT 利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会報告書（総論） 

 
１． 本専門調査会の位置づけ 

 
平成 22 年 5 月 11 日、ＩＴ戦略本部で決定された「新たな情報通信技術戦

略」（以下、「ＩＴ戦略」）では、納税者・消費者である国民が主導する社会へ

の転換のために情報通信技術が果たす役割が大きいこと、国民が主導する社

会では国民の暮らしの質を飛躍的に向上させることができること、新たな国

民主権の社会を確立するため、①国民本位の電子行政の実現、②地域の絆の

再生、③新市場の創出と国際展開を図ることを 3 つの柱としたことが示され

ている。 
本専門調査会は、上記 IT 戦略の中で「今後の検討事項」として掲げられた

「情報通信技術の利活用を阻む既存の制度等の徹底的な洗い出しを行い、そ

れらの抜本的な見直しを図る」ことを目的として、同 6 月 22 日の決定に基づ

き設置された。 
平成 22 年 10 月 19 日に第一回会合が開催され、第二回会合にて検討項目の

絞り込みを行い、それから 6 回に渡ってヒアリングを実施し、平成 23 年 3 月

14 日に最後の会合がもたれたものである。 
  調査の方法としては、まず本専門調査会で検討すべき項目の候補として、

これまでの検討の過程で国民、及び各府省より寄せられた規制・制度の見直

し提案、及びＩＴ戦略に記載された事項（約 400 項目）を整理し、そこから

重複の排除、事実関係の確認、ＩＴとの関連性の確認などを通じて 46 項目に

絞り込んだ。 
  そこから、「当該規制を見直すことによるインパクト」「実現までのハード

ルの高さ」という基準を元に各項目を評価し、本専門調査会の場で実際に関

係者を招聘してヒアリングを行うものを「A 項目」、書面による質問を行うも

のを「B 項目」と分類した。本専門調査会の場でヒアリングを行った A 項目

は、以下のものである： 
  （電子政府） 

１． 政府統計の活用 
２． 行政情報の再提出不要化 
３． 電子書面の有効性 

（医療） 
４． 医薬品のネット販売 
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５． 遠隔医療 
（新市場の創出） 

６． 個人情報法保護 
７． 著作権制度 
８． 教科書の電子化 

 
調査の対象となる項目は電子行政にかかわるものから医療、教育、著作権

制度、クラウドコンピューティングビジネスなど多岐に渡るが、本専門調査

会の委員はＩＴの利活用に関する専門家として選定されており、必ずしも各

分野について専門性を有している訳ではない。また、本専門調査会の開催期

間は短く、各項目の調査に充てられた時間は極めて限られていた（会議での

ヒアリングは計 6 回にとどまる）。そこで、本専門調査会の調査が他の審議会

等との関係で、どのように位置づけられるべきかが問題となる。 
この点、本専門調査会は省庁横断的な視点、利用者である国民の視点から

ＩＴの利活用を阻む規制・制度・慣行を特定し、それを見直すための提言を

行うことを目的としている。これに対して、各府省が主催する審議会等では、

必ずしもＩＴ分野の専門家が参加しておらず、各行政分野の専門家や利害関

係者が、これまで長期にわたり積み重ねられてきた既存の制度や枠組みを前

提として、合意が得られる範囲で改善を行うという議論がなされている。 
したがって、ＩＴの利活用を日々行っている者として国民の視点から見て

抜本的な規制の見直しを提言するのが本調査会の役割という認識について第

二回会合の場で共有したi。 

 
2.  情報通信技術の利活用を阻む規制・制度・慣行 

 
  上記のように多岐の分野に渡るヒアリングを実施した結果、情報通信技術

の利活用を妨げているのは個別分野の規制だけでなく、その背後にあるいく

つかの共通要素があることが明らかになった。 

 
（１） 漠然とした、抽象的な懸念による規制 

 
国民の健康・安全を守ることを目的とした規制については、見直しに反対

する理由として多くの場合、漠然とした抽象的な懸念が支配的となっている

ことが見受けられた。そこでは特定のケースが制度全体にも当てはまるかの

ような印象を与えようとしたり、エビデンスをベースに、具体的な問題に落

としていく丁寧な議論がなされないまま、規制を維持する結論がなされてい
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ることがヒアリングの回答としては見受けられた。 
  例えば、統計情報の活用については、進まない理由として「プライバシー

保護」が漠然と掲げられた。具体的な例であっても、外国人の方の場合の出

入国管理局への漏えいという統計情報全体からみれば一部の事案が統計全体

の問題という印象を受けることとなり、情報提供主体による区別（個人か法

人か）などがなされないまま一律に捉えた議論となっていたii。 
また、一般用医薬品のネット販売では、販売禁止を主張する団体から「海

外の医薬品が輸入されて事故が発生している実態や医薬品により麻薬類似品

を誘導していた、自殺を図ったということ」が根拠として掲げられたiii。これ

らは国内で承認を受けて販売されている医薬品と承認を受けていない外国医

薬品との区別や、対面か非対面かを問わず医薬品であれば生じうる問題であ

ることが整理されないまま主張されていた。 
  医薬品の副作用被害についても、販売経路別のデータが確実に取れる制度

設計はされておらず、エビデンスを収集し、エビデンスに基づいた制度設計

を行おうとする規制当局の意思が感じられなかったiv。 

 
（２） ＩＴで実現できることに関する理解不足 

 
ＩＴ分野の規制を検討する際に、ＩＴは一方的な情報提供しかできないと

いう思い込みがあるなど、現在のＩＴ技術ではアナログと遜色ないことがで

きることに関する理解不足があると考えられる回答が見受けられた。 

  例えば、一般用医薬品のネット販売においては、販売規制に賛成する側か

ら、ネット販売では購入者による販売者の選択は、販売者からの一方的な情

報提供のみにより行われており、情報の真偽の判断が困難という意見がなさ

れたv。また、現行の技術ではネット上で購入者の属性に応じた情報提供がで

きることへの理解が不足していることを思わせる発言がなされたvi。 

 
（３） 国民の事実誤認による委縮 

 
国民などから寄せられた（約 400 項目）を整理し、46 項目に絞り込んだに

も関わらず、多くの質問項目に対して所管官庁より事実誤認との回答が寄せ

られた。これは規制を守る立場にある民間において制度に対する正しい理解

が浸透していないか、規制を執行する側の誤った理解に基づく指導や制度運

用が行われている可能性がある。また、国内事業者から所管官庁への事前の

問い合わせに対し、法律上の義務を越えた行為を求める指導が行われている

可能性がある。 
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（４） 行政の縦割りと推進役の不在 

 
行政の縦割りをなくすために各府省横断的な検討依頼を行っても、最終的

に各府省の審議会などの議論の結果、当初の目的とは異なる結論が得られて

しまうことや、各府省間でルールを共通化していくことが困難な状況がある

ことが分かった。 
また、IT 分野の規制・制度改革を進めていく上での推進役が不在で検討が

なされないことや検討がなされたとしても長い時間がかかってしまうことが

見受けられた。これは統計情報を活用したいと考えている要望元、ステーク

ホルダーが薄く広く分散していたり、国と地方の間で法律上の実施者と実体

上で効率的に推進できる者との間でお互いの認識が異なっていたりして、推

進役がいない状態になっているためと考えられる。 

 
  例えば、個人情報保護ガイドラインにおいては、各府省で所管ごとにガイ

ドラインが策定されており、消費者庁が統一的なガイドラインのモデルを策

定し、各府省に検討を依頼しても実際に改正されていない事例がみられたvii。 
著作権制度（フェアユース）については、知的財産推進計画等での求めに

より文化庁で検討がなされたが、イノベーションを阻害しないものという本

来の目的とは異なる結論が審議会において出された。すなわち「権利者の利

益を不当に害しないと認められる一定の範囲内で、公正な利用を包括的に許

容しうる権利制限の一般規定の導入」という求めに対し「利害対立が深いこ

とから現時点で合理性が認められる一定の類型について制度導入を行う」と

いう結論となった。 
政府統計については、統計データの二次的利用開始まで、平成７年の統計

審議会答申から改正統計法の全面施行がなされた平成 21 年まで 15 年近い年

月がかかっているviii。 
行政保有情報の再提出不要化については、所得情報の行政機関間連携や戸

籍事務に関するシステム構築に関して所管官庁と地方自治体の間で意見の隔

たりがありix国と地方との間でお互いが推進役だと各々認識している事実が

確認されたx。 
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《具体的な取組内容》 
・各府省では、規制の新設・改廃に関して検討する際には、規制を必要とする

理由として、具体的にどのような問題が生じるか、それは IT を活用した場合

でも生じる問題か、問題が生じた場合にそれをなくすためにはどのような規

制・制度が必要かを具体的なレベルで検討する。 
・各府省で情報通信分野に関わる規制・制度を議論する際には、最新の事実（デ

ータ）に基づき、規制の事前評価の手法等を活用し、規制の費用便益について

定量的な分析を行うとともに IT 専門家を含めて議論を行い、IT の利活用の状

況を反映した検討を行う。 
・ＩＴ利活用に関連する規制については、ＩＴを取り巻く社会環境の変化が早

いために、ＩＴ本部において社会的費用含む費用及び便益の定量分析につい

て定期的にモニタリングし、ＩＴの利活用を阻害していることが確認された

場合は規制見直し等の検討を行うよう各府省に依頼する。 

・ＩＴ本部におけるモニタリングの結果、複数の規制・制度によってＩＴの利

活用が阻害されていることが確認された場合は、規制ごとではなく案件ごと

（利活用用目的ごと）での定量的な費用便益分析を行った上で検討するよう

各府省に依頼する。 

・各府省における検討の状況は、IT 本部において確認する。 
・IT 本部において、国民の側に事実誤認が生じているルールがないか確認し、

別に検討されているオープンガバメントの場などを通じて国民に周知する。 

 
 
（２）スケールメリットを活かした推進体制の構築 

 
IT の持つ行政サービスのスケールメリット（規模の経済）を活かしつつ、

情報通信分野の環境変化の速さと業種横断的な特性から、政府部門の IT 統括

組織を強化し、地方との連携も含めて IT の利活用を統括し推進する。特に、

電子行政タスクフォースにおいて検討されてきた政府部門の ITを全体的に統

括する組織（政府 CIO）の考えを支持する。 
また、納税者である国民の立場からは、国も地方も行政主体であることに

変わりなく、情報セキュリティには配慮しつつ、効率的で利便性の高いサー

ビスが提供されることが望まれる。このため、地方行政に関わるものは全て

地域主権という観点から地方に任せているというスタンスではなく、政府

CIO が政府部門の IT 利活用の推進役として、地域の特性が行政サービスの内

容に影響するなど地域に任せた方が効率的な分野と、全国どこでも同じよう

な行政サービスとなるなど全国統一的にした方が効率的な分野に分けた上で、
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各々検討を行い、前者であってもシステム上で共通化できる部分がないか検

討し、後者については共通のインフラ整備を行うようにするなど地方行政の

効率化を支援する。 

 
《具体的な取組内容》 

・政府部門におけるスケールメリットを活かし、国民の利便性に配慮した IT 利

活用を行うため、各府省の縦割りによる弊害が発生しないよう、政府 CIO 制

度を設ける。 
・政府 CIO 制度の制度設計にあたっては、国と地方の連携機能を強化し、納税

者である国民にとって利益となるよう、地域住民や地方行政の現場の声を聞き

ながら、スケールメリットを活かした形で地方行政に関するシステム構築を進

めていく。 
 
                                                  
i○岩瀬委員 もちろん謙虚さは必要だと思っているんですが、何のための規制かと考えると、国民の生活を豊かにする

ためのものであって、そういう点ではすべての論点において我々は利害関係者であると思うんですね。この場は多分

“What”を指摘するところであって、“How”の部分を指摘するものではないので。要するに、法律の条文を書くわけ

ではないですし、細かいところに入っていくわけではなくて、こういうふうにすべきなのではないかということを提言

すべきだと思うんですね。 
そう考えると、例えば電子投票みたいなことも意見を申し上げることはできるのかなと思いまして、そういう様々なプ

ライバシーだとかセキュリティとか暗号とかいろんな問題を解決することを前提にこういったものが実行されることは、

例えば有権者の国政への参加という観点から望ましいという結論はできると思うんですね。それをどうやってやるかと

いうのは、当然この場で言えないと思うんですけれども、“How”を捨てて“What”に集中するというふうに考えれば、

すべての論点に本質的には意見は言えるべきことなのではないのかなと。ただし、それをおっしゃるとおり、専門家づ

らしてすべてについて言うべきではないと思うんですが、そもそも立て付けからして、省庁横断的なそれぞれの専門家

があるものがほとんどですので、そこはそういう前提でやればいいのではないかなと思います。 
○森会長代理 賛成です。 
○野原会長 私も今の意見に賛成です。各省庁への照会の際に、事実誤認とか、担当外だというコメントが多々ありまし

たが、検討課題を矮小化していると思うものも多々ありました。そういう点でも、どこまで専門性があるかにとらわれ

るより、基本的なスタンスをしっかり持って我々が議論してわかったことをアウトプットすることが重要だと思います。

（第 2 回議事概要 38、39 ページ） 

 
ii○千野参考人 そのような不安もあると思います。先ほどもご説明いたしましたが、匿名化技術を使った匿名化という

ものについて、絶対的な匿名化というのはなかなか難しいという部分がございますので、一般論として漠然とした不安

はあると思います。ただ、その漠然とした不安を突き詰めていきますと、特にどういったときに大きな不安を感じるか

ということを考えますと、自分が何らか関係するもの、例えば企業ですとライバル企業とか、あるいは外国人の方です

とその出入国管理当局とか、あるいは隣近所の方とか、そういった自分が何らか関係する者に自分の情報がさらされる

のではないかという不安は特に大きいのではないかと思います。そういったことを考えますと、現状、学術研究に利用

目的を制限してございますが、学術目的であればそのような不安は小さいだろうということが背景にあるのだろうと考

えております。（第 4 回議事概要・13 ページ） 
○千野参考人 どの程度まで考えるかということがあると思いますが、一つ特定される可能性が高いものといたしまして

は、特殊なケースといいますか、例えば世帯員の数が非常に多いケースとか、例えば匿名化の技法で使ってございます

のは、一部の情報を削除する。例えば、世帯の中で三つ子以上、三つ子、四つ子といった情報のある世帯情報は削除す

るとか、さらに世帯員が 10 人以上は削除するとか、あるいは高収入のところはグルーピング化するとかといったことで、

平均的なところに埋もれる方々についてはそれほど秘匿の危険性は高くないのかもしれないんですが、そういった中に

そういった方々もまじっている。あわせまして、外部情報からわかるような情報というのがございますので、例えば見

た住宅の建て方とか、住宅土地統計調査などですと、住宅のいろいろなことを聞いているのですが、外観からわかるよ

うなものもある。そのような情報と組み合わせたときの危険性ということもございます。ただし、おっしゃるとおり、

匿名化には幅がございますので、その幅の中でどう考えるかといったことについて、我々はこれから検討をまさにして

いきたいとは思っております。（第 4 回議事概要 15 ページ） 

 
iii○日本薬剤師会（生出参考人） 
４番目として、インターネット販売においては、購入者における販売者の選択は販売者からの一方的な情報提供のみに
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より行われており、提供されている情報の真偽の判断が困難であり、さらに明らかに違法と思われるものまでが販売さ

れているインターネット販売の現状を勘案しますと、インターネット販売の容認は国民の安全の確保を揺るがすことに

なると思います。 
(第 3 回・13 ページ) 
○日本チェーンドラッグストア協会（小田参考人） 
相模原市でアラブの方々が風邪薬の一部から麻薬類似品を誘導していたという事件もありましたし、九州と埼玉県にま

たがった問題ですけれども、ある若者がネットで買った、ネットだけでもないんですけれども、風邪薬で自殺を図ろう

としたということもありました。それから、非常にマスコミも話題になりましたけれども、硫化水素で自殺を図る例が

何件かございました。（第 3 回議事概要・25 ページ） 
○岩瀬委員 先ほどおっしゃられたさまざまな例って、ネット販売と全く関係ないんじゃないかというふうに私は思った

んですが。 
○小田参考人 私もこれは調査しておりませんけれども、埼玉で自殺を図られた方、それからアラブの方々が風邪薬を求

められた方はネットでも買っております。 
○岩瀬委員 それは、でも対面でも買えますよね。 
○小田参考人 対面でも買えます、先ほど言ったとおり。 
○岩瀬委員 なので、ネットであるから危険性が高まったという根拠には決してならないんではないかという、そういう

理解でよろしいですか。 
○小田参考人 そういう理解で結構ですけれども、先ほど言ったとおり、ほかの予見のものを発見するチャンスというも

のは、対面で多々あるということを申しつけております。（第 3 回議事概要・28 ページ） 

 
iv○野原会長 このまま固定するのではなく、どうすればそれが実現できるのかを、今後積極的に検討いただきたいと思

います。 
○中垣参考人 長くなって申しわけありませんが、その中でやっぱり何か問題があったときに、それをどう克服できるの

かというのを、それは我々が考えるのか、あるいはどこで考えるのかあれですけれども、そういったものの裏づけがな

いと、まず緩めてみようという感じの議論というのはなかなか難しいということはご理解いただければと思います。（第

3 回議事概要・45 ページ） 
 
（質問２） 規制が開始された後の経過措置として離島居住者及び継続使用者に対する第２類医薬品等の郵便等販売を認

めている範囲で、インターネット販売により購入した一般用医薬品で副作用被害が生じたかどうか。 
（答）販売制度開始後の副作用報告において、購入経路は必ずしも報告されていないので、インターネット販売により

購入した一般用医薬品で副作用被害が生じたかどうかは不明である。 
（第 3 回・資料 6：質問事項への回答（厚生労働省提出資料）） 

 
v ○日本薬剤師会（生出参考人） 
４番目として、インターネット販売においては、購入者における販売者の選択は販売者からの一方的な情報提供のみに

より行われており、提供されている情報の真偽の判断が困難であり、さらに明らかに違法と思われるものまでが販売さ

れているインターネット販売の現状を勘案しますと、インターネット販売の容認は国民の安全の確保を揺るがすことに

なると思います。(第 3 回議事概要・13 ページ) 
 
vi ○森会長代理 それは本人と電話ができればという話ですよね。 
わかりました。 
最後にちょっと岩瀬さんのご質問で、ネットの場合、一方的な情報提供なんではないかというお話のところで、ご説明

で一人一人に対する情報提供ができないんじゃないかと、一律なんじゃないかというお話だったんですが、ちょっとそ

こがわからないかなと思っていまして、例えば今ですとチェックメニューといいますか、プルダウンのチェックをつく

って、あなたはほかのお薬を飲んでいますかとか、あなたはこれこれについてアレルギーがありますかとか、あなたは

妊娠していますとか、そういう情報をとった上で販売の可否を決めることがネットでもできると思うんですけれども、

それでも一律な情報提供しかできてないということになるんでしょうか。 
 
○生出参考人 第一類医薬品に戻りますと、書面での情報提供とありますが、ある項目は 
ここもこうと決められていまして、最後に話をすることによって薬剤師が必要と思う事項について、いろいろ相談をし

なさいという法律の中の用語がございます。ですから、直に対面でいろいろなことを顔色を見ながらとか、この方には

こういうことが必要だということをつけ加えたり、一律的に全部１から 10 まですべてが必要とする生活者の方だけでは

ないと思いますので、それを専門家が見きわめるというのがその専門家の役割だと思っています。 
○森会長代理 確かに、臨機応変ということであれば、対面のほうがいいかもしれません 
が、網羅的にいろいろなことが聞けるという点ではネットのほうがいいのではないかと思 
いますが、それはいかがでしょう。 
○生出参考人 それはどなたが判断するんでしょう。全部来たものを、購入者ですか。 
○森会長代理 もちろん購入者がどういう状態にあるかということをネット上で聞いて、 
販売者のほうで、それならちょっと販売するわけにはいきませんということになるんだと 
思います。 
○生出参考人 その辺よくわかりません。 
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（第 3 回議事概要・19、20 ページ） 
vii ○國井参考人 消費者庁の個人情報保護推進室長の國井でございます。 
（略）２点目のご質問は、ガイドライン共通化の方針が出た後、２年たった平成 22 年７月時点において見直し作業が行

われているものが９ガイドラインにとどまっていると。この原因についてどのようなものが考えられるかというご質問

でありました。我々としてはガイドラインの見直しについては、その本体をご覧いただくとわかるとおり、基本的には

各省庁の判断にゆだねられておりますので、各省庁において事業者に対する影響ですとか、それ以外の実質的な内容面

での見直しの検討状況など、さまざまな事情を考慮した結果、今、こういう結果になっているというふうに認識をして

います。（第 7 回議事概要・13 ページ） 
viii ○千野参考人（総務省） それでは、資料２－１に内容を書いてございますので、ご覧いただきたいと思います。「統

計データの二次的利用について」ということで、１枚めくっていただきまして２ページをご覧いただきますと、実は統

計データの二次的利用匿名化というのは大変難しい技術でございまして、ここに書いてございますように、今は平成 22
年なんですが、平成７年ごろから研究を進めてきております。平成７年当時の統計審議会答申の中で、当時は呼び方も

まだ定まってございませんで、「標本データ」という言い方をしてございましたが、匿名データについて専門的・技術的

な研究をするということが指摘されました。（中略）そのような経過を踏まえまして平成 19 年に統計法が全部改正され

て今回の制度創立に至ったということで、この制度の開始自体は、その施行でございますので、平成 21 年、昨年の４月

ということでございます。したがって、10 年以上の研究の成果がございまして、昨年開始した新しい制度ということに

なります。（第 4 回議事概要・9 ページ） 
ix ○石井参考人（法務省） 回答いたします。これは先ほどの説明のところの繰り返しになってしまうのですけれども、

ではどういった形態で行えばいいのかというところについては、まさに具体的な事案というものは、こちらの方で用意

するというよりは、むしろこういった形態があるのでいいかどうかという形で照会していただくということになろうか

と思っております。 
 これも繰り返しになりますけれども、戸籍事務というのはあくまでも市区町村の事務でございます。また、一方で法

務大臣あるいは法務局、地方法務局というのは、戸籍法３条という世界の中で、例えば基準を示し、報告を行い、助言、

勧告、指示を行うという立場でございますので、どういったものがあるのかということを網羅的に示すことは、こちら

の方としては、個々の事案にどんな形態があるのかもわかりませんので、難しいのかなと思っております。（第 6 回議事

概要・37 ページ） 
 
○浮ヶ谷参考人（市川市） 今のご質問に直接ではないんですが、私どもは、先ほど答弁させていただいたように、法

務省さん、法務局の方からもいろいろあるように、戸籍の事務自体は市区町村の事務で、それは市区町村できちんとや

っていくという前提のもとに、システムの整備があります。今回一番問題になっているのは、本籍地と現住所が違う。

それで、各々の自治体でそこは把握していくという状況の中にあると回答させていただいたように、川口市さんの方か

らもありましたけれども、一自治体で検討していくのはやはり限界がある。だから、バックグラウンドとして、最低限

できるところはやっているのだけれども、では全体的な形でこそ、こういうＩＣＴが出てきた時代ですから、インフラ

の方さえ整備してくれれば、市区町村はそこへ乗って自分の事務としてやっていきますよと。であれば、当然今度は他

市町村の例えばそういう附票とか、いろいろなものの動きも統一的な形で運用されていくのではないか。それで、全国

一斉にスタートしなくてもいいわけです。各自治体が、当然今はリースであったり、それから限界が来たりした時点で

乗りかえていけばいいわけですから、そのような形である程度の長期スパンの中で、今の技術を使った中でシステムを

つくり上げていただきたい。（第 6 回議事概要・39 ページ） 
x  
○石井参考人（法務省） そうですね。ただ、すみません、何度も繰り返しになっておしかりをこうむるところではあ

るとは思うんですが、ちょっとここは、まさに市町村の事務でありまして、どのような形で交付していくかというのも

いろいろな方法がとり得ると思うんです。そこはまさに実情に応じて、こういった形でしたいということを各市町村の

方で検討していただくということが必要ではないかと思っております。ちょっと繰り返しになりまして、申しわけござ

いません。（第 6 回議事概要・37、38 ページ） 
○浮ヶ谷参考人（市川市）（前略）川口市さんの方からもありましたけれども、一自治体で検討していくのはやはり限界

がある。印鑑証明についてもしかりだとしていただければなと。それで、各自治体が、人口割だか何だかわかりません

けれども、そういった形での負担割合をしていくとか、そういった相互の仕組みをつくっていただければ、自治体とし

てもこういう財政状況の中ですか、かなりスムーズに進むのではないか。（第 6 回議事概要・39 ページ） 
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第２章 

 

主要な項目に関する提案 
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１．一般用医薬品のインターネット販売等について 

 
 
 
 
1.規制の概要 

(1)一般用医薬品の分類と販売規制 
2009 年 6 月から完全施行された改正薬事法において、一般用医薬品が副作

用のリスクが高いとされる成分を含む第１類医薬品から、第３類医薬品まで、

リスクに応じて３つのレベルに分類された。この分類に応じて、薬事法から

委任された厚生労働省令により、第１類医薬品は薬剤師による対面販売の義

務が、第２類医薬品は薬剤師または登録販売者による対面販売の努力義務が

規定された。なお、第３類医薬品はインターネットによる販売が認められて

いる。 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)経過措置 

改正薬事法の施行から 2 年間（2011 年 5 月末日まで）は、経過措置により、

以下の場合は第２類医薬品であってもネット等による販売が認められている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

薬局、店舗 
（要薬剤師） 

店舗 
（要登録販売者） 

ネット、通販 
（薬剤師がいても） 

第１類医薬品 
発毛剤など 

第２類医薬品 
かぜ薬、漢方薬など 

第３類医薬品 
ビタミン剤など 

○

○○

○ ○ ○ 

× × 
× 

購入者 対象医薬品 販売方法 

新
規
購
入

継
続
購
入

 
・薬局等のない離島の

居住者 

・施行前から継続使用して

いると認められる者 
かつ 

・専門家が情報提供を要

しない意思を確認し、

不要と判断した者

・第２類医薬品 

・第２類医薬品 
 
※過去に購入した当

該薬局等から、同

一の医薬品を購入

する場合 

・郵便等販売 
（対面販売不要） 

・販売記録の作成・保存 
 

・電話等による情報提供、

相談応需の努力義務 

・郵便等販売 
（対面販売不要） 

 
・販売記録の作成・保存
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2.規制改革の要望内容 
薬事法及び厚生労働省令により、一般用医薬品は「対面販売」が原則とされ、

インターネットを活用した郵便販売にはリスクが比較的低い「第 3 類医薬品」

に限定された。これにより、それまでインターネットで購入していた利用者の

利便性が低下するとともに、販売側の経営にも大きな影響を与えている。 
このため、消費者の利便性と安全の確保を図った上で、第 3 類以外の一般医

薬品についても広く通信販売が可能となるような提供方法を検討し、薬事法施

行規則を再改正する。 
また、高齢者等の交通弱者が自宅近辺の店舗を利用できるといった利便性を

向上させるため、現在、医薬品販売を行う際は、登録販売者が常時店頭にいる

必要があるが、テレビ電話等の情報通信技術の活用により、登録販売者が常時

店頭に居るのと同じ体制ができていると認める。 
 
 
3.厚生労働省の意見 

(1)規制の理由 
一般用医薬品は、効能効果とともに、程度の差こそあれ、リスクを併せ持

つものであることから、その適切な選択と適正な使用を確保するため、薬剤

師又は登録販売者（以下「専門家」という。）が情報提供を行って販売するこ

とを原則としている。 
専門家が対面で情報提供を行って販売する場合に比べて、インターネット

等対面によらない方法により情報提供を行って販売する場合は、①購入者側

の属性、状態等の把握、②即時の応答・指導、③意思疎通の柔軟性・双方向

性、④専門家が情報提供を行っていることの確認、⑤製品や添付文書等を示

しながらの説明といった点で劣っており、医薬品の適切な選択と適正な使用

が確保できないと考えている。 
このため、郵便等販売については、リスクが比較的低く専門家による販売

時の情報提供が不要な第３類医薬品に限って行うこととしているものであり、

それ以外の医薬品の郵便等販売を認めることはできないと考えている。 
 

(2)実現へのハードル 
薬事法の一部を改正する法律（平成１８年法律第９８号）の基本的な考え

方は、医薬品の販売に当たっては、郵便等販売であるか否かにかかわらず、

購入者に対し、専門家が対面で情報提供を行って販売することにより、医薬

品の安全・適切な選択使用を確保するというものだが、郵便等販売やテレビ

電話による情報提供については、このことが確保される状況にはない。 
特に、一般用医薬品のインターネット販売については、医薬品の郵便等販

売を行う一部の販売業者やその団体（例：特定非営利活動法人 日本オンライ

ンドラッグ協会）などが強く全面解禁を求めている一方、全国消費者団体連

絡会など消費者団体や薬害被害者団体などをはじめとする多数の団体は、第

三類医薬品を含めた全面禁止を求めている。 
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4.調査結果 

(1)調査の方法 
本調査会では、規制当局（厚生労働省）に対してヒアリングおよび書面調

査を実施した。また、一般用医薬品の販売者側は賛否を明らかにしている団

体が明確であるためヒアリング調査を行い、消費者側は薬害被害者団体及び

障がい者団体へ書面調査を行うとともに、様々な意見があることから、国民

に対するパブリックコメントを実施した。 
なお、詳細な調査内容は本調査会第 3 回資料に記載されていることから、

ここでは簡潔にまとめる。 
 

(2)規制当局と非対面販売支持側の意見 
規制当局（厚生労働省）は、「３．厚生労働省の意見」において記載したと

おり下表の左欄の理由により対面販売よりも非対面販売の方が劣ることを主

張している。これに対し、非対面販売を支持する側（楽天株式会社、ケンコ

ーコム株式会社）から下表の右欄のとおり意見が出された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)対面販売支持側と非対面販売支持側の意見 
対面販売支持側（日本薬剤師会、日本チェーンドラッグストア協会）から

は下表の左欄に記載された理由により対面販売よりも非対面販売の方が劣る

ことを主張している。これに対し、非対面販売を支持する側（楽天株式会社、

ケンコーコム株式会社）から下表の右欄のとおり意見が出された。 
また、対面販売支持側へのヒアリングでは、副作用の危険性が高まるとい

う客観的な科学的な根拠はないという発言や、現行の技術ではネット上で購

入者の属性に応じた情報提供ができることへの認識がないことを思わせる発

言がなされた。 
 
 

規制当局の意見 非対面販売支持側の意見 
以下の点で対面販売よりも非対面販売で

の情報提供は劣るため、医薬品の郵便等販

売を認めることはできない。 

以下の対応をすれば、非対面販売であって

も、対面販売と同等の情報提供は可能であ

る。 
①購入者側の属性、状態等の把握 ①問診表的な機能設定により購入者の状

態等の把握は可能 
②（購入時の）即時の応答・指導 ②メール、電話等により、発送までに購入

予定者に必要な応答をすることが可能 
③意思疎通の柔軟性・双方向性 ③メール、電話等により、双方向のコミュ

ニケーションをとることが可能 
④専門家の実在性の確認 ④専門家に関する情報を掲示し、氏名・顔

等を公表することで実在性を確認可能 
⑤製品や添付文書等を示しながらの説明 ⑤添付文書等を購買過程で示すことが可

能 
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（参考）本調査会（第 3 回）議事概要（抜粋） 
○岩瀬委員 なので、インターネットで薬品を実際購入された経験はないということでよろしいでしょ

うか。 
○生出参考人（日本薬剤師会） ありません。 

（中略） 
○岩瀬委員 なので、ネットでやった結果、副作用の危険性が高まるという客観的な科学的な根拠はお

持ちでないという理解でよろしいでしょうか。 
○生出参考人 それはないです。 

（中略） 
○森会長代理 確かに、臨機応変ということであれば、対面のほうがいいかもしれませんが、網羅的に

いろいろなことが聞けるという点ではネットのほうがいいのではないかと思いますが、それ

はいかがでしょう。 
○生出参考人 それはどなたが判断するんでしょう。全部来たものを、購入者ですか。 
○森会長代理 もちろん購入者がどういう状態にあるかということをネット上で聞いて、販売者のほう

で、それならちょっと販売するわけにはいきませんということになるんだと思います。 
○生出参考人 その辺よくわかりません。 

対面販売支持側の意見 非対面販売支持側の意見 
一般用医薬品の販売は対面販売が原則。以

下の理由から、ネット販売は禁止か第三類

医薬品に限定すべき。 

以下の通り非対面販売を制限することに

合理的な理由がない。 

①医薬品には必ず副作用リスクが伴って

いる。 
①医薬品にリスクがあることと、特定の販

売方法の制限に合理的関連性がない。 
②専門家によるリスクの未然防止、症状等

の悪化防止、受診勧奨の機会を失わせる。

②専門家による販売の一類型であり、問診

表的な機能設定における申告情報などを

活用できる。購入予定者に問い合わせるこ

ともできる。 
③ネット販売では副作用被害を受ける可

能性が対面販売より高まることは当然の

ことである。 

③ネット販売において副作用被害をうけ

る可能性が対面販売より高まることは当

然とする合理的な根拠はない。ネット販売

でも安全を確保できる。 
④ネット販売では購入者による販売者の

選択は、販売者からの一方的な情報提供の

みにより行われており、情報の真偽の判断

が困難である。 

④購入者による販売者の選択に関する情

報提供において、店舗販売とネット販売と

で何が違うのか不明である。 

⑤明らかに違法と思われるものまでが販

売されている現状から国民の安全の確保

を揺るがす。 

⑤違法なものがネットで販売されている

ことは薬事の執行監視体制の問題であり、

ネット販売という手段を一律に規制する

こととは次元が異なる問題である。 
⑥公開の場で議論がなされ決定された。 ⑥ネット販売継続を求める署名が 150 万

もあり、ネット販売規制の省令案のパブコ

メに対しても大多数の国民が反対してい

たにもかかわらず強行されたもの。 
⑦医薬品の販売は、利便性よりも安全性が

より確保できる制度のもとで行われるこ

とが重要。 

⑦利便性のために安全性を損ねていいと

いう主張をしているのではない。安全性を

確保する業界ルール案を提示している。全

ての国民に希望する医薬品を供給できる

体制を確保することが必要不可欠。 
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（中略） 
○岩瀬委員 だとしたら、その点は仮にクリアできたとします。同様に他の点についても技術的にクリ

アできれば、対面にこだわる必要はないんじゃないでしょうか。 
○小田参考人（日本チェーンドラッグストア協会） それはクリアできないよ。逆に言えば、これだけ

技術が進んでいるのに、変な話で申し訳ないけれども、月面着陸だって作られたんじゃない

かと言われているくらいですから、それはそちらの論理で、それには乗れないですよ。 

 
(4)消費者側の意見 

①薬害被害者団体からの意見 

全国薬害被害者団体連絡協議会から、以下の意見があった。 
・リスクの高い一般用医薬品については、専門家委が十分関与して販売

使用されることが望ましい。 
・ネット医薬品販売は規制緩和問題として問題にできない。医薬品は特

殊な商品である。 
・この問題はネット販売の実情を十分精査検討した上で結論を出すべき

問題で拙速に結論を出すべき問題ではない。 
②障がい者団体からの意見 

日本盲人会連合会から、以下の意見があった。 
・視覚障害者が安全にネットで薬を買うことができれば薬局までいけな

いときに、音声で薬の説明が聞けるため賛成。 
・認可された薬局であることや、視覚障害者に特別に配慮された薬局・

サイトであることが利用する上で確認でき、買いたい薬と発注する薬

が間違いないかを確認できるシステムがあることが、ネット販売でも

安全が確保される仕組みとして考えられる。 
 

(5)パブリックコメント 

①概要 

幅広く国民の皆様から御意見・御提案を伺うため、以下の要領で、国民

の皆様から意見を募集した。 
○募集期間：平成 22 年 11 月 26 日～12 月 27 日までの約 1 ヶ月間 
○募集方法：WEB フォーム、FAX、郵送、メールにて意見を募集 
○募集内容：・一般用医薬品のインターネット販売及びテレビ電話等を

活用した医薬品販売の規制緩和への賛否 
・賛否の理由 
・一般用医薬品のインターネット販売及びテレビ電話等を

活用した医薬品販売を行った場合でも、安全が確保され

る仕組みがないか。また、もしあるとすればその具体的

アイデア 
②意見総数 

○総数 644 件（うち、団体：65 件 個人：579 件） 
・賛成意見（部分的賛成を含む）：324 件 
・反対意見：304 件 
・賛否が不明な意見：16 件 
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③主な意見 

○賛成意見における主な理由 

・インターネットでの販売でも、質問フォームの設定や書面による確

実な情報提供を行う等のルールを設けることにより、対面と遜色な

い安全性を確保することができるため。 
・離島や過疎地域等の対面販売での薬の入手が困難な地域においては、

インターネット販売等による利便性が求められるため。 
・高齢者や障がい者、介護が必要な方や子育て支援が必要な方等にと

って、インターネット販売等による利便性が求められるため。 
・対面販売でも医薬品の情報提供等が行われていない現状から、販売

履歴から販売先をトレースできるインターネットの方が安全面で優

れていると考えられるため。 
・検査薬等の副作用の危険性がないものまで、インターネット等での

販売が規制されているため。 
 

○反対意見における主な理由 

・医薬品の使用においては副作用の発生などのリスクが伴うものであ

るが、インターネットでの販売では、薬剤師等による医薬品の情報

提供や購入者の顔色、体型等から判断して医薬品を選択するという

機会が失われることから、対面販売と同等の安全性が確保されない

と考えられるため。 
・薬剤師等による購入者への受診勧奨の機会が失われるため。 
・大量購入による薬物乱用や不正な転売等を防止するため。 
・厚生労働省の検討会における専門家による長時間の審議による結論

を無視することになるため。 
 

○一般医薬品のインターネット販売及びテレビ電話等を活用した医薬

品販売を行った場合でも、安全が確保されるための具体的なアイデア 

・テレビ電話を使って、薬剤師等が購入者と対話しながら販売する。 
・インターネットで販売する際の相談窓口を２４時間体制で整備する。 
・インターネットによる販売時に、その薬の禁忌条件や慎重に投与す

べき症状等を確認するシステムとする。 
・販売事業者がインターネット販売による購入者情報を保存し、履歴

をトレースできるようにしておく。 
・購入者に対する販売総量規制を設ける。 
・麻薬・覚せい剤原料の含まれる医薬品の分類を変更する等、販売規

制を強化する。 
・初回のみ対面販売とし、２回目以降はテレビ電話や郵送等でも購入

可能とする。 
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(6)本調査会委員の意見 
ヒアリング調査を行った後の意見交換において以下の意見が出された。 

・非対面販売を望む国民に対し、非対面販売で十分な情報提供をするた

めに必要な措置をとればよい。 
・ＩＴで実現できないという障壁が何一つ出てこなかった。 
・違法なサイトについては、違法有害情報対策での取組み等もにらみな

がら、提言できればと考えている。 
・ネットは怪しいという印象に対しては、悪質あるいは違法なネット事

業者の排除というのが有効。 
・危険だと思うなど想像の発言が多く、どうすればエビデンスをとれる

かという方法論を検討して、できるところから取り組むことが大事。 
・ネット販売がなければ非常に困る方もたくさんいるので、対面は対面

で、ネットはネットで、安全を確保しながらやるという方向を模索す

る。 
・一律禁止はおかしいので、非対面の場合には対面よりも厳しい義務を

課すということを提案する。 
・産業の観点よりも、どういうふうに安心な状況をつくるかというアウ

トプットにすべき。 
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5.改革の基本的な考え方 
一般用医薬品の販売規制は、生命・身体に関わるものであり、経済的なもの

と比べて原状回復が困難であること、過去に薬害事件が生じたことから規制当

局は慎重な対応にならざるを得ないだろう。また、医薬品には副作用リスクが

あることから安心・安全に購入し、使用したいと誰もが思っている。一方で、

これまでの規制改革会議や行政刷新会議、本調査会での議論や報道において明

らかなように、近くに薬局・薬店がないことや、センシティブな疾病の場合に

は対面では購入しにくいなどの理由によりインターネットで医薬品を購入し

たいというニーズが国民にあるのも事実である。 
本調査会では、対面販売に限定することを支持する側と反対する側からヒア

リング調査を行ったが、対面に限定しなくてもＩＴを活用することにより薬事

法で求められる情報提供を行うことは可能であるという結論を得た。 
このため、本調査会は、医薬品の販売に求められる安全性を確保するための

ルールを設け、インターネット販売など非対面販売を認めるべきと考える。ま

た、ＩＴ技術の活用による医薬品販売の安全性の向上や薬害被害の拡大防止の

ため、違法医薬品サイトの規制や、医薬品購入者の把握による新たな副作用の

発生を的確に購入者に伝えることや医薬品の回収などを行うことを検討すべ

きである。 
これらについては、「新たな情報通信戦略 工程表」（平成 22 年 6 月 22 日・

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部）において決定されている医薬品

等安全対策の推進の項目（２．(1) ⅳ）医療情報データベースの活用による医

薬品等安全対策の推進）を発展的に見直すことが望ましい。 
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6.対処方針の内容 

(1)医薬品販売規制の見直し 

①ネット販売のルールの策定 

規制当局が対面販売よりもネット販売が劣る理由として掲げた以下の

５つの観点から、医薬品販売に求められる安全性を確保するためのルール

を策定し、そのルールの遵守をネット販売等の事業者に義務付ける。なお、

第 2 類医薬品については、薬事法において実施義務ではなく努力義務とな

っているため、ルール遵守の努力義務を課すことになる。 
 

《販売ルール案》 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②副作用報告の見直し 
対面販売と非対面販売とで副作用リスクにどのような差があるかにつ

いては十分なエビデンスがなく、副作用報告では購入経路に関する情報に

ついて可能な限り報告を求めることとされているのみで、必須のものとし

て報告が求められていない。 
このため、一般用医薬品の販売方法に関する見直しや見直し後の状況把

握のため、副作用報告について購入経路の報告を必須のものとする。 
 

(2)ＩＴ活用による医薬品販売の安全性向上 
ＩＴ技術の活用による医薬品販売の安全性の向上のため以下の対策を行

うべきである。 
①医薬品の個人輸入における安全性向上 

日本で認可されていない海外医薬品のネットを使った個人輸入により

健康被害が生じていることから、国は国民が安心してインターネットに

より医薬品を購入することができるように、消費者が国内で販売を認め

られた医薬品の販売をしているサイト（店舗）を容易に見分けられる仕

①購入者の属性、状態等の把握 購入者の連絡先、属性、状態等（住所、氏名、性別、

年齢、購入する医薬品の内容に応じて行う情報提供

の際に必要となる情報（アレルギーの有無、治療中

の疾病の有無、妊娠の有無、過去の服用経験など））

を受注時に確認する。 
②（購入時の）即時の応答・指

導 
医薬品の発送までに購入者の属性、状態等に応じて

必要となる情報提供（受診勧奨を行い販売しないこ

とを含む）を実施する。また、購入量制限が必要と

考えられるものについては購入量の制限を行う。 
③意思疎通の柔軟性・双方向性 購入者が希望した場合に専門家が相談に応じられる

ようにする。 
④専門家の実在性の証明 専門家および店舗の実在性に関する情報（店舗の許

可番号や実際に存在する店舗の住所など）を提示す

ること。また、郵便等販売のみの無店舗販売は認め

ず、実際に店舗を有することを条件とする。 
⑤製品や添付文書等の提示 購入者が製品や使用上の注意等の確認を確実に行う

よう分かりやすく情報提供を行うこと。 
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組みを設ける。 
また、海外医薬品による健康被害の発生状況や、個人輸入された医薬

品による健康被害は医薬品副作用被害救済制度の救済対象とならないこ

となど医薬品を個人輸入した場合のリスクに関する情報について、IT を

活用し、インターネット上での啓発を充実・強化する。 
 
②副作用被害の拡大防止 

現在の一般用医薬品の販売においては、購入者が購入した医薬品と購

入者の連絡先が把握することを義務付けるルールがないことから、未知

の副作用が生じた場合に連絡ができないケースがある。このため、薬局・

薬店は、購入者の同意を得た上で購入者の連絡先と購入医薬品に関する

情報を一定期間保存し、新たな副作用が発生した場合には、購入者への

メール等により注意喚起を行うことをルール化し、副作用被害の拡大防

止を行う。 
 
 
 
 
 
＜参考＞ 
 ・ヒアリング及び書面調査に関する資料（第 3 回専門調査会資料） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kaikaku/dai3/gijisidai.html 
 ・パブリックコメントの結果 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDET
AIL&id=060580424&Mode=2 
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２．政府統計データの活用 

 

 

１．規制の概要 

委託による統計の作成（オーダーメード集計）は、統計法第 34 条及び統計

法施行規則第 10 条により、学術研究・高等教育の発展に資する場合に限定さ

れている。また、匿名データの提供については、統計法第 36 条及び統計法施

行規則第 15 条により、学術研究・高等研究の発展、国際社会における我が国

の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資する場合に限定されている。 

＜根拠規定＞ 

統計法第 34 条、第 36 条、第 38 条 

統計法施行令第 13 条 

統計法施行規則 第 10 条、第 15 条 

 

２． 規制改革の要望内容 

・政府統計データの活用を図るため、オーダーメード集計及び匿名データの

提供の要件を、例えばビジネス用途など、他の目的にも利活用できるよう

拡大する。 

・政府統計の二次的利用について、実態としては、アカデミックユースしか

容認されていない。利用者の範囲については、統計法にある「我が国の利

益の増進及び国際社会の発展に資する」観点から、民間の研究機関・シン

クタンクなどによる新たな政策提案といった可能性が考えられ、より幅広

い有効な活用が必要である。たとえば、政策立案に民間のノウハウを活用

することで、国全体の利益の増進につながるほか、統計データのビジネス

活用による経済効果などが期待できる。 

・より自由で創造的なデータの分析および活用のために、オーダーメード統

計のみならず匿名データの提供およびその手法についてさらに検討を進め

てほしい。 

・調査協力者に対して、プライバシの保護を確保することはもちろんのこと、

迅速に調査結果をフィードバックすることは、回答のインセンティブを高

めることになる。その観点からも、安全かつ幅広い情報提供をしていただ

きたい。 

・二次的利用に係る手続きを簡素化すべき。申出書の書き方、分析方法をあ

らかじめ決めた上での申請など、現状では二次的利用の申請手続自体が障

壁になっている可能性がある。 

・二次的利用に際して、データ分析における利便性向上や入手および提供に

係るコスト節約のため、オンラインのダウンロードや、もしくは限定され

た場所でのオンサイト利用を検討していただきたい。 

・二次的利用に供することを前提に、調査自体をインターネットを用いて実

施できないか。 
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３．調査対象 

  本項目に関しては、政府が持つ統計情報を民間の利活用に資するという観

点から、以下についてヒアリングを実施した。 

 

                    データの提供に関して 

 
             データの利活用に関して 

 

 

４．調査結果概要 

【データ提供側】 

・平成２１年４月に改正統計法の全面施行にあわせ、オーダーメード集計、

匿名データの提供の制度を開始。 

・平成２１年度二次的利用実績は、オーダーメード集計４件、匿名データ

の提供２０件の計２４件。平成２２年は、１１月末時点で計３７件。 

・平成２２年１２月１日現在、二次的利用対象統計調査は匿名データで４

調査、オーダーメードで１３調査であり、これを拡大することが必要と

認識。 

・統計調査における二次的利用の拡大については、本年５月に IT 戦略本部

において決定された「新たな情報通信技術戦略」で指摘され、また、９

月には内閣府に設置されている統計委員会からも統計法施行状況報告を

受けた審議結果報告書において同様に指摘されており、「新たな情報通信

技術戦略」に示された工程表に沿って対応している。（工程表では 2012

年度までに制度の見直し検討を行い、2013 年度から必要な法令改正等行

うとしている。） 

・これまでに有識者会議「統計データの二次的利用促進に関する研究会」

を総務省内に設置し、有識者の意見を聴取している。また、関係府省で

構成する「統計データの有効活用に関する検討会議」を開催して統計調

査の実務を担う各府省の意見を聴取している。 

・二次的利用の拡大に向けた主要な課題として、ニーズの把握、諸外国の

制度の実態把握、匿名化技術の確立・検証、国民の理解増進などが挙げ

られる。 

・統計データの二次的利用を進めるにあたり、国民の理解と利用の促進を

図るため周知活動を進めていきたいと考えている。 

・政府の統計調査は、統計法の定めるところにより、調査票情報の目的外

利用の禁止や秘密の保護を前提として実施。二次的利用は一定の匿名化

処理のもとに行われているが、データの中には生活や企業運営の実態な

ど赤裸々な個々の回答情報が含まれているため、これらのデータが無制

限に利用・提供されれば、個人や企業の秘密が明らかになってしまうの

ではないか、回答した内容が意図に反して利用されるのではないか、と

いう不安を調査対象者が抱くことが懸念される。中でも、自らと利害関

係があるものなど、自らに一定の影響を与える可能性のある者に渡るリ

総務省 

経済産業省 

要望元 
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スクにさらされることについて、特に不安を感じるものと考えられる。 

・匿名化技術については研究を進めつつ実施しており、分析結果を返すオ

ーダーメード集計による二次的利用提供が先行している。 

・学術研究・高等教育目的での利用においても、漠然とした不安は生じる

が、これらの目的に限定するのであれば、個人情報や企業情報が、自ら

と利害関係がある者など自らに一定の影響を与える可能性のある者に渡

るリスクが小さいと考えられる。（これまでの試験的な取組において問題

が生じなかった。）一方、ビジネス等に用いた場合、上記リスクに不安を

感じる度合いは高くなると考えられる。そこで、二次的利用の利用目的

を拡大した場合のリスクや不安の増大が統計調査に対する理解と信頼に

対して与える影響について、十分に見極めることが重要な課題であると

考えている。 

・インターネットを用いた調査の導入に関しては、総務省が来年度に実施

する社会生活基本調査などで導入を予定しているほか、経済産業省では、

すでに経済産業省生産動態統計調査や特定サービス産業動態統計調査等

の統計調査において、インターネットを活用した調査を導入している。 

【要望元】 

・この二次的利用の制度を推進していく上で、事前規制をきつくしすぎる

ことで、利用が進まないことがある。そのため、目的外利用などに対す

る事後対策として罰則やチェックの仕組みがあれば、安心してデータの

提供ができると考えられる。 

 

５． 当該項目に対する基本的考え方 

・現在の統計調査票情報の二次的利用は、これまで長期間にわたる検討を

行ってきたが、対象となる統計とその提供範囲は限定的で、制度開始直

後とはいえ、二次的利用が進んでいるとは言い難い。 

・政府の統計データに対して、標本の信頼性など、データに対する民間ニ

ーズは強いと考えられる。ただし、現在、まだ学術機関以外に提供され

ていない以上そうしたニーズは見えづらい。二次的利用の対象となる統

計の種類を増やすだけでなく、学術機関以外に提供範囲を拡大すること

で、政策提言やビジネス活用など新しいサービスや利活用が促進される

のではないか。 

・また、統計調査の回答者の協力を得るためには、二次的利用の拡大を含

めて、回答者に統計調査の結果をフィードバックし、プライバシに関す

る漠然とした不安を解消するとともに、活用してもらうことが必要。 

・一方、利活用を推進するがゆえに、回答者の委縮効果により結果的に精

緻な情報の取得が制約され、本来の統計の目的を達成できなくなるおそ

れもある。 

・そこで、正確な統計情報を得ることを第一としつつ、二次的利用の拡大

が国民生活の向上に資するよう、利用範囲の拡大を含めた二次的利用を

推進する方策を早期に検討、実施し、かつそれを回答者はもとより国民

に対して周知すべき。 
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・提供範囲の拡大は、匿名化の難易度が比較的低いオーダーメード集計や

匿名データの中でも匿名度の高いものなど、できるものから民間にも提

供していくことも含めて検討をスピードアップすべき。また、その際に

は調査対象（個人・企業）や提供方法などによってデータの種類によっ

てそれぞれ対応していく必要がある。 

・データの二次的利用を踏まえた上で、調査自体をインターネットによっ

て実施することを含め、回答する側のインセンティブを考慮した調査方

法を検討すべき。 

・（個人の特定など）想定しない事態が起こるリスクをゼロにすることは不

可能だと考えられる。事前対策はもとより、事後対策を明確にしたうえ

で、データ管理・利用方法、リスクに対する問い合わせ先を透明化し、

できる限り詳細な形で、広く利活用できるようにすべき。 

・迅速性、利便性、オンラインでの活用、オンサイト利用など、利用実績

で先行する諸外国の事例を参考にすべき。 

・オーダーメードよりさらに自由度の高いオンデマンド集計を可能にする

と、統計法における二次的利用の目的範囲の制約を受けることなく現在

よりも自由な集計や加工が可能になるので、（設計によっては統計横断的

な集計・加工も可能）統計データの利用促進を図れるのではないか。 

 

 

６．対処方針 

正確な統計情報を得ることを第一としつつ、政府の保有する統計情報の二

次的利用を推進する方策を早期に検討・実施する。＜平成 23 年度検討、結論

を得る。＞ 

なお、検討にあたって考慮すべきポイントは以下のとおりとする。 

・二次的利用の目的範囲を、学術目的以外にも拡大(総務省) 

・二次的利用できる統計数の増加（各統計所管省庁）及び必要な匿名化技術

の開発（総務省、経産省） 

・例えば匿名化の技術的難易度が低いオーダーメード集計や匿名度の高い匿

名データなど、できるものから順次提供を開始（各統計所管省庁） 

・二次的利用拡大に伴うトラブル発生を想定した事後対策の整備含む二次的

利用に対する国民の不安解消、理解増進（総務省） 

・二次的利用申出手続きの簡素化、データ提供の迅速化（総務省） 

・オーダーメード集計、匿名データのオンラインによる提供（総務省で制度

設計、各統計所管省庁で実施） 

・安全性の確保を鑑みつつ、オンサイトでオンデマンド加工を可能とする環

境を整えてオンデマンド集計を可能にする。（総務省） 
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  法律で特に禁じていない紙の書面・署名・捺印を要する手続き・事務の電子

化について、電磁的記録を政府が適切に扱える環境を整備し、具体的な実績づ

くりを通じて慣行を打破する。 

  そのために平成 23 年度中に下記の施策を実施する。 

- 「行政手続等における本人確認に関する調査」を踏まえ、既存の行政手続

き全般で窓口及び電子手続きでの本人確認の方法を確認し結果を公表する。 

公的個人認証を利用する全ての電子手続きについて「オンライン手続にお

ける リスク評価及び電子署名・認証ガイドライン」に基づいて再点検を行

い、結果を公表する。書面での手続きと比較し過度に厳密な安全性を要求

しているシステムがあれば、手続き簡素化の計画を策定する。 (全府省) 

- 委員の委嘱、契約の締結といった行政手続き以外の事務について、文書と

して真正に成立したと推定される電磁的記録を、政府機関が適切に処理す

るために必要な措置を講ずるとともに、実際に書面で行われている手続き

を通信に置き換えられることを実証する。 (全府省) 

- 「オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン」

を具体的に実現する技術標準を検討し公開する。現在の GPKI の相互接続基

準は民間側が電子署名法の認定認証局である必要があり、また官側も電子

署名法の認定認証局に準ずるセキュリティレベルが要求されている。 

 また「相互運用性仕様書」に記述されているとおり「署名」に関するひ

とつの保証レベルのポリシーにのみ扱う体系で運用されている。これを複

数の保証レベルと「署名」以外に「認証」を扱うことを検討する。  

 「認証 (Authentication) 」に関して PKI 以外の認証 (Authentication) 基盤も

検討する。現在の電子政府では、電子政府認証基盤（GPKI）以外は、個別

のサービスの対応として「認証  (Authentication) 」を扱っている。これを

GPKI と同様に汎用的な認証サービスとして提供できることを検討する。 

(NISC・総務省) 

- 紙と情報技術の連携を通じて、利用率低迷のために廃止された電子手続き

や、その他の書面の受け渡しを情報技術で代替できるよう、現行法で規定

されている要件や書面における慣行と、電子文書での実現手段を示した安

全性要件との対応関係を検討しガイドラインを策定する。（NISC・総務

省・経済産業省・法務省） 

o 電子署名法第三条の推定効に限定せず、民事訴訟法二百二十八条と

照らして文書として真正に成立したと推定される電磁的記録の要件 
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o 発信者が電子的手段で通信の相手方に対し通知する方法の例示 

o 書面に於ける契印、割印、訂正印、捨印、止印、消印の機能と、電

子文書で同等の機能を担保するための手法の例示 

o 法令の求める書面の「原本」の意図するところと電子文書で同等の

機能を担保するための手法の例示 

o 書面の窓口での受け渡し（本人確認の有無）、書留、内容証明郵便

などの送付手段と同等の通信手段の例示。また、本人確認、ログの

保存・開示など、紛争時に文書の真正性を第三者が公証する場合に

満たすべき要件 

o 電子文書を受け取れない利用者のために、印刷した電子文書を原本

とみなす場合に満たすべき要件 

以上 
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４．行政機関が保有する情報の再提出不要化について 

 
 
 

１． 規制の概要 

(1) 現状の申請手続における課題 

現在の行政機関への申請手続は、行政機関間において国民や事業者の情

報の共有が図れていないため、必ずしも国民や事業者の利便性を配慮した

プロセスになっていない。そのため、国民や事業者に対し、面倒な申請手

続や添付書類を求めているものが多い。例えば、異なる地方公共団体へ引

越を行った際の申請手続においては、最大 7 機関への訪問、13 種類の添付

書類が必要という状況である。 
 

(2) 専門調査会での検討の視点 

本専門調査会においては、既に行政機関が保有している情報を行政機関

間で共有することによって、申請手続における添付書類の省略、さらには申

請手続の簡略化を図ることにより、以下の事項を実現することが可能かを

検討した。 
・ 国民及び事業者が申請手続の際に証明書類等を取得・記載・申請・添

付する手間を省き、申請者の利便性を向上させる。 
・ ある行政機関に提出された情報を他の行政機関と共有することで、行

政事務の効率や情報の精度を向上させる。 
 

具体的な申請手続として、下記４つの項目を対象に検討を実施した。 
・ 項番 16 行政機関が保有する情報の再提出不要化（①引越時の各種行

政手続） 
・ 項番 17 行政機関が保有する情報の再提出不要化（②証明書類の添付） 
・ 項番 18 行政期間が保有する情報の再提出不要化（③登記申請に添付

する情報） 
・ 項番 19 戸籍関係証明書の本籍地以外の市区町村での交付 

 
なお、項番 19 については、情報共有による行政情報の再提出不要化のみ

ならず、証明書類等の広域交付による国民の利便性向上という観点について

もあわせて検討を行った。 
また、行政機関間の情報交換（いわゆるバックオフィス連携）については、

社会保障・税に関わる番号制度や国民ＩＤ制度においても検討が進められ
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ている。本専門調査会では、特に現行の法規制の改正によって「行政機関が

保有する情報の再提出不要化、手続のワンストップ化」を図る観点で、現行

法制度における問題点の洗い出しを行い、今後の対処方針について検討し

た。 
 

(3) 根拠法令 

本件に係る根拠法令は、以下に示したように、①各種手続に関する法令と、

②手続横断的な法令に大別される。 
① 各種手続に関する法令 

住民基本台帳法、道路交通法、道路交通法施行規則、自動車登録令、

道路運送車両法、児童扶養手当施行規則、国民健康保険法、国民健康

保険法施行規則、介護保険法、印鑑登録証明事務処理要領・条例、不

動産登記法、不動産登記令、民法、地方税法、国税通則法、戸籍法、

戸籍法施行規則 
② 個人情報保護、機密保護に関する法令 
  地方公務員法、国家公務員法、個人情報保護法、個人情報保護条例 
 
添付書類を求めている場合には、情報の提供を縛っている規定（情報保有

部門の規定）と、情報を参照することにより添付書類を省略することを縛っ

ている規定（申請手続受付部門の規定）の２種類の規定が想定されるため、

双方を調査の対象とした。 
 

２． 規制改革に関する要望・賛成の意見等 

(1) 「引越時の各種行政手続」（項番 16）に関する要望 

他の市区町村への引越時には、転出、転入自治体各々に対し、申請手続

が必要となる。転出自治体と転入自治体等の行政機関間での情報共有を行

うことにより、申請手続を簡略化すべきという要望があげられている。具

体的な要望を下記にあげる。 
・ 転出自治体で受けていた行政サービスを、手続を行うことなく転入自治

体でも継続して受けられるようにすべきである。また、変更された住所

情報を他の行政機関に反映することにより、各機関への住所変更届を不

要とすべきである。 
・ 市区町村間での情報共有により、申請者本人が、転出地の市区町村で発

行された書類を転入地の市区町村に提出することを不要とすべきであ

る。 
・ 変更された住所情報を他の行政機関に反映することにより、行政機関の

保有する情報の精度を向上させるべきである。 
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(2) 「証明書類の添付」（項番 17）に関する要望 

地方公共団体間での情報共有を行うことで、各種行政手続を行う際に、

既に行政機関が保有している情報（住民票、戸籍謄抄本、所得証明書、登記

事項証明書、印鑑証明書等）について、添付書類を不要とすべきである。 
 

(3) 「登記申請に添付する情報」（項番 18）に関する要望 

敷地権が存する場合の建物については、建物と建物の敷地を管轄する登

記所が異なる場合が生じ得るため、登記所は建物の表示の登記の際に敷地

権を調査する必要がある。このように登記所が他の登記所の管轄に属する

物件についても調査を行うこととなる場合には、申請人は当該建物の敷地

の登記事項証明書を他の登記所から取得して添付すべきものとされている

が、登記所間での情報共有により添付書類を不要とすべきである。 
 

(4) 「戸籍関係証明書の本籍地以外の市区町村での交付」（項番 19）に関す

る要望 

現行法令上、戸籍関係証明書を本籍地以外の市区町村で交付することは想

定されておらず、住所地以外の市区町村に本籍を有している場合は、本籍地

へ出向くか郵送による請求を行う必要があり、利用者にとって不便である。

また、現行法令上、正本は本籍地の市区町村に、副本は法務局に保存するこ

ととされており、戸籍簿を庁舎外のデータセンターで管理している市区町村

は存在しない。そのため、戸籍関係証明書の本籍地以外の市区町村での交付

及び戸籍簿の本籍地以外の場所での管理を可能にしてほしいという要望が

あげられている。具体的な要望を下記にあげる。 
・ 戸籍関係証明書を本籍地以外の市区町村窓口やコンビニ等で交付できるよ

うにすべきである。 
・ 戸籍簿を本籍地の庁舎外のデータセンター等の場所で管理できるようにす

べきである。 
なお、現在、自動交付機にて行政機関外で戸籍関係証明書を交付してい

る地方公共団体があるが、当該地方公共団体に住民登録され、かつ本籍を

有する住民に限られる。また、広域連合等において戸籍関係証明書の広域

交付を実施している地域もあるが、法務省の指示に基づき、戸籍従事職員

に記録事項証明書の発行に係る事務に限り他の市区町村の職員として併任

（兼職）している。 
 

３． 経済効果 

行政機関が保有する情報の再提出不要化、手続のワンストップ化に関する経
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済効果の試算としては、以下の２つがある。 

(1)  引越時の申請・手続のワンストップ化の効果 

 引越時の手続について、現在は最大７機関への訪問、13 種類の添付書類

が必要となる。行政機関間での情報共有により、将来的に、訪問箇所を転

入市区町村のみとし、添付書類は省略化することで、国民側で約 900 億円/
年、行政機関側で約 100 億円/年の定量効果があると試算されている。 
※ 平成 20 年６月 次世代電子行政サービスの実現に向けたグランドデザ

インより 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/pdf/granddesign.pdf 

 
(2)  手続の簡略化の効果（児童手当手続の省略化の効果） 

行政機関内の部門間、行政機関間のデータ連携により、将来的に児童手

当における現況届を不要とすることができる。この場合、受給者数が約

1000 万人/年と想定し、行政コストが年間約 20 億円のコストが削減される

と試算されている。 
※ 平成 20 年度 特別テーマ評価検討委員会報告書 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/tokubetu/houkoku/2008houkoku.pdf 

 
４． 書面調査・ヒアリング調査概要 

(1)  調査の観点 

他の行政機関（又は他の部門）が情報を保有しているにもかかわらず、申

請者本人による申請手続やその際に添付書類の提出を求めている規制・制

度について、具体的な規制・制度の内容や、申請手続や添付書類を求めて

いる根拠、政府や地方公共団体における運用の実態等について、関係府省、

地方公共団体を対象に書面調査を実施し、その結果を基にヒアリングを実

施した。 
 

(2)  調査対象 

書面調査は、下記にあげる制度を所管する府省、地方公共団体を対象に

実施した。 
・ 府省：総務省、法務省、厚生労働省、国土交通省、財務省、警察庁 
・ 地方公共団体：茨城県、神奈川県、市川市、川口市、藤沢市、板橋

区、杉並区 
また、書面調査の回答を基に、各府省、市川市、川口市、藤沢市に対し

て、第 6 回専門調査会にてヒアリングを実施した。 
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５． 調査結果概要 

調査の結果の概要を以下にまとめる。詳細については、下記を参照された

い。 
・第 6 回 規制・制度改革に関する専門調査会資料 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kaikaku/dai6/gijisidai.html 
 
なお、項番 19「籍関係証明書の本籍地以外の市区町村での交付」について

は、ヒアリング調査実施後に、追加の書面調査を行った。詳細については、

下記を参照されたい。 
・第 6 回 規制・制度改革に関する専門調査会 参考資料「追加書面調査

の結果」  
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kaikaku/dai8/sankou.pdf 

 

(1)  住民基本台帳関連（住民基本台帳ネットワーク、転出・転入届）に関す

る論点 

質問 回答 

① 住民基本台帳ネットワークの活用に

より、行政機関に対する申請・手続

において、住民票の写しの添付の

省略化を義務づけることが可能

か？ 

＜総務省＞ 

 本人確認情報はセンシティブな情報であり、行政機関内におい

ても無制限に利用可能とするのではなく、限定的に定める必要が

ある。（現在は、住民基本台帳法の別表 1～5 にて、住民基本台帳

ネットワークから本人確認情報の提供を受けることができる、行政

機関、事務を定めている。） 

 本籍地の情報など住民基本台帳ネットワークから取得できない

情報を求める申請・手続については、別途住民票の写しを求める

必要があると思われる。 

② 他の行政機関や同一行政機関内

の他部門への本人確認情報の提

供について、条件や実態はどうなっ

ているか？ 

＜地方公共団体＞ 

 各地方公共団体では、個人情報保護条例に従い「目的外利用」

や「外部提供」に該当しない範囲、または個人情報保護審議会の

意見を聴いて認められた範囲内において提供を行っている。 

ただし、個人情報保護条例上の判断や、運用範囲について

は、各地方公共団体によって異なっている。 

③ 引越時の「転出届」「転入届」の申

請届出を簡略化し、例えば住所変

更届等に統合することは可能か？ 

＜総務省＞ 

 転出届を廃止する場合は、転出自治体へは転入自治体から連

絡することとなるが、転出自治体が転出した事実を認識するまでに

タイムラグが発生することとなる。地方公共団体では、住民票がさ

まざまな行政サービスの基礎となっており、地方公共団体側の業

務で不都合が生じる可能性が高く、廃止は困難であると考える。 

 

(2)  その他引越関連の申請手続に関する論点 

質問：引越時の各申請手続について、住民基本台帳ネットワークの活用や他
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の地方公共団体への情報照会等により、添付書類の省略化や手続の簡

素化、廃止が可能か？ 
対象手続 回答 

運転免許証の記載事項変更 

＜警察庁＞ 

○添付書類の省略化（住民票の写し） 

各窓口に住民基本台帳ネットワークの端末があれば、省略する

ことは可能。窓口として、市区町村等の庁舎内に運転免許センタ

ーを設置することも可能。ただし、個人情報保護の観点での法制

度面での判断と住民票の写しの添付を定めている内閣府令道路

交通法施行規則の改定が必要。 

○住民基本台帳ネットワークの活用による手続の廃止 

運転免許証は広く身分証明書として利用されており、住所変更

等の記載事項の変更は運転免許証自体に記載する必要性が高

いため、手続の省略は困難と考える。 

車検証の変更登録申請（住所変更）

＜国土交通省＞ 

○添付書類の省略化（住民票の写し、戸籍謄抄本等） 

  同姓同名者の申請ではないことを確認するため、申請時に旧住

所、旧氏名の確認を行っており、住民票又は戸籍謄抄本等の添

付を求めている。住民基本台帳ネットワークで新旧の情報を確認

できれば、添付書類の省略に繋がると考える。 

○住民基本台帳ネットワークの活用による手続の廃止 

車検証においては車の「使用の本拠の位置」の確認が必要だ

が、必ずしも住所地と同一でないため、住民基本台帳ネットワーク

の情報では確認ができない。 

児童扶養手当の住所変更届（引越

時） 

＜厚生労働省、地方公共団体＞ 

○添付書類の省略化（所得証明書、住民票の写し等） 

手続の際は、前市区町村より児童扶養手当台帳の移管により

所得等の受給資格の確認を行っている。ただし、転入に伴い家族

構成が変わることもあり、世帯全員の住民票の写しや新たに同居

人になる方等の所得証明書の添付を求めている。 

○対面での手続の簡略化、転出自治体への手続の廃止等 

公簿だけでは確認できない生活実態を確認するため、役所の

窓口で対面にて聞き取りを行っている。対面で確認することで、不

正の防止や、本人の利益を保護することが可能となる。 

  転出自治体への手続を廃止することについて、転出した受給

者が転入自治体へ届出を行うまでに日数があいた場合、転出自

治体への届出を忘れた場合、転入自治体では手当を受けない場

合など、転出地で転出の事実が把握できないことから、過払い等

が生じる可能性もあり、廃止は困難である。 

国民健康保険取得・喪失届（引越時） ○転出、転入自治体間での情報移管による手続の廃止 
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介護保険取得・喪失届（引越時） 

＜厚生労働省＞ 

被保険者の転入・転出等に伴う資格得喪は、住民基本台帳制

度に基づく届出と手続を一本化する方針のため、国民健康保険

及び介護保険独自の手続は不要である。仮に、住民基本台帳制

度に基づく届出と手続を分離し、国民健康保険ないし介護保険

の転出届を省略化した場合、資格喪失後の受診や、転出元の保

険者が支払えないケースまでその保険証で受診してしまう場合が

あり、被保険者の負担の増加につながる可能性がある。 

印鑑登録廃止・登録申請（引越時） 

＜地方公共団体＞ 

 

○情報移管による手続の廃止について 

印鑑登録業務は、国の「印鑑登録・証明に関する事務処理要

領」に則り、各市区町村の条例によって業務を実施している。その

ため、各々個別に条例やシステムを構築したため統一されておら

ず、情報の引き継ぎは困難である。 

情報の引継ぎを行うためには、法整備を行い、管理運用を全国

で統一することが必要であるが、登録番号の紐付けや登録データ

の履歴管理等に関する困難が予想される。 

不動産登記 登記名義人の住所変更

の届出（引越時） 

＜法務省＞ 

 

○住民基本台帳ネットワークの活用による手続の廃止について 

不動産登記は、民法 177 条を基本とした、登記人の権利に関わ

る制度であるため、本人からの申請を原則としている。住所変更を

含め、法制度として申請義務を課しているものではない。住民基

本台帳ネットワークとの接続により申請の省略化を検討する位置

づけのものではないと考える。 

 

(3) 引越時の各種手続に関する論点全般 

質問 回答 

① 引越時における行政情報の再利用

を妨げている制度的要因は？ 

＜総務省＞ 

○添付書類の省略について 

 現行法令では、一部手続では「公簿等で確認できる場合には省

略可」とされているが、基本的に「添付しなければならない」規定と

なっている。「情報連携ができる場合には省略可」とする規定を、

手続横断的に定めることが必要。 

○住民による申請・届出の入力を省略することについて 

 現行法令では、申請・届出の必要のある項目が規定されている

ので、申請・届出者が手続先の組織に提出することが必要。最低

限の項目のみで申請できるようにするためには、法改正が必要。 

○行政機関間で情報連携することについて 

本人の同意があれば、行政機関間の情報連携は基本的に可

能だが、①個人情報保護法、個人情報保護条例、個人情報を保

有する業務の守秘義務等により提供を拒むことができる。必要な
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情報の提供や参照を可能とするためには、手続横断的な法整備

が必要。②個人情報保護条例で電子計算機のオンライン結合を

禁止しており、除外規定がない場合には、保護措置の状況等を個

別に検討した上で提供の可否を判断するよう、条例の見直しが必

要。 

 

(4) 所得情報の共有に関する論点 

質問 回答 

① 他の行政機関や同一行政機関内

の他の部門からの照会に対し、所

得情報を電子的に提供することが

できるか？ 

＜国税庁、地方公共団体＞ 

国税に関わる情報については、国家公務員法及び国税通則法

の規定により守秘義務が課せられている。仮に、税務職員が職務

上知り得た秘密を漏らした場合には、納税者と国税当局との信頼

関係が損なわれ、税務行政の運営に重大な支障を来たすことにも

なり兼ねないと考える。 

地方税に関わる情報については、各地方公共団体において、

個人情報保護条例に従い、「目的外利用」や「外部提供」に該当

しない範囲、または個人情報保護審議会の意見を聴いて認めら

れた範囲内において提供を行っている。（ただし、個人情報保護

条例上の判断や運用範囲、ならびに地方税法における守秘義務

の解釈については、各地方公共団体によって異なっており、同じ

団体内の他部門に対する情報提供ができないと回答した地方公

共団体も存在した。） 

 

(5) 登記情報の共有に関する論点 

質問 回答 

① 他の行政機関からの照会に対し、

登記情報を電子的に提供すること

はできるか？ 

＜法務省＞ 

行政機関等に対する申請等において登記事項証明書の添付

が求められている場合、行政機関等の定めるところに従い、登記

情報提供サービスにより得られる登記情報（照会番号）を添付する

ことで、証明書の添付に代えることができる。 

登記情報を国・地方間のバックオフィス連携によって情報連携

することについては、登記以外の情報も含めた共通のルールを検

討し、一括化法のようなものを制定することを検討してほしい。 

② 登記所間で登記情報の共有を行う

ことはできるか？ 

＜法務省＞ 

登記所間での登記情報の共有については、平成 22 年度末より

システム上可能となっており、これを前提に平成 22 年９月に行っ

た実務担当者レベルの会議において問題提起、業務プロセスの

見直しに伴う問題点の洗い出しとその対応策について検討を開始

している。平成 23 年度末までには、具体的な方向性について検

討結果をとりまとめたいと考えている。 
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(6) 戸籍情報に関する論点 

質問 回答 

① 他の行政機関／他の部門からの照

会に対し、戸籍関連情報を電子的

に提供することはできるか？ 

＜法務省＞ 

戸籍法では、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事

務を遂行するために必要がある場合は、戸籍謄本等の交付請求

をすることができるとされている。しかし、申請手続において戸籍

謄本等を添付することが定められている場合に、行政機関が、添

付を求める代わりに戸籍謄本等の交付請求を求めることは、「法

令の定める事務を遂行するために必要があるとき」に該当しない。

② 戸籍関係証明書の本籍地以外の

市区町村やコンビニ等の交付の実

現について、市区町村や関連事業

者の予見可能性を高めるため、法

務省としてガイドラインを作成する

か、必要な法改正を行って、市区町

村の取組を促すべきではないか？

＜法務省＞ 

戸籍業務は市区町村長が管掌する業務であり、戸籍関係証明

書を、コンビニエンスストアや本籍地以外の市区町村窓口、自動

交付機等で交付することについては、市区町村の主体的判断に

よるべきものである。法務省は、市区町村から実施に向けた照会

があった場合には、①プライバシー上の問題が発生しないこと、②

戸籍法等の関連法令に違反していないことを確認し、その可否の

判断を行っている。具体的な判断の観点は、追加質問１への回答

アの(ｱ)から(ｷ)に示した通りである。 

認容された事例については、追加質問１への回答イの(ｱ)及び

(ｲ)に示した通りで、例えば、住所地と本籍地が同一の住民の場

合、コンビニエンスストアに設置されたキオスク端末からの交付に

ついて認容している。それらの事例については、管轄法務局から

各市区町村に対してその内容が周知されており、各市区町村は、

どのような事例であれば認容されるのかを容易に把握することが

できることから、予見可能性や透明性は確保されている。 

なお、本籍地と住所地が同一ではない住民に対して、本籍地

以外の場所で戸籍関係証明書を交付することについて、現行法

令における制度的障害は存在せず、追加質問１への回答アの(ｱ)

から(ｷ)に示した要件を満たす場合には認容されるものと考えてい

る。したがって、本件について、現時点で改正を行う必要がある法

律の規定があるとは考えていない。 

③ 現行法令上、本籍地以外の場所

（庁舎外のデータセンタ等）で戸籍

を管理することは可能か？不可能

である場合、法改正等を行うことは

可能か？ 

＜法務省＞ 

法務省としては、市区町村から実施に向けた照会があった場合

に、セキュリティ面、法令面等の観点から可否を判断することにな

る。法務省は、市区町村から実施に向けた照会があった場合に

は、①プライバシー上の問題が発生しないこと、②戸籍法等の関

連法令に違反していないことを確認し、その可否の判断を行って

いる。具体的な判断の観点は、追加質問２への回答アの(ｱ)及び

(ｲ)に示した通りである。 
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認容された事例については、追加質問２への回答イの(ｱ)から

(ｳ)に示した通りで、管轄法務局から各市区町村に対してその内

容が周知されている。 

なお、正本を含む戸籍簿を民間事業者等が運営するデータセ

ンターにおいて管理している事例は現時点では存在しないが、追

加質問６への回答(1)に示したように、追加質問２への回答アの(ｱ)

及び(ｲ)に示した要件を満たす場合には認容されるものと考えて

いる。したがって、本件について、現時点で改正を行う必要がある

法律の規定があるとは考えていない。 

 

(7) 行政保有情報全般に関する論点 

質問 回答 

① 行政機関間の情報連携を行うた

めに必要な制度的改革は？ 

＜総務省＞ 

○各種添付書類の省略について 

個別に対象となる法律の改正を行う方法の他に、「行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する法律」のように、書面で

の提示の規定がある場合には電子的確認で代替可能な旨を一括

して規定する方法がありうる。 

② これまでの設問にあげた情報・手続

以外で、行政機関間の情報連携が

望ましい情報・手続があれば、その

課題や要望は？ 

＜地方公共団体＞ 

○住民基本台帳関連（住所変更情報）について 

 住基ネットの利用制限が緩和されれば、転出入事務の簡素化や

滞納者の追跡調査等で効率化を図ることができる。 

 電子的な情報連携による住民票の添付省略が可能なのに、添

付を求めているケースがあるので、法改正が必要。（例：子ども手

当の別居監護者の申請手続） 

現行法令の定めでは転入転出前後で選挙人名簿への二重登

録が発生するため、事務手続を標準化してほしい。 

○所得情報について 

国税申告と地方税申告の手続を一本化すると共に、所得情報

に関する必要な情報連携を全国的な規模で行うべき。 

○戸籍情報について 

 戸籍関係証明書については、電子的な情報連携により情報連

携が可能となっても、法で添付が義務付けられている場合がある。

 戸籍情報は、同一市区町村内でも電子的な情報連携が禁止さ

れている。慎重な検討が必要だが、費用対効果を含めて検討す

べき。 

○個人情報の取扱いについて 

 目的外利用の許容範囲やオンライン結合の除外条件等が地方

公共団体ごとにバラバラであるため、行政機関間の情報連携の妨
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げになっている。 

○情報連携を妨げているその他の要因について 

 業務の標準化、文字コード、個人識別番号の取扱い、連携イン

ターフェース等の課題を解決する必要がある。 

 

６． 専門調査会における委員の意見 

専門調査会の意見交換にてあげられた委員の意見をまとめる。 
・ 今回の調査は、まず現状を把握し、現行の法制度における課題を洗い出す

観点で調査を実施したが、行政が保有する情報については再提出を不要

化するという原則を置き、現行法令を一斉に見直すことの有効性について

検討が必要ではないか。 
・ 行政機関間での情報共有については、府省や地方公共団体毎ではなく、国

がリーダシップを発揮して実施していかなければ実現が難しいのではない

か。 
・ 情報連携については、番号制度の活用によってかなり効率的に解決できる

のではないか。国民 ID 制度においても行政機関間での情報連携について

検討することとなっており、今回の議論の結果は、国民 ID 制度の要件定

義につながるのではないか。 
・ 個人情報保護や守秘義務について国と地方公共団体、地方公共団体間で解

釈の違いがみられる。解釈を統一化することで、より利用者の利便性が高

くなるような法制度改正が可能ではないか。また、統一的な見解を示すよ

うな第三者機関の設置についての検討が必要ではないか。 
・ 個人情報保護の観点では、見方を変え、個人情報を保護するためにシステ

ムを使っていくといった観点が必要ではないか。また、プライバシーの侵

害や情報の漏えいが何を指していて、具体的な脅威は何で、システムを使

うことでどう妨げるのかといった考え方が必要ではないか。 
・ 具体的な情報連携の方式やプライバシー保護の観点については、電子行政

タスクフォース等での国民 ID 制度の検討と整合をとるべきではないか。

また、再提出不要化については、政府で一体となった取組が必要であり、

電子行政タスクフォースでの政府 CIO の検討と整合をとるべきではない

か。 
 

７． 当該規制改革事項に関する基本的考え方 

(1) 行政機関が保有する情報の再提出不要化について 

各行政機関が管理している同一人の情報を紐付けし、紐付けられた情報を

相互に参照する「情報連携」の仕組みを実現することによって、添付書類の
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削減や申請届出等手続の簡素化が可能となり、利用者の利便性の向上、行政

事務の効率化、行政保有情報の正確性の向上が図られるものと考えられる。 
しかし現状では、制度を所管する行政機関ごとに個別に検討を行っている

ため、情報連携による添付書類の削減や手続の簡素化が可能な情報基盤が整

っていても、証明書類等の添付や対面による申請・届出が義務付けられてい

ることが多い。 
また、行政機関における個人情報保護や守秘義務について規定している法

令・条例等の内容やその解釈・運用等が、行政機関毎にバラバラで統一され

ておらず、行政機関間の情報連携を実現する上での障害となっている。 
したがって、申請者との対面による確認や現物性が不可欠な手続を除き、

行政が保有する情報については原則再提出を不要化とするという前提に立ち、

行政機関間の情報連携の障害となる制度や運用の実態を洗い出し、法令・ガ

イドラインの改正、解釈・運用の統一化等に取り組む必要がある。 
その際、各府省や地方公共団体が個別に検討を行うのではなく、通則法の

制定や政府ＣＩＯの創設を視野に入れ、ＩＴ戦略本部を中心として府省間、

国・地方公共団体間の連携を密にして検討を行うことが重要である。 
また、現在、政府において検討されている社会保障・税に関わる番号制度

や国民ＩＤ制度は、当面は社会保障分野と税務分野について行政機関間の情

報連携を実現することを目指すものであるが、番号制度・ＩＤ制度の導入の

検討と合わせて、より広範囲にわたる行政機関間の情報連携を組織・手続横

断的に実現するための制度の整備について検討することが必要である。 
特に、本人の同意がある場合の個人情報について行政機関間の情報連携に

よりその活用を可能とするべく、第三者機関による監視やアクセスログの確

認等の個人情報保護の仕組みの検討と合わせて、制度の整備等を検討するこ

とが必要である。 
さらに、行政機関間の情報連携を実現するに際しては、地方公共団体毎に

運用されている外字や文字コード等に関しても統一化に向けた検討が必要で

ある。 
なお、個別法令の改正によって実現が可能な行政機関内部の情報共有等に

ついては、上記の検討に関わらず、所要の制度、システム等の整備を速やか

に進めるべきである。 
 

(2) 戸籍関係証明書の本籍地以外の市区町村での交付について 

戸籍関係証明書の本籍地以外の市区町村での交付、及び、戸籍簿の本籍地

以外の場所（庁舎外のデータセンタ等）での管理については、現行法令にお

ける特段の制度的障害は存在せず、一定の要件（追加質問への回答で示され

た判断の観点）を満たしていれば、現行法令下でも可能であることを確認で
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きた。 
したがってまずは、上記の事実、判断の観点、認容された事例等の情報が

関係者の間で確実に共有されるようにすることが肝要である。 
ただし、戸籍システムの電算化はいまだ８割程度の市区町村しか行ってい

ないことや、戸籍情報とその他の行政情報との紐付けは必ずしもできていな

いこと等、戸籍関係証明書の本籍地以外の市区町村での交付や、戸籍関係証

明書の添付省略を実現するためには、制度以外の阻害要因が数多く存在する。 
それらの阻害要因について検討を進める上では、戸籍事務は戸籍法に基づ

き本籍地の市区町村がその実施責任を担っていることを踏まえて、戸籍事務

において国が果たすべき役割に関する整理が必要である。 
戸籍関係証明書を本籍地の市区町村以外の場所で交付する方法としては、

例えば、各市区町村が有する戸籍システムに個別にアクセスする方法や、国

が主導して戸籍事務のオンライン化と地方公共団体間連携を図るためのイン

フラ整備（情報連携のためのコード付与やデータベースの整備等）を進める

ことにより、全国規模の情報連携を可能にする方法等が考えられる。 
各市区町村が有する戸籍システムに個別にアクセスする方法においては、

例えば、住民票の写し等のコンビニ交付と同様に、コンビニの行政キオスク

端末から住民基本台帳カードの空き領域に格納された番号によって認証を行

い、市区町村にある証明書発行サーバにアクセスする方法が考えられる。現

在の住民票などのコンビニ交付のシステムでは、本籍地が住所地と異なる住

民については住所地の市区町村に戸籍関係情報がないため、本籍地の市区町

村にある戸籍情報データベース上の情報と突合等を行うための制度・システ

ムを整備することが必要である。 
また、戸籍関係情報に関する全国規模のバックオフィス連携については、

証明書交付に関するワンストップサービスの実現という観点においては、

個々の市区町村の対応に委ねるよりも効率的であると考えられる。したがっ

て、番号制度・ID 制度の導入により実現する添付書類の削減や申請届出等手

続の簡素化の取組との関係や、セキュリティ、ニーズ、費用対効果等も考慮

し、必要性について検討すべきである。 
 

８． 対処方針 

(1) 行政機関が保有する情報の再提出不要化について 

申請者との対面による確認や現物性が不可欠な手続を除き、行政が保有する

情報については原則再提出を不要化とするという前提に立って、法令・ガイド

ラインの改正、解釈・運用の統一化等を行う。 
そのために、ＩＴ戦略本部は、社会保障・税に関わる番号制度や国民ＩＤ制

度の検討に合わせて、行政機関間の情報連携の障害となる制度や運用の実態を
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洗い出し、通則法の制定や政府ＣＩＯの設置を視野に入れて、個人情報を保護

しつつ情報連携を実現するための制度の整備等を検討し、必要な制度改正を行

う。＜平成 23 年度中に検討、結論＞ 
また、行政機関間の情報連携による添付書類の省略、申請・届出等手続の簡

素化について、通則法の制定を視野に入れて、組織・手続横断的な法令改正を

含めた対応策について検討し、迅速に実施する。＜平成 23 年度中に検討、結

論＞ 
登記所間での登記情報の共有化と添付書類の省略については、法務省が、引

き続き業務プロセスの見直しに伴う問題点の洗い出しを進め、法令改正を含め

た対応策について検討し、実施する。＜平成 23 年度中に検討、結論＞ 
なお、登記所間を越える行政機関間における登記情報の連携と添付書類の省

略については、ＩＴ戦略本部が、行政機関間の情報連携による添付書類の省略、

申請・届出等手続の簡素化に関する検討と一体的な法令改正を含めた対応策に

ついて検討し、迅速に実施する。＜平成 23 年度中に検討、結論＞ 

(2) 戸籍関係証明書の本籍地以外の市区町村での交付について 

内閣官房、法務省、総務省は、住所地と本籍地が異なる住民に対するコン

ビニでの戸籍関係証明書の交付サービスについて、費用対効果等を踏まえつ

つ、制度面、技術面の課題を検討し、実施する。＜平成 23 年度中に検討、結

論＞ 
なお、戸籍情報の全国規模の情報連携のための仕組みと添付書類の省略に

ついては、(1)の中で検討を進める。＜平成 23 年度中に検討、結論＞ 
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５．個人情報保護法 ガイドライン共通化についての提言 

 

 

 

１．問題意識 

 
平成 17 年に個人情報保護法が全面施行されたが、解釈の難しさなどの問題

から過剰反応や萎縮効果などの問題が発生したため、わかりやすく伝達する

ための取組み等を行った。個人情報保護法は主務大臣制をとっているために、

ガイドラインは事業領域ごとに多岐に渡り、現在個人情報保護に関連するガ

イドラインは各省庁合計で 27 分野 40 存在している。結果、わかりにくさが

増したり、複数のガイドラインが適用される事業者が混乱したり、ガイドラ

インの異なる事業者同士で提携して１つの事業を行う場合に運用基準の設定

が難しくなってしまったり等の課題が起きている。 
それに対し平成 20 年 7 月に、内閣府から「ガイドライン共通化の考え方に

ついて」という方針が示されており、1 年以内を目処としたガイドラインの見

直しを各省庁に要請したが、2 年たった平成 22 年の時点で見直しがされたの

は 9ガイドラインに留まっており、十分な対策がとられているとはいえない。

また、個人情報保護を取り巻く社会環境の変化は非常に早いにも関わらず、

最初の策定時から一度もガイドラインの見直しをしていないものも多く、ま

た求められているＱ＆Ａの整備ができてないケースも多い。 
上記のように各省庁での対応にバラつきが見られるが、関係省庁会議も平

成 20 年以降開かれていないなど、消費者庁などによる十分なイニシアチブが

とられている状況ではない。 
 
２．ヒアリング調査での意見 

（株）シーピーデザインコンサルティング及び消費者庁、農林水産省、文部

科学省に対してヒアリング調査を実施した。 
（１）（株）シーピーデザインコンサルティングの主な意見 

・同じような文章で書かれたガイドラインが 40 近く並存しており、期待

した共通化とはなっていない。 
・ガイドラインで示された用語の定義があいまいで、事業者が解釈に悩む

状況になっている。 
・ガイドラインの共通化は、まず一つのガイドラインを作り、各省庁はそ

のガイドラインとの差異だけを説明するようなやり方にしてほしい。 
・複数のガイドラインにまたがる事業者が、ガイドライン間の記載内容の

相違によって対応に悩むケースがある。 
・事業者がどういう苦情を受けて、どういう対応をしているかということ

を集約して分析しないと望ましい個人情報の定義についてまともな議

論ができないのではないか。 
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（２）消費者庁の主な意見 

   ・ガイドライン共通化の取り組み状況については、毎年度公表している。 

・ガイドラインの見直しは、各省庁の判断にゆだねられている。 

・必要な分野のガイドラインの策定はなされていると認識している。 

・我が国の個人情報保護法は主務大臣制を取っている。複数の業種をま

たぐ分野に対するガイドラインは、主務大臣の連名なり、共同作業に

よって必要な範囲の中で作成されていくものだと考えている。 

 
（３）専門調査会における委員の主な意見 

   ・地図情報サービスのように多数の省庁をまたぐサービスについてプラ

イバシー保護の問題が生じた場合、日本では所管が決まるまでに平気

で１～２年経ってしまい、その間に被害が拡大する。欧米に比べて新

しい技術に対するプライバシー保護が非常に弱い。 

   ・統括的立場にある消費者庁が、ガイドライン共通化を推進すべき。 

   ・多数の管轄省庁にまたがる場合、個人情報保護で連携するのは実質的

に不可能。 

   ・個人情報保護は、グレーな部分があると事業者にとって迅速に対応す

る必要がある。消費者庁は各省のガイドライン更新作業の進捗管理を

しっかりすべき。 

   ・ガイドラインの共通化は、一元化したガイドラインに対し、差異の説

明を行っていくようなやり方にすべき。 

   ・個人情報保護は、有用性と保護のバランスが大事。保護ばかりでは使

い物にならないインフラになる。 

   ・個人情報をひとくくりにせず、情報の性質によって細かく区分すると

いう手法もあるのではないか。 

   ・縦割り行政が個人情報取扱事業者の事業の支障になることは避けなけ

ればならない。 

 
３．基本的な考え方 

 
個人情報保護法に対する過剰反応や萎縮効果などの解消をし、縦割り行政

による事業者の混乱を未然に防ぐためにも、できるだけわかりやすくするよ

うにガイドライン共通化の作業を迅速に進めるべきである。 
個人情報保護法自体は主務大臣制ではあるが、ガイドラインの共通化など

全体的な活動については、現時点で統括する立場になるといえる消費者庁ま

たは今後設置が見込まれる第三者機関が強力なイニシアチブをとって推進す

べきである。主務大臣制による縦割りが原因となって、対応スピードが遅く

ならないような対応が必要である。 
社会の変化に対応するべく、共通化されたガイドライン自体の見直しを継

続的に行う必要がある。その際にＱ＆Ａなどを社会変化に合わせて充実させ

ていくことが重要である一方、事前の過剰な規制によりイノベーションの芽

49



を摘まないよう配慮することが必要である。 
 
４．対処方針（平成 23 年度内） 

 
－消費者庁が中心となって、ガイドラインの共通化にあたり、現在の 40 のガ

イドラインを存在させたまま可能な範囲で文言を統一する、というスタイル

ではなく、まず統合化された共通ガイドラインを１つ作成し、その上で各事

業領域ごとに統合化された共有ガイドラインと異なる部分だけのガイドライ

ンを作成する、というスタイルでの共通化について検討し方針を決定する 
 
－各省庁は、上記で定められた方針に従い、迅速に対応を実施する 

 
－消費者庁がリードをとって各省庁での対応の進捗を確認し、期限内に対応

が終わるようにする 
 
－統合化された共通ガイドラインについては、最低 1 年に一度程度の見直し

を行い、Q&A や事例集の充実を図るなど社会情勢の変化に対応できるように

する 
 
－共通ガイドラインにおいては「個人情報」など定義が曖昧なため事業者が

対応に苦慮していることについても、明確な対応策を示すべきである（例：

個人情報保護法では、個人情報は特定の個人を識別できるもの、とあるが誰

が識別可能であるものかは書かれてない） 
 
５．個人情報保護体制についての提言 
 
－国民 ID番号制度や税と社会保障番号などの議論において第三者機関の設置

が検討されているが、個人情報保護法そのものの運用の観点においての第三

者機関の有用性や、有用である場合必要な機能や運用方法などについても、

併せて検討し連携する 
 
－その際に、現行法で定める「主務大臣制」のまま第三者機関を設置するの

がいいのか、主務大臣制のまま今後の政策実行や社会環境の変化に迅速に対

応できるのか、などの点について法改正も含めた検討が必要である 
 
－今後の個人情報保護に関連する規制や施策を実行する際には、法の精神で

ある「個人情報の有用性と保護のバランス」を実現するために、過度な規制

によって有用性が損なわれていないか、個人情報の有用性活用効果の定量化

するなどして、事前及び事後の状況を確認し必要に応じて修正するようにす

る 
 
－また今後の個人情報保護に関連する規制や施策を実行する際には、過去の
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住基カード導入における反省を踏まえ、国民の利便性をちゃんと担保できる

ようにしっかりと要件定義を行ってから実施するようにする 
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６．著作権制度の整備（フェアユース）について 
 
 
1.制度の概要 

(1)目的 

著作物等の公正な利用に留意しつつ、著作権（他人に著作物等を無断で利

用されない権利）という財産権を保護することによって、文化の発展に寄与

することが著作権法の目的となっている。 
すなわち、著作権制度は、著作物利用の対価を著作者に還元し、それによ

って新しい創作、文化の発展に繋げるために設けられている。 
なお、著作物には小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラムなど

が含まれる。 
 

 
 

 
(2)内容 

著作権の保護の制度として、他人に無断で利用され、著作権が侵害された

場合には、損害賠償や差止めの対象となるだけではなく、罰則が適用される。 
一方、著作物等の公正な利用については、著作権法で「例外的に許諾を得

ない利用」ができる場合が限定列挙されており、これに該当する場合には認

められる。 
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2.制度改革の要望内容 
 著作権法では、著作物等を利用する一定の行為（複製等）を行うことができ

る権利を著作者等に排他的に与える一方、一定の場合（私的利用目的で複製を

行う場合等）は、著作権等の権利を制限する規定を個別具体的に条文で列挙し、

権利の保護と著作物の公正な利用とのバランスを図ろうとしている。 
 しかしながら、著作物の利用の目的の変化に応じて、個別に利用可能な項目

を新たに条文で規定する場合、その整備に時間がかかるとの指摘や、権利者の

利益を不当に害しない利用であっても、個別列挙されていない限りは権利侵害

となる。 
 これらの課題を解決するため、著作権法を改正し、包括的に公正な利用を可

能とする「権利制限の一般規定」を導入する。 
 
3.現状 

(1)環境の変化への対応 

著作物のデジタル化とインターネット環境によって、創作や複製が容易と

なり、プロ・アマチュア問わず創作した著作物が増加し、それが容易に国内

外へ発信できるようになっている。さらに、ネット上では新技術・サービス

を巡る競争が世界レベルで激しくなっている。 

 
 

 一方、現行の著作権制度では、法律で明確に規定してある場合だけ「例外

的な許諾を得ない使用」が認められるため、権利者の利益を不当に害さない

場合（権利者に対価が還元されることが想定されない場合）でも権利侵害/

違法となることから、それを危惧する結果、新たな技術開発・サービス提供

がなされず、イノベーションを阻害しているなどデジタル・ネット時代に十

分に対応していないと考えられる。 

 

(2)イノベーション阻害などの事例 
検索エンジンサービスでは、2010 年 1 月の著作権法改正まで、ネット上で

検索サービスを提供するためにウェブページを保存することは、著作物の複

製に当たり、違法となっていた。このため、ネット上で検索サービスを提供

するためのサーバーを国内に設置できず、これが障害となってわが国発のグ

ローバルな競争力を持つサービス・事業者は生まれなかった。 

また、放送事業者による放送番組の利用は、著作権者と著作隣接権者（実

演者）全員の同意がないと違法となる。このため、当初想定していない利用

態様でサービスを開始する場合、権利処理するためのコストがかかり、仮に

権利者を把握し全員と連絡が取れたとしても、1人でも不同意となれば、番
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組のネット配信はできなくなり、コンテンツが活用されない。 

 
（参考）文化審議会著作権分科会基本問題小委員会（2010 年 5 月 10 日）議事録 

【瀬尾委員】（略）実はＮＨＫオンデマンドの収支について、（略）収支をとる上で、つまりビジネスモ

デルとして問題になっている点は何なのか。非常に複雑なことを簡単に聞いてしまって申しわけない

のですが、どうして商売にならないのか、端的な特徴というか、原因みたいなものを教えていただけ

ればと思います。 

【梶原氏】この２年ぐらいやっていますけれども、収支は大幅な赤字であります。コストを見ると、や

はり権料、権利者へお支払いするお金よりも権利処理のための事務的な経費がかかっているというこ

とが１つありますので、これは何とかして引き下げる努力をすれば、コストを下げることができるか

なと思います。もう一つは、やはりファイル化するコストですね。これも結構かかっております。放

送番組、テープをファイル化しなければいけないということで、これもコストがかかる。これは１回

ファイル化すれば、今後はそんなにかからないのかもわかりませんけれども、そういったことがある

と思います。ただ、一番の問題は、会員はかなり増えたのですけれども、実際にお買いになる方が今

のところ少ないということ、収入をもっと増やさなければいけないということが根本にあるわけです

けれども、支出の面から言うと、そういった権利処理のためのコストだとか、ファイル化のためのコ

スト、こういったものを引き下げる必要があるのかなと思っています。 

（出所）http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h22_05/pdf/gijiroku.pdf 

 

 

(3)政府の方針 
著作権制度については、デジタル・ネット時代に対応できていない側面が

あることから、知的財産戦略本部1において公正な利用を包括的に許容し得る

権利制限の一般規定の導入を行う方針が決定されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
（参考）知的財産推進計画 2010（2010 年 5 月 21 日・知的財産戦略本部） 
Ⅱ．基本認識 

○ 我が国の技術力は多くの分野で依然として世界最高水準だが、そのことが我が国の産業の国際競争

力に必ずしも結びついていない。これは国際競争力が、優れた技術を前提としながらも、それだけで

はなく、画期的なビジネスモデルや、戦略的な国際標準化を含む、総合的な知的財産マネジメントに

依存するようになったためである。すなわち「知を使う知」の競争が熾烈になってきたのである。 
○ 戦略的な国際標準の獲得と活用を巡っては、米国・EU のみならず、中国やインドといった急速に

成長する新興国を巻き込んだ戦略的な展開が、我が国の政府および企業にとって不可欠となっている。 

                                                  
1 内閣総理大臣を本部長とし、他の全ての国務大臣が構成員に含まれている。知的財産基本法に基づき、

知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に設置されてい

る。 

【デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会の報告書】（2008 年 11 月） 
権利者の利益を不当に害しないと認められる一定の範囲内で、公正な利用を包括的

に許容し得る権利制限の一般規定（日本版フェアユース規定）を導入することが適当 
 
【知的財産推進計画 2009】（2009 年 6 月） 
日本版フェアユース規定の導入に向け、ベルヌ条約等の規定を踏まえ、規定振り等

について検討を行い、2009 年度中に結論を得て、早急に措置を講ずる。 
 

【知的財産推進計画 2010】（2010 年 5 月） 
これまでの検討結果を踏まえ、2010 年度中に法制度整備のための具体的な案をまと

め、導入のための必要な措置を早急に講ずる。 
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○ 今後世界的な成長が期待され、我が国が優れた技術を有する特定戦略分野（例：「環境・エネルギ

ー（グリーン・イノベーション）」、「医療・介護（ライフ・イノベーション）」）で、戦略的な国際標準

の獲得や知的財産の活用、イノベーション創出を阻む要因の解消を通じ、国際競争力を向上させるた

めのオール・ジャパンの戦略を推進する。 
○ また、技術力と並んで我が国が強みを持つ文化力（表現力）は「クールジャパン」として世界から

評価されているが、産業面でその潜在力を発揮しておらず、ソフトパワーを生かし切れていない。デ

ジタル化・ネットワーク化の進展に伴うデジタルコンテンツの重要性の高まりも踏まえ、成長産業と

して国際展開を推進するとともに、他産業とも連携して波及効果を発揮していく。(p2) 
 
Ⅳ．分野別戦略 
戦略２ コンテンツ強化を核とした成長戦略の推進 
３．世界をリードするコンテンツのデジタル化・ネットワーク化を促進する。 

○ コンテンツのデジタル化・ネットワーク化は、新たなビジネスや新たなコンテンツを創出するとと

もに、世界展開を容易にする可能性を持っており、コンテンツを核とした産業の振興にも大きく貢献

するものである。 
○ 一方、我が国のコンテンツのデジタル化・ネットワーク化は、プラットフォームや配信コンテンツ

の規模とも米国に遅れをとっており、米国発のプラットフォームの攻勢に晒されている状況にある。

また、今後、我が国のコンテンツデータの保存・処理が、安価なクラウドコンピューティング環境下

にある海外サーバに集積する可能性がある点にも留意すべきである。 
○ このため、コンテンツのための新たなメディアの創出、電子配信の促進、プラットフォームへの戦

略的対応、電子配信ビジネスの前提である著作権侵害コンテンツ対策について、戦略的に進めること

が重要である。 
○ また、インターネット上におけるコンテンツの部分的引用やネット上の放送における利用を始めと

して、今後のビジネス展開の円滑化が図られるよう国際的動向も踏まえながら民間の取組の促進を進

めるとともに、デジタル化・ネットワーク化時代に対応した著作権制度の在り方についても検討する

ことが必要である。 
○ 以上を通じ、世界をリードするコンテンツのデジタル化・ネットワーク化を促進する。(p17) 

 

(4)文化庁の対応 
知的財産戦略本部の決定を受け、文化庁では、権利制限の一般規定につい

て、平成 20 年 11 月より委託調査「著作権制度における権利制限規定に関す

る調査研究」を実施し、各国の権利制限規定についての報告書を平成 21 年 3
月に作成・公表した。 
また、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会において、平成 21 年 5

月より検討が開始され、43 団体（有識者団体、権利者団体、利用者団体、公

益団体）からの意見聴取と計 6 回の審議が行われた。その後、同小委員会に

設置されたワーキングチームにおいて、計 8 回の審議が行われ、平成 22 年 1
月、同小委員会にワーキングチームの報告書が提出・審議された。同小委員

会では、平成 22 年 4 月、「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」が取り

まとめられ、文化庁は、同年 5 月から１ヶ月間、同中間まとめに対する意見

募集を実施し、47 団体 47 個人から計 254 通の意見が提出された。同小委員

会では、これを踏まえ、意見募集に意見を提出した団体中、18 団体（有識者

団体、権利者団体、利用者団体、公益団体）から、再度、意見聴取を行った。

その後、これらを踏まえ、平成 22 年 12 月に同小委員会の最終報告が取りま

とめられ、同報告について文化審議会著作権分科会における審議が行われた

上で、審議結果を記載した著作権分科会報告書が平成 23 年 1 月に取りまと

められた。2 

                                                  
2本専門調査会（第 2 回）参考資料 1（195 頁）をもとに作成 
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4.著作権分科会における一般規定 

平成 23 年 1 月に文化庁の文化審議会著作権分科会において取りまとめられ

た報告書においては、以下の A～C の類型の利用につき、権利制限の一般規定

による権利制限の対象とすることが適当とされた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一方、これは、現行のクラウドサービスの提供やイノベーションを阻害しな

いものとしては不十分であり、米国のフェア・ユース規定のような包括的な規

定ではなく、個別権利規定の追加にすぎないという評価もできる。 
 

 
                                                                                                                                                  
（出所）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kaikaku/dai2/sankou1.pdf 

【A類型】著作物の付随的な利用 

その著作物の利用を主たる目的としない他の行為に付随的に生ずる当該著作物の利

用であり、かつ、その利用が質的又は量的に社会通念上軽微であると評価できるもの 
（例）行為者が意図した撮影対象とは別に、軽微な程度であるものの、付随的に美術や音楽の著作物

等が複製されるケース 
 

【B類型】適法利用の過程における著作物の利用 

適法な著作物の利用を達成しようとする過程において合理的に必要と認められる当

該著作物の利用であり、かつ、その利用が質的又は量的に社会通念上軽微であると評

価できるもの 
（例）漫画のキャラクターの商品化を企画する際に社内会議用の資料等での当該漫画の複製 

 
【C類型】著作物の表現を享受しない利用 

著作物の種類及び用途並びにその利用の目的及び態様に照らして、当該著作物の表

現を知覚することを通じてこれを享受するための利用とは評価されない利用 
（例）映画や音楽の再生に関する技術の開発や、ネットワーク上で複製等を不可避的に伴う情報ネッ

トワーク産業におけるサービス開発・提供行為等に含まれる一定の著作物の利用行為 
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（参考）米国フェアユース規定 

アメリカ著作権法では、限定列挙方式をとっておらず、以下の規定（法第 107 条）により公正な利用か

どうかは、裁判により決められるため、制度がイノベーションを阻害していない状況にある。 
（米国著作権法第 107 条）3 

批評、解説、ニュース報道、教授（教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む）、

研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース（コピーまたはレコードへの複

製その他第 106 条に定める手段による使用を含む）は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフ

ェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。 
（１）使用の目的および性質（使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む）。 
（２）著作権のある著作物の性質。 
（３）著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。 
（４）著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。 

 
 
5.ヒアリング調査での意見 

クラウドコンピューティングサービス事業者（富士通株式会社）及び文化庁

に対してヒアリング調査を実施した。 
(1)富士通株式会社の意見 

以下の意見が出された。 
○著作権侵害責任追及に対する懸念 

現実に提供しているサービスの上で問題が起きているという認識はな

いが、お客様が行われる著作物の利用に対してサービスを提供する立場の

場合に、当該著作物の利用行為に対してサービス事業者が責任を問われる

可能性が昨今少し増大しているのではないかという問題意識がある。特に、

最近の２件の最高裁判決4の結果、サービス提供者の立場からは、著作物

の複製主体の法的評価について非常に予測可能性が低下し、著作権侵害に

よる責任を追及されてしまう懸念も同時に大きく増大したというふうに

考えている。 
○クラウドサービスと著作権侵害 

法令遵守という観点からは、著作権侵害であるということが確定的であ

る事業は、これは事業者として行うことはできないということになるが、

当社の属する事業分野においては、クラウドコンピューティングサービス

の提供をしないという選択肢はもはやないという中で、こういったリスク

を覚悟の上で事業に取り組まざるを得ない状況にある。 
一方、こういった問題について著作権侵害の主張がなされた場合、現行

の著作権法の権利制限規定では、なかなか反論ができないというふうに考

えざるを得ない。 
○米国型フェア・ユース規定 

アメリカでは、日本の著作権法の権利制限とは違う観点で、個別の事案

で判断を成否されるフェア・ユースという規定があるので、フェア・ユー

スの成立はともかくとしても、少なくとも反論が許される余地はあるので

                                                  
3 文化審議会著作権分科会報告書（平成 23 年 1 月文化審議会著作権分科会）33 頁 
4「まねきＴＶ事件」判決（最三判平成 23 年 1 月 18 日）と「ロクラクⅡ事件」判決（最一判平成 23 年 1
月 20 日） 
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はないか。仮に司法判断にゆだねるにせよ、何か主張するよりどころがな

いと、法令遵守の観点からは、違法なものは違法だということで、実施す

る余地がないということになってしまう。そういう訴訟を受けるリスクを

含めて、事業の実施の是非を判断できるという点で米国型フェア・ユース

規定は意味を持つ。 
○著作権分科会における一般規定 

報告書においては、一定範囲で権利制限規定の導入が決められており、

これが今後具体的に立法されていくということに対して、非常に期待感が

ある。ただ、現状のＡないしＣという類型のもとで、先ほどのような問題

が解決されるのかということについては、なかなか難しい点もあるのでは

ないかと思っている。 
 
 

(2)文化庁の意見 
以下の意見が出された。 

○最近の２件の最高裁判決5 

著作権法の世界で言う行為主体論と権利制限の一般規定の関係につい

ては、よく論点を整理しないといけない。行為主体論については、最近の

最高裁判例により今後また議論のほうが進んでいくと思う。また、文化庁

のほうも宿題として立法化ということがあるので、この検討も進めていく

ことになる。 
○著作権分科会における一般規定 
  ＡＢＣ類型の権利制限の一般規定を検討する際に、具体的に何が困るの

かと、どういった場面で規定が必要なのかということをもとにしている。

それ以上に、どこがどう具体的に困っているのかというところが明確にな

らないため、今のところはＡＢＣ類型を導入するという内容になっている。

法律を書くという観点からは、具体的な立法事実を、しっかり踏まえてい

く必要がある。 
○米国型フェア・ユース規定 

  今の日本の権利制限の一般規定のほうが外縁は割とはっきりしており、

使いやすいか使いにくいかという話になれば、予測可能性の問題の点から

は、アメリカの規定は、確かに広い分、難しいところはあるのではないか。

また、米国法における著作権法の権利制限はフェア・ユース規定だけでな

く、膨大な個別制限規定があり、その行間部分を埋めるために同規定があ

る。 
○法文化との関係 

  我が国のような、ずっと明治 32 年以来、個別制限規定で来た国とアメ

リカとは法文化も違うことから、米国型のような一般規定の導入について

は、著作権法だけの問題ではなくて、さまざまな法文化も含めて、やっぱ

り慎重に考えたほうがいいと考えている。 
                                                  
5「まねきＴＶ事件」判決（最三判平成 23 年 1 月 18 日）と「ロクラクⅡ事件」判決（最一判平成 23 年 1
月 20 日） 
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○条約や他の法令との関係 

著作権には国際条約があり、条約の中で権利制限については厳しい枠が

はめられている。また、罪刑法定主義など他の法律との関係というものも

含めて考えていく必要がある。 
○財産権との関係 

  著作権法は、行政法、規制法ではなく、個人の財産を規定した法律であ

る。したがって、財産を制限するということであれば、やはりそれなりの

理由が必要となる。 
○今後の検討 

  著作権分科会の報告書にあるとおり、まだまだ検討すべきことは残って

いるので、今回Ａ、Ｂ、Ｃ類型でとりあえず法律改正をし、そういうもの

の検証と、新しい利用形態の実態等も踏まえて、検討していきたい。 
 
(3)本調査会委員の意見 

ヒアリング調査を行った後の意見交換において以下の意見が出された。 
・今見えないものも挑戦できる環境をつくるというのが政府の決定の趣旨

だとすると、幾つかの個別権限規定を類型化したものにすぎず、本当の

意味での一般規定というのはできていないのではないか。非常に難しい

問題があるが、イノベーションを進めていくためには、本当の意味での

一般規定の導入に向けてどうにか取り組んでいただきたい。 
・今の著作権法の検討の場には、著作権者（権利者）の代表はいるが、利

用者の代表というのが非常に限られている。しかも、そこで本来議論す

べきことの一つは、これからどういう時代が来るのかと、どんな新しい

サービスがあって今の法の中におさまり切らないのかということである

のに、議論されていない。世の中に出てきたものに対して追っかけで、

１年遅れ、２年遅れで議論されているのでは、結局、もう日本でビジネ

スするなと、西海岸に移住しろと、そういう話になる。この問題という

のは決して著作権者の中の問題ではなくて、イノベーションの問題であ

って、利用者の問題であって、そのための検討ができるような仕組みが

必要。 
・コンプライアンスに対する日本の大企業の考え方が保守的過ぎる。この

問題は、法律ですべて解くのではなく、企業文化とかも変えていかない

限り、やっぱりアメリカと戦えないんじゃないかというふうに思う。 
・今直面している問題に対してスピーディーに対応していく仕組みが必要。

特に国全体のクールジャパンなど、これやるぞと言っているところに付

随する部分のスピードが非常に遅いというところがあるので、そういう

直面した課題をスピーディーに解いていくという体制も必要。 
・今のＡからＣ類型は個別制限規定なので、これをＤとかＥとかやってい

たってスピードの速いこの世界ではだめで、これからどんどん新しくで

きてくる予想できないものについてどうかということに対して、一つ一

つ追加していくという話ではない。 
・基本的に新しいものを予測して何をするというのは非常に難しいことな
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ので、起こったことに対して早く対応するということはもっと大事。特

にこの問題は、文化庁の所管で行う部分が非常に多いので、その点で、

いろいろな変化に対して早く対応、法制度を変えていくということをぜ

ひやっていただきたい。 
 
6.基本的考え方 

著作権制度は、国民の財産権に関する制度であり、財産権を制限する法律

を作る以上は、具体的に困っているという立法事実が必要という文化庁の意

見があった。一方、クラウドサービス事業者や委員は、過去にイノベーショ

ンを阻害していた事実が存在し、利用者の立場を十分に反映していない現行

制度又は著作権分科会の報告書に示された案では、将来的に新しいサービス

を始めようとしたときに同様の問題が発生する可能性があるため、そのよう

なサービスやイノベーションは包括的なフェア・ユース規定を有する米国で

実施することになってしまうとの意見であった。このため、現在著作権分科

会の報告書において提案されている案だけでは、情報通信分野におけるイノ

ベーションを阻害しうることから、法制上の問題を考慮しつつ、グローバル

な競争環境でのイノベーション促進の観点から、利用者の立場を十分踏まえ

た上で、著作権制度を見直していくことが求められる。 

 
7.対処方針 

平成 23 年度の著作権制度の検討においては、個別制限規定の追加に実質的

に留まるのではなく、権利者の経済的利益を不当に侵害しない範囲において、

情報通信分野におけるイノベーションを阻害しないようの包括的な権利制限

の一般規定を設けることを検討する必要がある。また、検討する際には、情

報通信分野でどのようなサービスが提供されているか、将来どのようなサー

ビスが提供されうるかについて十分な知見を持つ者（利用者）を参加させ、

徹底的に議論するべきである。また、政府方針に沿った議論がなされている

かについて、IT 戦略本部など政府方針を決定した組織において確認すべきで

ある。 
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第３章 

 

その他の検討項目 
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７ 

 

項目名 償却資産税申告の電子化 

規制の概要 

 

償却資産税の電子申告が全ての市町村でできないため、

システム対応できず、結局、全て紙での申告となってい

る。ある企業においては、申告箇所が約５００、申告書

枚数が約８，０００枚と、膨大な作業が生じている。 

償却資産に係る固定資産税の電子申告については、行

政手続等の情報通信の技術の利用に関する法律に基づ

き、法制上の手当がなされており、全地方公共団体の約

６割で電子申告が可能となっている。 

 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 手続きの簡素化を図るため、償却資産税の申告を、

全国的に電子データで一括して行えるようにする。

 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（総務省） 

・ ご指摘の償却資産に係る固定資産税の電子申告につ

いては、行政手続等の情報通信の技術の利用に関す

る法律に基づき、法制上の手当がなされており、電

子化を阻害するような規制はないものと考える。 

・ 当該手続は、全都道府県・全市区町村で構成する社

団法人地方税電子化協議会が運営するエルタックス

（地方税共同電子申告システム・ネットワーク）を

利用することで、電子的に行うことが可能。 

・ 現在（平成 22 年９月現在）、償却資産の固定資産税

の電子申告については、全 1,727 市町村のうち 741

団体（特別区は東京都において対応）で導入されて

いますが、こうした電子化への対応は、各地方団体

の判断に委ねられている。 

・ 総務省としては、納税者の利便性向上の観点から、

電子申告の普及拡大について働きかけを行っている

ところであり、今後、電子申告を実施する団体は増

加していくものと考えている。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 
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【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 地方税の申告手続きについて法制上の手当は既にさ

れており、電子化への対応は各地方公共団体の判断

に委ねられているが、地方公共団体による対応のば

らつきは、企業における償却資産税の申告の電子化

を実質的に阻害する要因となっている。 

○ 地方公共団体において eLTAX の導入が進み、地方税

の電子申告等の対応がなされることは、企業におけ

る償却資産税の申告に係る手続を紙媒体から電子的

な一括処理に変更するための環境整備となる。 

○ また、紙媒体で手続を行う際に各市区町村によって

帳票様式が異なる問題の解消にもつながる。 

 

対処方針 ・ 総務省は、地方公共団体に対して地方税の電子申告

の導入促進を一層、働きかけていくとともに、利用

者への利用促進についても働きかけを行う。＜平成

２３年度以降引き続き措置＞ 
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８ 

 

項目名 地方税等の収納方法に関する規制の緩和 

規制の概要 

 

現行法令では、地方公共団体における歳入の収納方法を

規定しており、現行法上、現金、証紙、口座振替、証券

及び指定代理納付者による代理納付等が認められてい

る。 

＜根拠規定＞地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号） 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 技術革新による収納をめぐる環境の変化に対応で

きるよう、収納方法を限定列挙する制度を見直し、

地方公共団体が取り扱える収納方法の条件を明示

する等により、一定の範囲で地方公共団体が自主的

な判断で収納方法を採用できるようにする。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（総務省） 

・ RFID の技術を利用した収納方法について、どのよう

なものを想定されているか不明であるが当該地方公

共団体の歳入の方法として認められるかどうかにつ

いては、個別のスキームごとに判断されるものであ

ることに留意されたい。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 現行制度の下においても、地方公共団体から指定を

受けた銀行、コンビニエンスストア等の指定代理納

付者等が RFID の技術を用いた電子マネーにより地

方税等の納付を受けることは可能。 

○ 地方税等の収納方法をどのようなものにするかにつ

いては、住民のニーズを踏まえ、地方公共団体にお

いて、検討されるべき事項と考える。 

対処方針 － 
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９ 

 

項目名 納税告知書等の電子的方法による通知 

規制の概要 

 

国税における納税告知書、地方税における納税通知書、

督促状等の処分性を有する文書（以下「納税告知書等」

という）については、行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律第４条により、行政機関が保有す

るシステムの中に設けた利用者個々のディスクエリア

に通知データを記録しただけでは通知が到達したこと

とならず、利用者が利用者個々のディスクエリアから通

知データをダウンロードしなければ通知が到達したこ

ととならないとの理由から、電子的方法による通知がな

じまないとされている。 

＜根拠規定＞行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する法律（以下「行政手続オンライン化法」）

第４条 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 国税の納税告知書等については、ＩＣＴ利活用なら

びに納税者の利便性の観点から、納税者や企業が希

望すれば、その責任において電子的方法で受け取る

ことを可能とする。 

 地方税の納税通知書については、納税者の利便性向

上ため、電子的方法による交付の具体的な実施方法

を早急に検討すべきである。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（総務省） 

・ 民法 97 条において、隔地者に対する意思表示が有効

となるのは通知が相手方に到達した時と規定されて

おり、行政手続オンライン化法第 4 条第 3 項は、こ

の民法の一般原則に基づき、オンライン手続におい

ては「処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルへの記録がされた時」を「到

達」とすることを定めたもの。判例・通説によれば、

「到達」とは意思表示が相手方の支配領域に入った

こと、すなわち相手方が意思表示の内容を知りうる
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状態におかれることを意味しており、したがって、

オンライン手続においては、単にウェブサイト等に

情報を掲載する程度では不十分であり、相手方のコ

ンピューター等にファイルの記録がされることが必

要。 

・ このように、民法の到達主義に基づき、オンライン

手続においては、相手方のコンピューター等にファ

イルの記録がされたときと通知の到達時期としてい

る。 

・ 具体的にどのようにして、「処分通知等を受ける者の

コンピューターにファイルの記録がされる状態」が

作り出されるかについては、各個別システムごとに

異なり、またＩＣＴ技術が著しく変化するなかで、

新たな解釈を統一的に示すことは困難である。重要

であるのは、処分通知等を受ける者のコンピュータ

ーに確実にファイルの記録がなされ、意思表示が到

達することであり、各個別システムの特質やＩＣＴ

技術の進展等により、この状態を作り出せるのであ

れば、「ファイルに記録された状態」を従前からの「利

用者が利用者個々のディスクエリアから通知データ

をダウンロード」等する行為と解釈することに限定

するものではない。 

 

（再質問回答） 

・ 行政手続オンライン化法は、法令に基づく行政手続

等について、書面等によることに加え、オンライン

等により行えるようにするために必要な各手続に共

通する事項を定めているものであり、個別手続毎の

事情については、手続所管府省における個別作用法

令又は主務省令等で対応可能と考えている。 

・ 同法を所管する総務省としては、「処分通知等を受け

る者の使用にかかるコンピューターに備えられたフ

ァイルへの記録がされた時」を処分通知を受ける者

のダウンロード等の行為を経ずとも作り出すこと

が、行政手続等をオンライン等により行えるように

するために必要な各手続に共通する事項として、同

法の新たな解釈等が見込まれた際（多くのオンライ

ン申請等に関して手続所管府省より同法の解釈にか

かる同様の具体的な相談があった場合等）には、速

やかに具体的な検討に着手する必要があると考えて
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いる。 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 行政処分の通知について、「到達」の時期を明確にす

ることは、国民の権利の保護の点からも重要である。

○ 行政手続オンライン化法第 4 条第 3 項では、民法の

一般原則に基づき、国のオンライン手続においては

「処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルへの記録がされた時」を通知の

「到達」の時期としている。 

○ 今回、所管府省からは、「各個別システムの特質やＩ

ＣＴ技術の進展等により、この状態を作り出せるの

であれば、「ファイルに記録された状態」を従前から

の「利用者が利用者個々のディスクエリアから通知

データをダウンロード」等する行為と解釈すること

に限定するものではない」との見解が示されている。

○ また、民間－民間の書面の交付ではあるが、交付相

手の合意の下、書面の交付に代えて電子的な手段に

より提供することができることとされ、提供の方法

としてダウンロードに加えて電子メールによる送

信、電気通信回線を通じた閲覧等が法令上規定され

ている事例もある。 

○ 行政手続オンライン化法第 4 条第 3 項について行政

処分は利用者が通知データをダウンロードしなけれ

ば到達しないという従前からの解釈では、個別作用

法や主務省令を所掌する手続所管府省において行政

処分については電子的方法による通知は実質的には

なじまないと認識され、情報通信技術の進展に対応

したオンライン手続の利用拡大の観点から望ましく

ないため、具体的にどのような方法があるかを明示

することが必要である。 

○ 一方、納税告知書等の電子的方法の通知という提案

については、利用者側のニーズや見込まれる効果に

加えて、通知を紙と電子の両方で行うためのシステ

ムの構築、事務手続の増加等の行政側のコストをも

見極めて検討する必要がある。 

 

対処方針 ・ 総務省は、行政手続オンライン化法第 4条第 3項 に

基づく行政処分の電子的な方法による通知につい

て、具体的にどのような方法が可能であるかを示す

ガイドライン等を作成し、公表する。＜平成 23 年度

中措置＞ 
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・ 納税告知書等の送付に関する手続を所管する財務

省、総務省は、上記ガイドライン等を踏まえ、納税

告知書等の電子的な方法による通知の実施につい

て、費用対効果の面も含めて検討する。＜平成 23

年度以降検討開始＞ 

 

 

69



 

１０ 

 

項目名 航空機登録申請の添付書類を削減した上での電子化 

規制の概要 

 

2010年 3月 29日をもってオンライン申請が終了した航

空機登録申請は、添付書類を別途郵送する等の手間が発

生していたため、実際の利用に結び付いていなかった。

＜根拠規定＞航空機登録令第 12 条～15 条等、航空機登録規

則 14 条等 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 航空機を複数台所有する企業においては、月に数回

程度申請の必要があり、添付書類が削減されれば、

電子申請をしたいというニーズがある。航空機登録

に関する申請は、申請に必要な書類を削減した上

で、全てオンラインで出来るようにする。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（国土交通省） 

・ オンライン申請については、平成 20 年に国土交通省

として申請自体が少ない手続き、オンライン申請実

績が低調な手続きを費用対効果等の観点から見直し

を行い、平成 21 年度末に航空機登録に係る申請を含

め約 2,000 件のオンラインによる手続きを停止した

ところ。 

・ 航空機登録制度は航空機に係る所有権、抵当権を公

示する制度という性質を有しており、申請内容の証

明となる添付書類が必要であること、また、当該書

類については電子化が難しいことから、改めてオン

ライン申請とすることはできない。 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 航空機登録制度のオンライン化は、手続きの電子化

比率のみを評価指標としたため、既存の書面による

手続きの見直しが不十分なままオンライン化が進め

られたという点、さらに、利用率の低迷が問題とさ

れてからは、その要因が電子手続きの需要がないの

か、不便だから使われないのかがはっきりしないま

ま廃止されたという点において、典型的なオンライ

ン化の失敗例の一つと言える。 
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○ 現在 IT 戦略本部電子行政に関するタスクフォース

で検討中の「新たなオンライン利用計画について（中

間整理）」においては、今後の取り組みの方向性とし

て、「利用率の向上だけでなく、利用者の利便性の向

上や行政運営の効率化に取り組む（利用者満足度、

費用対効果の向上）」とされており、航空機登録申請

のオンライン化再開検討にあたってもこの考え方を

準用し、検討すべき。 

○ 平成 20 年、21 年の登録申請件数自体が書面・オン

ラインあわせて各数百件にとどまっていることから

費用対効果についても十分に留意すべきであり、現

時点で本手続きについてオンライン化を進めるべき

と判断する状況にはないと考えられる。 

○ 今後の具体的な取組みとしては、まず添付書類の削

減等登録申請手続き自体の簡素化を検討・実施し、

その上でオンライン化の是非を検討するべきであ

る。 

対処方針 ・ 国土交通省は、航空機登録申請手続きの簡素化を検

討し、その検討結果を踏まえ、オンライン化の是非

を検討する。＜平成 23 年度中に検討開始＞ 
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１１ 

 

項目名 航空機用火工品輸入手続きの電子化及び簡素化 

規制の概要 

 

航空機用火工品を輸入する際に、火薬類取締法第 24 条

に規定する都道府県知事の輸入の許可及び輸入後の届

出が必要とされているが、オンラインで申請できないた

め、申請者に負担が生じている。 

＜根拠規定＞火薬類取締法第 24 条第 1項 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 インターネットを利用して簡単に申請できるよう

にする等により申請者の負担を軽減するべきであ

る。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（経済産業省） 

・ 輸入許可については、その事務が自治事務として都

道府県知事によって行われているため、これらの事

務が電子申請にて対応が可能かどうかは各都道府県

の事情による。 

権限を有する千葉県に検討を求めたところ、千葉

県の見解は以下のとおりであり、現状では、電子化

は困難である。 

１．千葉県では、平成１８年に「ちば電子申請・

届出サービス」の運用を開始し、行政手続き

の電子化に取り組んでいる。この取り扱いの

中で、代表者等の押印が必要な文書に関して

は、電子署名を付して電子申請をするように

なっているが、署名の認証等システム上の準

備が繁雑ということもあり、平成１８年の運

営開始以来電子署名を付した電子申請の実

績は０件となっている。また、来年度以降は

システムの変更に伴い電子署名による申請

受付の取扱をしないこととなっており、火薬

類輸入許可申請についても法令上押印が必

要となっていることから、現時点では火薬類

輸入許可申請手続きの電子申請には対応す

ることができない。 

２．申請書には火薬類取締法施行規則第４６条の

規定により、輸入する火薬類の成分及び配合

比もしくは構造及び組成を記載した資料等

を添付することとなるが、不備・不明なもの
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が多く見受けられる。そのため、火薬類取締

法第２４条第２項に規定する公共の安全の

維持に支障を及ぼすおそれが無いことを確

認するには、書面に加えて申請者（又はその

代理者）から直に聞き取りし、内容を確認の

上受理するのが妥当と考えている。 

特に、初めて許可申請をする者や火薬類に

関する法令の知識が十分でない者、また過去

に輸入実績がない品目を輸入しようとする

場合にあっては、直接内容の確認が必要と考

える。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（経済産業省） 

・ 電子化を実施したとしても、代表者等の押印が必要

な文書であることから、電子署名を付して電子申請

をすることが必要であり、繁雑な手続きのために、

利用者が少ないことが想定される。 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 本手続きは、都道府県知事が許可や届出の受理を行

うものであり、各自治体に権限がある手続きである。

手続きの電子化等申請等の方法についても、各自治

体が判断すべきものである。 

○ オンライン申請は、国民や企業による利用頻度が高

い申請（100 万件以上のもの及び 100 万件未満であ

っても主として企業等が反復的又は継続的に利用す

る手続等）に限る等、国のオンライン申請において

も重点化を図っている。 

○ 自治体においても同様の観点からオンライン化を進

めるべきである。成田空港がある千葉県においては、

平成１８年の電子申請システムの運用開始以降、電

子署名の準備の煩雑さ等から、申請の実績がない。

また、輸入する火薬類の成分等について、内容の確

認を直接行うことが必要な場合もある。 

○ このため、現時点で本手続きについてオンライン化

を進めるべきと判断する状況にはないと考えられ

る。 

対処方針 ― 
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１２ 

 

項目名 特定原産地証明書の電子発給による貿易の円滑化 

規制の概要 

 

EPA における物品貿易において、わが国から輸出される

産品が相手国税関で EPA 税率（通常の関税率よりも低い

関税率）の適用を受けるためには、輸出産品が EPA に基

づく原産資格を満たしていることを証明する原産地証

明書を輸入国での通関時に税関に提出する必要がある。

原産地証明書の発給申請は電子化されているものの、証

明書自体は紙で発給されている。 

＜根拠規定＞日本と各国が締結している経済連携協定（EPA）

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発

給等に関する法律、法律施行令、法律施行規則

等 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 EPA にかかる物品貿易の円滑化を図るため、当該原

産地証明書を電子発給できるようにする。 

 輸入国に対する当該証明情報の電子的提供（相手国

が必要に応じて原産地証明情報を閲覧できる環境

の構築）を整えることにより、スムーズな通関手続

きが可能となる。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（経済産業省） 

・ 特定原産地証明書の電子発給については、「新成長戦

略実現に向けた３段構えの経済対策」（平成２２年９

月１０日閣議決定）の中の「日本を元気にする規制

改革１００」にて、「特定原産地証明の電子発給の容

認を含めた利便性の向上」として盛り込まれた。こ

れを受けて協定等の改正を伴わない対応策として、

輸入国に対する原産地証明情報の電子的提供（相手

国が必要に応じて原産地証明情報を閲覧できる環境

の構築）を行うこととし、「円高・デフレ対応のため

の緊急総合経済対策」（平成２２年１０月８日閣議決

定）にて、「・・・原産地証明書情報の電子的な提供

を可能とし、EPA の円滑な実施や利用を促す。」との

方針が盛り込まれた（平成 22 年度補正予算に当該事

業が計上された）。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 
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【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（経済産業省） 

・ 特定原産地証明書の電子発給については、経済連携

協定（条約）やその運用規定等の改正が必要であり、

相手国における運用の可否を踏まえて国際交渉を行

なう必要がある。 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 輸入国に対する特定原産地証明情報の電子的提供

（相手国が必要に応じて当該証明情報を閲覧できる

環境の構築）については、EPA にかかる物品貿易の

円滑化を図る観点から、可能な限り早期の実施が望

ましい。 

対処方針 ・ 経済産業省は、輸入国に対する特定原産地証明情報

の電子的提供が可能となるシステムを整備する。＜

平成２３年度中に措置＞ 

・ 経済産業省は、特定原産地証明書の電子発給に係る

経済連携協定やその運用規定等の改正については、

相手国における運用の可否を踏まえて、早期に国際

交渉を実施する。 
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１３ 

 

項目名 輸出入・港湾関連手続きシステム（次世代シングルウィ

ンドウ）の利便性向上及び利用促進 

規制の概要 

 

輸出入・港湾関連手続きの一元化、簡素化を目的に平成

２０年１０月１２日に稼働した輸出入・港湾関連手続き

システム（次世代シングルウィンドウ）において、港湾・

通関・検疫毎に異なる書式が存在し、また、国際システ

ムとの互換性がないため、利用が促進されていない。 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 システムの利便性を向上させ、利用促進を図るた

め、書式を統一化するとともに、国際システムとの

互換性を確保する。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（財務省及び関係省庁） 

・ 申請書類の統一化については、平成 17 年国際海上交

通簡易化条約の締結に併せて法律を改正し、入出港

届、乗組員名簿等について様式の統一化、項目の簡

素化を行い、平成 20 年に新たなシングルウィンドウ

（府省共通ポータル）を稼働させた。また、民間利

用者の要望に基づき、業務の改善を随時実施中。 

・ 国際システムとの互換性については、マレーシアか

らの原産地証明書情報の電子的送受信を行うための

国際連携システムを構築し、国際連携に向けた取組

を進めている（実証実験実施中）。今後も引き続き諸

外国のシステムとの連携に関する調査検討を進め

る。マレーシア以外の新たな提携先として、タイ、

インドネシア、フィリピンとの間で協議を開始して

いる。 

・ 平成 22 年 2 月に、次世代シングルウィンドウの基幹

となる輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）

と経済産業省の貿易管理手続きシステム（JETRAS）

が統合。その他の関係省庁のシステム（農林水産省

所管動物検疫及び植物検疫検査関連手続電算処理シ

ステム）については次回システム更改予定の平成 25

年 10 月をめどに統合予定。 

・ 電子申請の利用率は、税関に対する輸出入申告が約

98％、動植物検疫 90%以上、港湾手続き約 40%。港湾

手続きは 5 割を目標に説明会の開催や船舶代理店等
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への個別説明など実施中。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 申請書類の様式の統一化、項目の簡素化については

これまでに措置がなされている。 

○ 国際的なシステム連携についても、これまでにマレ

ーシアとの原産地証明書情報のシステム連携の実証

実験が行われているほか、タイ、インドネシア、フ

ィリピンといったアセアン各国との協議が開始され

ている。 

○ 現時点でも一定程度のオンライン利用が認められ、

今後利便性の向上とともに利用率の向上も見込まれ

るものと考えられる。 

対処方針 ・ 財務省及び関係省庁は、引き続き、輸出入手続きの

一元化、簡素化等を進め、利便性の向上を図る。＜

平成 23 年度以降継続実施＞ 
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１４ 

 

項目名 雇用保険被保険者離職証明書（離職者の電子署名省略）

規制の概要 

 

平成 23 年度に予定されている企業-職業安定所間の「離

職証明書を伴う雇用保険被保険者資格喪失届のオンラ

イン申請」に関し、オンライン化自体は企業と行政の双

方にコスト削減の効果が期待できる（当該事業所の管轄

公共職業安定所に出向き、手続を行っている。）が、離

職者本人が離職証明書（離職票）の内容を十分に確認す

ることを担保する方法として、離職者の電子署名が必要

となった場合には、オンライン利用の向上が図れない可

能性が懸念される。 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

(厚生労働省) 

・ どの様に離職者本人が離職証明書（離職票）の内容

を十分に確認することを担保するかは、企業-職業安

定所間の「離職証明書を伴う雇用保険被保険者資格

喪失届のオンライン申請」の運用開始（オンライン

申請の開始予定時期については、23 年度中になるこ

とが見込まれる。）までに検討し、結論を得る予定で

す。 

・ 電子署名以外の方法を採用するか否かについては、

検討中であるため、お示しできない。 

・ 利用者の利便性と権利確保のために、本人同意を電

子的に得るための新たな法制度等が求められるの

か、もしくは現行の規制を緩和・撤廃すれば解決で

きると認識しているのかについては、検討中である

ため、法制度新設の要否、現行規制の緩和・撤廃に

よる解決の可否について、具体的な認識はお示しで

きない。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 
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当該規制改革事項に対する

基本的考え方 

○ 現在、IT 戦略本部電子行政に関するタスクフォース

で検討中の「新たなオンライン利用計画について（中

間整理）」においては、今後の取り組みの方向性とし

て、「利用率の向上だけでなく、利用者の利便性の向

上や行政運営の効率化に取り組む（利用者満足度、

費用対効果の向上）」とされており、雇用保険被保険

者離職証明書を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の

オンライン化にあたってもこの考え方を準用し、検

討することが必要である。 

○ 電子証明書の普及が十分に進んでいない中で、雇用

保険被保険者資格喪失届のオンライン申請において

離職証明書への離職者本人の電子署名を必要とした

場合、オンライン申請が利用されない懸念がある。

○ 離職者の権利を保護しつつ、オンライン申請の利便

性や費用対効果を向上させるべく、電子署名以外の

方法で離職者本人が離職証明書（離職票）の内容を

十分に確認することを担保する方法について検討す

ることが必要である。 

 

対処方針 ・ 厚生労働省は、離職者の権利を保護しつつ、電子署

名を用いずに離職者本人が離職証明書（離職票）の

内容を確認したことを担保する方法について、雇用

保険被保険者資格喪失届に係る業務フローの見直し

を含めて検討を進める。＜平成２３年度中に予定さ

れているオンライン申請の開始時期までに検討＞ 

 

79



 

１５ 

 

項目名 自動車登録のワンストップサービスの拡充 

規制の概要 

 

現在ワンストップ化されている手続は新規登録及び新

規検査等の手続のみであるが、自動車の買い換えに伴っ

て発生する抹消登録及び移転登録等の手続についても

ワンストップ化するための検討が鋭意進められている

ところである。 

しかし、行政書士法施行規則第 20 条の規定により、

社団法人日本自動車販売協会連合会（いわゆるディーラ

ー）が取り扱える手続の範囲は、新規登録及び新規検査

等の範囲に限定されていることから、今後、抹消登録及

び移転登録等の手続のワンストップ化に伴って当該規

則を改正しないと、多くの国民がワンストップサービス

の利便性を十分に享受出来ないことが懸念される。 

＜根拠規定＞行政書士法施行規則第 20 条 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 抹消登録及び移転登録等の手続についてワンスト

ップ化される際には、併せて行政書士法施行規則第

20 条の改正（対象手続きの拡大）が望まれる。 

 多くの場合、ディーラーを通じた自動車の買い換え

などが行われていることから、国民にとって利便性

の向上が期待できる。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（国土交通省） 

・ 現在「自動車登録のあり方に関する検討会」の場の

他、関係各省庁・関連団体との協議などを通じて、

抹消・移転登録手続等のワンストップサービスの手

続拡大について議論をすすめており、そのあり方、

スケジュールなどの検討が進んだ段階で、必要があ

れば、行政書士法施行規則の改正についても、所管

する総務省をはじめとした関係省庁・関係団体を含

めて調整をすすめていきたい。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（総務省） 

・ ワンストップサービスの手続拡大について、そのあ

り方、スケジュールなどの検討が進んだ段階で、国

土交通省をはじめとしたワンストップサービスを所

管する関係省庁・関係団体を含めて調整を進め、行
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政書士法に定められる定型的かつ容易に行える手

続、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者

という要件を踏まえ、その必要性について検討を行

ってまいりたい。 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 多くの国民がワンストップサービスの利便性を十分

に享受できるよう、抹消登録及び移転登録等の手続

についてワンストップ化される際には、併せて行政

書士法施行規則第 20 条を改正し、行政書士または行

政書士法人でないディーラーによる取り扱いが可能

となるようにするべき。 

対処方針 ・ 国土交通省をはじめとする関係各省庁・関連団体は、

自動車登録のワンストップサービスの抹消・移転登

録手続等への拡大に引き続き取り組む。＜平成 24

年度までに検討、措置＞ 

・ 総務省は、ワンストップサービスの手続拡大の検討

に合わせて行政書士法施行規則第 20 条の改正（ディ

ーラーが取り扱える手続きの拡大）について検討す

る。＜平成 24 年度までに検討、結論＞ 
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１６ 

 

規制改革事項 公的個人認証サービスにおける署名検証者の民間事業

者への拡大及び認証機能の付加 

規制の概要 

 

署名検証者は、行政機関等、裁判所、行政手続の代理者、

民間の認定事業者等に限定されている。また、電子証明

書は、署名用途のみに利用されている。 

＜根拠規定＞公的個人認証法第 17 条第１項及び第５項等 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 公的個人認証の利活用を促進するため、署名検証者

を一般の民間事業者（ネット銀行やeコマース業者）

に拡大する。 

 公的個人認証サービスは、文書の真正性を確認する

署名用途に利用されているが、サービスのセキュリ

ティ向上につなげるため、認証用途にも使えるよう

にする。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（総務省） 

・ 公的個人認証サービスの署名検証者を一般の民間事

業 （ネット銀行や e コマース業者）に拡大するこ

と、認証用途にも使えるようにすることについては、

現在対応方法を検討中であり、今年度においてはそ

れぞれが実現された場合の民間事業者の具体的な利

用ニーズを把握するべく所要の調査を行っている。

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（総務省） 

・ 本年度実施している「国民本位の電子行政の実現に

向けた電子証明書の活用ニーズに関する調査研究」

においては、  

①新たに一般の民間事業者に現行の公的個人認証

サービスの利用を認めた場合の民間事業者の具

体的ニーズ 

 ②公的個人認証サービスに新たに認証用途を付加

する場合における民間事業者の具体的な利用ニー

ズ 

についてヒアリング等の手法で調査研究を実施して

おり、同調査の結果を踏まえ、セキュリティ対策等

の課題を勘案した上で検討する。 

・ 検討の結果、実施する場合には、実証実験及び法改

正等が必要である。 

・ 先般公表された、社会保障・税に関わる番号制度に

ついての基本方針（平成 23 年 1 月 31 日政府・与党
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社会保障改革検討本部決定）においては、利用者の

本人確認の仕組みを構築するために公的個人認証サ

ービスの改良を行うこととされている。 

・ 同制度に関する法案については、平成 23 年秋以降可

能な限り早期に提出され、平成 26 年度には税務分野

等のうち可能な範囲で利用が開始される予定である

ことから、このことも踏まえ、公的個人認証サービ

スに関する法改正等の時期を検討する。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該規制改革事項に対する

基本的考え方 

○ 公的個人認証サービスについて、署名検証者を一般

の民間事業者に拡大すること、認証用途を付加する

ことは、公的個人認証の利活用の促進、オンライン

上での安全性の高い本人確認の実現の観点から有効

と考えられる。 

○ 社会保障・税に関わる番号制度と国民ＩＤ制度に関

する共同の検討の場として情報連携基盤技術ＷＧ

（平成 23 年 2 月 4 日～）が開催されており、このＷ

Ｇにおける本人確認に関する検討事項と整合性を取

りながら、推進していく必要がある。 

対処方針 ・ 総務省は、公的個人認証サービスにおける署名検証

者の民間事業者への拡大及び認証機能の付加につい

て、社会保障・税に関わる番号制度及び国民ＩＤ制

度との整合性を図りつつ、制度改正等に取り組む。
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１７ 

 

項目名 電子署名法における利用者の真偽の確認方法の緩和 

規制の概要 

 

特定認証業務を行う認定認証事業者の認定に当たって

は、その事業者が発行する電子証明書に対する一定の信

頼性を示すため、利用者の真偽の確認方法として住民票

の写し、戸籍の謄本又は抄本等により確認を行うことが

求められている。 

＜根拠規定＞電子署名及び認証業務に関する法律施行規則

第５条 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 民間では、対外的な申請や入札、契約等で利用する

組織長印の電子版として、認定認証事業者が発行す

る電子証明書を活用している例がある。認定認証事

業者が発行する電子証明書の利用申込には、利用者

の真偽の確認のために、組織長個人の、公的機関が

発行する個人情報を証明する書類が必須となって

いる。法人としての利用に関わらず、公的機関が発

行する個人情報を証明する書類の提出が必須であ

ることが、法人での利用促進を阻んでいる。 

 このため、法人利用に係る電子証明書の利用申込に

おける利用者の真偽の確認は、住民票の写し等の公

的機関が発行する個人情報を証明する書類に依ら

ず、登記事項証明書等にて証明される法人代表者

が、利用者を文書で証明するなどの方法でも可能と

するべき。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（総務省、法務省、経済産業省） 

・ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則（平成

１３年総務省・法務省・経済産業省令第２号）（以下

「規則」といいます。）第５条において規定している

利用者の真偽の確認の方法は、認定認証事業者が発

行する電子証明書に対する一定の信頼性を利用者に

示すための根拠となるものであり、認定認証事業者

が規則第５条の確認方法を実施していることで、認

定認証事業者が発行する電子証明書が利用者に信頼

されること、併せて、利用者が行う電子署名がされ

た電子文書等を確認する商取引等の相手方から信頼

されるための重要な要素となっている。 

・ 提案されている「法人内での利用」の用途が不明だ
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が、どのような利用の用途においても、認定認証事

業者における利用者の真偽の確認は必須となるの

で、規則第５条に規定する方法以外の新たな方法に

よる確認を行う場合には、その確認方法が規則第５

条の規定する確認方法と同等以上の信頼を有すると

客観的に判断できるものである必要がある。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（総務省、法務省、経済産業省） 

・ 法人代表者による証明文書について、規則第５条に

定める利用者の真偽の確認の方法（例として、住民

票の写しと申込書に押印した印鑑の印鑑登録証明書

の組合せなど）と同等程度以上の信頼性（利用申込

者の本人性と実在性）を有することを認定認証事業

者が客観的に確認することができる場合であれば、

当該文書を規則第５条に規定する方法以外の新たな

方法として、認めることができる可能性はあると思

われる。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 電子証明書の信頼性を確保するため、認定認証事業

者が利用申込者の本人性と実在性を客観的に確認す

ることは必要である。 

○ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第５条

は、法人が電子証明書を利用する場合において当該

法人に属する個人の情報に基づき利用申込者の真偽

の確認を行うこととしているが、法人自体の本人性

と実在性を客観的に確認する方法の導入の検討を含

めて、法人による電子証明書の利用を促進するため

の検討が求められる。 

対処方針 ・ 総務省、法務省及び経済産業省は、法人が電子証明

書を利用する場合の利用申込者の真偽の確認方法に

ついて要望を把握し、新たな方法を認めることが可

能かを検討する。〈平成 23 年度中に検討、結論〉 
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１８ 

 

項目名 住民税特別徴収関連手続き全般の電子化及び窓口の一

本化 

規制の概要 

 

給与支払報告書の提出、特別徴収税額の通知、各種異動

手続き等、特別徴収義務者（企業）が行う住民税特別徴

収の手続きにおいて、各市区町村によって帳票書式の相

違、電子データ授受への対応等が異なっているため、給

与所得者（従業員）の居住地が複数の自治体にわたる大

企業では、電子的に一括処理ができず、結果的に紙媒体

で処理せざるをえない状況にある。 

＜関連規定＞地方税法第 43 条、第 317 条の 6、第 321 条の 4・

5 

地方税法施行規則第 2条、第 10 条 

総務省関係法令に係る行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する法律施行規則 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 業務処理の大幅な効率化及び誤徴収の防止を図る

ため、給与支払い報告書の提出、特別徴収税額の通

知、各種異動手続きなど、住民税特別徴収に係る手

続については、全国の市区町村共通の電子手続シス

テムを構築するなど、電子化・オンライン化及び窓

口の一元化を行い、全国共通の電子手続を可能とす

る。 

 また、今後の地方分権の流れを見据え、全国の自治

体で共通の手続きについては、eLTAX をベースとし

つつ、自治体全体で共通のプラットフォームを形成

していく。さらに、給与取得者（従業員）本人が各

自専用ＨＰへアクセスし、特別徴収税額や各種異動

手続きの状況をオンラインで参照できるような仕

組みを構築する。ご指摘の給与支払報告書等の電子

的提出については、行政手続等の情報通信の技術の

利用に関する法律に基づき、法制上の手当がなされ

ており、電子化を阻害するような規制はないものと

考える。 

担

当 

府

省

か

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（総務省） 

・ 当該手続は、全都道府県・全市区町村で構成する社

団法人地方税電子化協議会が運営するエルタックス

（地方税共同電子申告システム・ネットワーク）を

利用することで、電子的に行うことが可能。 
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ら

の

回

答 

・ 現在、全 47 都道府県及び全 1750 市区町村がエルタ

ックスに接続しており、給与支払報告書の電子的提

出については、全地方公共団体（全都道府県・全市

区町村）のうち 1036 団体がサービスを提供（平成

23 年１月現在）しているが、こうした電子化への対

応は、各地方団体の判断に委ねられている。 

・ 総務省としては、納税者の利便性向上の観点から、

電子申告等の普及拡大について働きかけを行ってい

るところであり、今後、電子申告等を実施する団体

は増加していくものと考えている。 

・ ご指摘の給与支払報告書等の電子的提出について

は、行政手続等の情報通信の技術の利用に関する法

律に基づき、法制上の手当がなされており、電子化

を阻害するような規制はないものと考える。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 地方税の申告手続きについて法制上の手当は既にさ

れており、電子化への対応は各地方公共団体の判断

に委ねられているが、地方公共団体による対応のば

らつきは、企業における住民税特別徴収に係る手続

きの電子化を実質的に阻害する要因となっている。

○ 地方公共団体において eLTAX の導入が進み、地方税

の電子申告等の対応がなされることは、企業におけ

る住民税特別徴収に係る手続を紙媒体から電子的な

一括処理に変更するための環境整備となる。 

○ また、紙媒体で手続を行う際に各市区町村によって

帳票様式が異なる問題の解消にもつながる。 

対処方針 ・ 総務省は、地方公共団体に対して地方税の電子申告

等の導入促進を一層、働きかけていくとともに、利

用者への利用促進についても働きかけを行う。＜平

成２３年度以降引き続き措置＞ 
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１９ 

 

項目名 廃棄物処理法上の行政手続きの電子化 

規制の概要 

 

産業廃棄物処理業ならびに産業廃棄物処理施設の許可

申請にあたっては、当該業を行おうとする区域ならびに

当該施設を有する区域を所管する都道府県知事、政令で

定める市の長の許可を個々に取得する必要があり、膨大

な事務処理が必要とされている。産業廃棄物処理業なら

びに産業廃棄物処理施設の許可申請にあたっては、当該

業を行おうとする区域ならびに当該施設を有する区域

を所管する都道府県知事、政令で定める市の長の許可を

個々に取得する必要があり、膨大な事務処理が必要とさ

れている。 

＜根拠規定＞廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45

年法律第 137 号）第 14 条及び第 15 条 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 廃棄物処理法の許可手続に係る全国的な情報シス

テムを構築し、民間事業者がインターネットの活用

により、複数の地方公共団体に対して申請手続を一

括して行うことができるようになれば（ワンストッ

プサービスの実現）、民間事業者にとって使い勝手

がよくなり、事務負担の大きな軽減につながる。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（環境省） 

・ 許可申請手続の電子化については、廃棄物処理法上

の許可情報等の地方公共団体間の共有や許可申請手

続の電子化等について、平成 18 年度から、排出事業

者、廃棄物処理事業者や地方公共団体の意見を踏ま

え検討を行った結果、許可申請手続の簡素化の手段

として、電子化は将来的な許可申請の在り方の一つ

としては考えられるが、まずは許可申請書類の簡素

化や様式の統一化（廃棄物処理法上、許可申請には

許可申請書及び添付書類が必要であり、申請書につ

いては、ほとんどの自治体において環境省令で定め

る様式が使用されているが、一方で、添付書類につ

いては、自治体によって、法定の書類に加えて別の
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書類を求めている場合があるなど、統一化が進んで

いない状況にある。）を図ることが優先であるとの結

論が得られた。 

・ これを受け、現在示している許可申請書の標準書式

の使用の徹底について、環廃産発第 080331001 号通

知（「規制改革推進のための３か年計画（改定）」（平

成 20 年３月 25 日閣議決定）において平成 19 年度に

講ずることとされた措置（廃棄物処理法の適用関係）

について）を平成 20 年 3 月 31 日付けで発出すると

ともに、各種会議等を通じ、適宜都道府県等へ周知

を図っているところ。 

・ 平成 22 年１月 25 日に中央環境審議会よりなされた

「廃棄物処理制度の見直しの方向性（意見具申）」に

おいても、「申請時に一律に求めるべき書類と、申請

内容に応じ審査時に個別に求めるべき書類、許可審

査には不要な書類とを区別し、申請書添付書類とし

て全申請者に求めるものについて必要最低限とした

上で統一するべきである。ついては、許可審査に必

要な書類は何か改めて検討し、必要と認められるも

のについては法令に規定すべきである。」との指摘を

受け、検討を行ったが、都道府県等が条例、要綱等

による独自の申請書式が多岐にわたっていること、

その考え方が多種多様であるために、国において統

一的に申請書式を定める際には都道府県等の理解を

得ることが不可欠であることから引続き検討を行う

こととしている。 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 廃棄物処理法に基づく許可申請手続の電子化や全国

ワンストップ化の前提として、地方公共団体により

相違がある許可申請様式や添付書類の統一化が必要

である。 

○ 申請手続に係る許可申請様式や添付書類について

は、廃棄物処理法施行規則において定めているもの

の、一部の地方公共団体においては環境省令で定め

る様式が使用されておらず、また、地方公共団体に

よってはそれぞれの条例により別途添付書類を要求

している。 

対処方針 ・ 環境省は、中央環境審議会の意見具申を踏まえて地

方公共団体と意見交換を行い、廃棄物処理法に基づ

く許可申請手続に係る許可申請様式や添付書類の統

一化について検討する。＜平成 23 年度中に検討、結
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論＞ 
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２０ 

 

項目名 自治体情報システムの統合・集約化 

規制の概要 

 

現在は、全国の地方自治体がそれぞれ情報システムを構

築しており、自治体における行政コストが増大するとと

もに、業務の標準化が困難になる等の問題が生じてい

る。 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 地方自治体における業務コストの圧縮と行政サー

ビスの質の向上、実施的な業務の標準化の進展を図

るため、自治体クラウドによる情報システムの統

合・集約化を推進する。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

(総務省) 

・ 自治体クラウドについては、総務省において平成 21

年度から実証実験を行っているところである。また、

総務省は、自治体クラウド推進本部を設置（平成 22

年 7 月 30 日）し、有識者懇談会において今後の自治

体クラウドの全国展開に向けた具体的な検討を進め

ているところである。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（総務省） 

・ 有識者懇談会における検討を継続（これまで３回会

合を開催）。今年度中に有識者懇談会での議論を踏ま

えて方向性を提示し、自治体クラウドの全国展開に

向けた具体的施策の検討を進める予定。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 自治体クラウドの全国展開により、地方自治体シス

テムの統合・集約化を推進していく必要がある。 

 

対処方針 ・ 総務省は、有識者懇談会での議論を踏まえて自治体

クラウドの全国展開に向けた方向性を提示し、具体

的施策の検討を推進する。＜平成 23 年度以降取り組

み＞ 
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２１ 

 

項目名 自動車の保管場所証明申請書の統一及び記載方法の見

直し 

規制の概要 

 

自動車の保管場所の確保等に関する法律において、道路

運送車両法に基づく自動車の登録等を行う際、警察署長

が交付する自動車の保管場所証明書を提出することと

されており、同法施行規則において、当該証明書の交付

を受けるには、自動車の保有者が警察署長に申請書を提

出することとされている。 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 自動車の保管場所証明申請書の書式が都道府県に

より異なるため、申請者の事務処理上負担となって

いる。 

 住居表示に関する法律に基づき、住居表示が実施さ

れている地域において、建物を除却して更地にした

場合、住居表示の番号は建物その他の工作物に付さ

れるものであるため、当該土地の住所は住居表示で

はなく不動産登記法に基づく地番によって表示さ

れ、当該更地について自動車保管場所証明申請を行

う場合、住所は地番による住所を記載することとな

るが、警察署によって、以前の住居表示に基づく住

所の記載を要求される場合がある。 

 申請者の事務負担を軽減するため、自動車の保管場

所証明申請書の書式を統一するとともに、住居表示

がない場合には地番による住所を記載するよう、警

察署による運用の徹底を図る。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（警察庁） 

・ 事実誤認 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（警察庁） 

・ 自動車保管場所証明申請書については、平成 21 年

12 月８日付けで都道府県警察に対し文書（「他の都

道府県警察が作成・配付した申請書を用いた自動車

保管場所証明申請の受理の徹底について」）を発出し

たところであり、他の都道府県警察が作成・配付し

た申請書を用いても申請をすることが可能。 

・ 自動車保管場所証明申請書の「自動車の使用の本拠

の位置」及び「自動車の保管場所の位置」の欄につ

いては、御指摘の内容や事情が必ずしも明らかでは

ないが、住居表示によるべき場所であれば住居表示
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により、地番によるべき場所であれば地番により、

位置を記載していただくこととなる。 

・ 御指摘も踏まえつつ、今後とも引き続き、申請に対

する適切な取扱いがなされるよう、都道府県警察を

指導する。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 自動車保管場所証明申請に係る本件要望に関して、

情報通信技術の利活用を阻む法令上の障害は存在し

ない。 

○ 申請書の書式に関しては、他の都道府県警察が作

成・配布した申請書を用いた申請であっても当該申

請を受理するよう、警察庁から各都道府県警察に通

知が発出され、運用上の取り扱いも明確にされてい

る。また、保管場所等の位置の記載方法も一意に定

まるものであり、いずれもルールは明確となってい

る。 

○ 仮に要望内容のような状況が生じているとすれば、

現場担当者レベルの運用の問題となるが、通知等の

趣旨に沿った運用が徹底されるよう、運用状況の把

握と指導に努めることが適当である。 

対処方針 ・ 警察庁は、自動車保管場所証明申請に係る運用の状

況の把握を行った上で、今度とも引き続き、通知等

の趣旨に沿った運用が徹底されるよう各都道府県警

察に対する指導を行う。＜平成 23 年度以降措置＞ 
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２２ 

 

項目名 都市開発等に係る各種行政手続きの窓口の一本化 

規制の概要 

 

都市開発やエリアマネジメント活動において、許認可手

続き窓口が複数あることが、調整の長期化の原因の一つ

となっている。 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 手続きを簡素化、短縮化し、都心再生に向けた迅速

な対応を可能とするため、行政機関の情報連携を図

り、行政機関への申請が必要な項目（都市計画上の

制約、広告物規制、食品衛生法、道路法等）を一つ

の行政窓口に申請ができるようにする。 

 都市開発やエリアマネジメント活動において、行政

の許認可が必要な事項(都市計画、警察、消防、食

品衛生、道路等)をワンストップで申請できるよう

に、①申請窓口を一本化する、あるいは②関係行政

機関、民間事業者等の関係者が参加する協議会(市

町村都市再生整備協議会のメンバーの拡充など)を

組織し、そこで審査、確認されたエリアマネジメン

ト活動に関する計画、公的空間の管理運営方針等に

ついては行政手続の簡素化、省略を図るなどの措置

をすべきである。（日本経団連 2010 年度規制改革要

望） 

 公的空間の管理運営やエリアマネジメント活動に

おいて、自治体、警察署、消防署、道路管理者など

複数の行政機関毎に個別の手続、調整が必要とさ

れ、多くの時間とコストがかかっている。このよう

な行政手続の窓口の一本化により、手続の簡素化、

短縮化を行うべきである。「国土交通省成長戦略」

(2010 年５月)では、「まちづくりに係る官民連携組

織(ワンストップ機能)の立ち上げを促進し、まちの

リニューアルを図るための規制緩和と支援を行う」

ことがうたわれている。（日本経団連 2010 年度規制

改革要望） 

担

当 

府

省

か

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 
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ら

の

回

答 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（国土交通省） 

・ 都市開発等に係る各種行政手続の窓口の一本化につ

いては、許認可等を所管している、各種行政機関（国、

地方自治体などの）の連携の推進や手続の簡素化な

どを要望するものですが、関係組織間の連携や関係

許認可手続きのあり方の検討など、ＩＴの利活用の

検討以前の課題が少なくないことから、「新たな情報

通信技術戦略工程表」の全国共通の電子行政サービ

スの実現における、バックオフィス連携などで検討

すべき事項であると思われる。 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 公的空間の管理運営やエリアマネジメント活動にお

いては、多くの許認可が必要になる。具体的には以

下のようなものが挙げられる。 

・道路占用許可（道路管理者） 

・道路使用許可（警察署長） 

・公園占用許可（公園管理者） 

・公開空地一時占用届（総合設計制度の運用自治

体） 

・食品営業許可（保健所） 

・屋内公共空間一時占用届（消防署長） 

○ これらの既存の制度、手続にそのままＩＴをあては

めようとすると高コスト、非効率になることが想定

され、まずは手続の簡素化、窓口の一本化を通じた

利便性の向上について検討すべきであり、現時点で

本手続についてオンライン化を進めるべきと判断す

る状況にはないと考えられる。 

○ 本手続におけるＩＴの利活用については、効率的な

ＩＴ利活用を可能とするための制度・手続の見直し

の検討を行うなど、効率的に実施することが可能か

どうかを事前に確認し、その整理がついた段階で費

用対効果も含めオンライン化の是非を検討すべき。

対処方針 ― 
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２３ 

 

項目名 旅費業務に関する関係法令等改正による旅費業務の簡

素化 

規制の概要 

 

国家公務員の旅行（出張）における旅費の支給業務につ

いては、旅費法令等において、最も経済的な通常の経路

の利用、日当についての複雑な金額調整、旅費を職員に

払うことが規定されていることにより、業務コスト上の

問題点が存在している。 

＜根拠規定＞国家公務員等の旅費に関する法律（旅費法）第

3 条、第 6条、第 10 条、第 13 条、第 18 条、第

35 条 

旅費業務に関する標準マニュアル 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 ＩＴを利活用し、効率的な政府共通システムの構築

を行うため、内部管理業務のＢＰＲを行い、制度を

シンプルにする必要がある。 

 現行の旅費業務において、定額である日当にかかる

複雑な金額調整や外国旅行における宿泊料にかか

る増額調整が頻繁に発生、また、旅費は旅行した職

員に支払う必要があり、航空会社との法人契約等に

よる旅費の一括支払いが困難等の問題が生じてい

る。 

 現行の業務体系について、決裁による事前規制型か

ら現場の判断を優先する事後規制型へ転換する。 

 複雑な事前計算から実費ベースの精算へ転換する。

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（内閣官房、財務省） 

・ 平成 20 年 4 月、関係府省からなる「内部管理業務の

抜本的効率化検討チーム」を設置し、各府省の統一

的な業務改善に向け、内部管理業務の改革基本方針

の検討を行い、同年 5月末にこの方針を「IT を活用

した内部管理業務の抜本的効率化に向けたアクショ

ンプラン」として取りまとめた。 

・ 同年 6 月、各府省の会計事務担当者に民間企業の実

務家も交えた「官民合同実務家タスクフォース(以

下、「タスクフォース」という。)」を設置し、同ア

クションプランに基づき、旅費業務の効率化に向け、

制度運用上の解釈や取扱いを再整理・標準化したガ

96



イドラインに沿った「旅費業務に係る標準マニュア

ル(以下、「標準マニュアル」という。)」を策定（同

年 11 月）。 

・ また、職員の立替払い及びパック商品検索等の負担

軽減のため、チケット手配等のアウトソーシングに

ついて、平成 21 年 7 月、モデル仕様書等を各府省等

申合せとして確認し、各府省は、同仕様書を基に国

内出張での取組みを開始。パック料金等を国から旅

行代理店へ直接支払うことが可能となる。 

・ さらに、「のぞみ号」利用の一般化、北陸地域等への

航空機利用、交通費の実費支給化による日当区分の

簡素化、旅費計算業務等のアウトソーシング範囲の

拡大等を盛り込んだ標準マニュアルの改訂を平成

22 年 8 月に行い、改善を図った。 

・ なお、これまでの検討過程において抽出された課題

について、引き続きタクスフォースの場において検

討を行い、早期に標準マニュアルを再改定すること

としている。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ これまでのタスクフォースにおける検討の過程で提

起された課題（日額旅費の取扱いや日当の考え方に

ついて整理する等）について早期に結論を得るべく

検討を行い、標準マニュアルの改定を行うことが適

当である。 

○ 行政刷新会議においては、「公共サービス改革プログ

ラム」の策定に向け、旅費業務におけるＢＰＲの徹

底、アウトソーシングの拡大等の検討が行われてい

る。 

○ 上記の他、旅費業務に関して、業務改革や業務の効

率化を図ることが必要と考えられる事項について、

前述の課題と併せて標準マニュアル改訂の検討を行

い、旅費業務を一層効率化し、時代の変化に対応す

るためには、法令改正を含めて対応を検討する必要

がある。 

対処方針 ・ 内閣官房は、タスクフォースの場において、旅費業

務の簡素化、旅費の節減に向けた検討を引き続き行

い、標準マニュアルの改定を行う。＜平成 23 年度中
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に検討、措置＞ 

・ 財務省は、公共サービス改革プログラムのうち、標

準マニュアルでは対応できない項目について、法令

改正も含めて対応を検討する。＜平成 23 年度以降検

討＞ 
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２４ 

 

項目名 インターネット官報の無料公開 

規制の概要 

 

国の機関紙である官報の電子版については、内閣府から

官報の編集、印刷及び普及事務を委託されている国立印

刷局がインターネットによる独自事業として、30 日間

分の官報掲載内容の無料配信サービス及びそれ以前の

官報掲載内容に関する有料検索サービスを提供してい

る。 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 法律、政令、条約等の公布をはじめとする官報の掲

載内容について国民に広く知ってもらうため、過去

のものも含め、無料でインターネットからダウンロ

ードできるようにする。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（内閣府） 

・ 電子版の官報については、掲載されている破産者等

の個人情報が、一部サイトにおいて容易に検索でき

ることに対し、破産者や弁護士会から改善を求める

意見があり、公開期間拡大に当たっては、更に多く

の情報の二次・三次利用の可能性が高まることから、

個人情報の取扱いを含め情報提供の方法について整

理する必要がある。（平成 21 年以降、インターネッ

ト上のルールに従い、グーグル等の汎用検索エンジ

ンに対して、掲載されている個人情報が、検索対象

外となるよう設定しているところである。） 

・ また、公開期間拡大に向けては、データの再整備、

公開用配信機器の新規調達等の作業が想定される。

・ これらのことから、上記の整理を行い、公開期間の

拡大範囲を明確にした上で、公開期間拡大に向け具

体的スケジュールを立案することとしたい。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 官報は、「国の広報紙」「国の公告紙」であり、国民

に広く知ってもらうという趣旨からすれば、官報に

記載されている情報は、国民が容易に閲覧できる状
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態にあることが望ましい。 

○ 官報の電子版については、内閣府から官報の編集、

印刷及び普及事務を委託されている国立印刷局が独

自事業として、『インターネット版「官報」』と『官

報情報検索サービス』の 2 種類のサービスを提供し

ている。 

○ 『インターネット版「官報」』については、国立印刷

局が、30 日間分の官報掲載内容をインターネットに

よりＰＤＦファイル形式で無料配信しており、無料

公開期間の拡大を検討する必要がある。 

○ 『官報情報検索サービス』については、国立印刷局

が、昭和 22 年 5 月 3 日から当日発行分までの官報に

ついて、日付単位、キーワードでの記事単位検索が

可能なサービスを有料で実施しており、同サービス

の無料化について検討する必要がある。 

○ なお、上記の検討に当たっては、個人情報の取扱い

を含めた情報提供の方法のほか、財源負担等の問題

についても検討する必要がある。 

対処方針 ・ 内閣府は、『インターネット版「官報」』について、

現在の公開期間である 30 日間を拡大する方向で印

刷局と協議し、検討する。＜平成 23 年度中に検討、

結論＞ 

・ 内閣府は、『官報情報検索サービス』の無料化につい

て、印刷局と協議し、検討する。＜平成 23 年度中に

検討、結論＞ 
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２５ 

 

項目名 自動車関連情報の参照 

（自動車に関する履歴情報の集約システム化） 

規制の概要 

 

国土交通省が保有する自動車登録情報はネットで提供

されているが、関係機関（警察庁、国土交通省、損害保

険会社、自動車ディーラー、独立系整備工場、中古車販

売会社等）が保有する自動車の製造、販売、登録、保守、

保険利用等に係る各種データが一元管理されていない。

＜根拠規定＞道路運送車両法 第二十二条 登録事項等証

明書等  

自動車登録令 第六条 自動車登録ファイル

等 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 関係機関が個別に保有する自動車に関する各種デ

ータをデータベースとして一元管理し、国民が必要

に応じて自動車に関する履歴情報を閲覧出来るよ

うにすることによって、中古車市場における車両価

値の適正評価が行われ、中古車市場が活性化する。

 中古車店や中古車オークションにおいて安心して

車両を購入するために、車両毎に固有の車台番号か

ら、当該車両の事故の有無や修理などの履歴情報を

検索できるようにして欲しい。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（警察庁） 

・ 警察庁が保有する自動車の製造、販売、登録、保守、

保険利用等に係る各種データとして、事故履歴情報

が想定されていると考えられますが、警察庁におい

ては、交通の安全と円滑に資する目的のもと、全国

的な交通事故の発生状況について情報を収集・分析

し、公開しているものの、個々の自動車の車台番号

は収集しておらず、「自動車の事故履歴」というもの

は把握しておりません。 

（総務省消防庁） 

・ 総務省消防庁では、消費者の安全確保の観点から、

自動車等に係る出火防止対策の推進を図ることを目

的に、自動車等に係る火災のうち、「製品の不具合に

より発生したと判断される火災」及び「原因を特定

できない火災」として各消防機関から報告される情

報を取りまとめ、その結果を公表しているほか、消

費者安全法及び消費者安全情報総括官制度に基づ
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き、消費者庁及び国土交通省に対して情報提供をし

ているところである。 

・ なお、当庁の保有する情報が中古車市場の活性化に

資するものとは認識していないが、ご指摘の「自動

車に関する履歴情報の集約システム化」については、

上記の通り、すでに関係省庁と情報共有を図ってい

ることから、改善提案の実施を妨げるものではない

と考える。 

（経済産業省） 

・ 中長期的な課題として民間ベースで入手可能な車両

情報のデータベース化が可能であるか、業界関係団

体等と模索したいと考えているが、上記実現のため

には、民間企業が有する情報開示や業界内の車種コ

ード統一化の可否など様々な課題があり、慎重に見

極める必要があると認識している。 

・ 特に、データベース化のためには多額の構築・維持・

更新コストが必要になり、昨今の厳しい経済状況に

おいて業界団体等がそうした費用を捻出することは

困難であり、かかる経済環境下で本件に着手するこ

とは適当でないと認識している。 

（国土交通省） 

・ 国土交通省の管理する自動車の検査登録情報は、個

人を識別する情報であり、個人情報保護に留意しな

がら電子的情報提供制度により、リコール、国・地

方自治体の公益性のある事務・事業の場合及び本人

の同意がある場合に限り、利用者に提供していると

ころである。 

・ したがって、民間を含む関係機関が保有する情報と

一体化し、一元管理することは、個人情報保護の観

点から問題が多く、困難である。 

【対応可能性のある場

合】 

見直し予定及びその内容 

 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（国土交通省） 

・ 国土交通省が保有している情報については、上述の

通り既に情報提供のしくみが存在している。 

当該項目に対する基本的考え

方 

○ 自動車関連情報は、警察庁において事故情報を、国

土交交通省において自動車の検査登録情報を管理し

ている。 
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○ 中古車の取引の適正な評価・購入を行い、安全性を

確保するには、これらの情報を一括管理し、自動車

の利用サイクルの中で「どの車両が」「いつ」「誰が

所有・使用し」「どのような事故を」起こしたのかと

いった証明が求められる。 

○ 現在、国土交通省において、自動車検査登録情報を

提供するサービスを開始していることから、自動車

の所有者・使用者の履歴についてもオンライン上で

検索するとともに、本情報と併せて車台番号による

自動車の事故履歴の検索を可能とすることが重要で

ある。 

○ そのためには、警察官による事故処理時において、

車台番号の収集が必要である。 

○ また、自動車安全運転センターにおいて交通事故証

明書を発行していることから、例えば、これらの項

目の中に車台番号を追加し、車両情報と事故情報を

合わせて確認できるような仕組みを構築するための

検討を要望する。 

○ 中古車の適正な評価、取引の円滑化のために、上記

の行政が収集・保有している自動車の事故情報及び

検査登録情報に加えて、修理履歴等の民間が保有す

る情報との一体化が必要であると考えられるが、民

間企業が有する情報の開示・共有化等の様々な課題

があることから、関係者において引き続き検討され

ることが望まれる。 

対処方針 ・ 個人情報の保護に留意しながら、警察庁が保有する

事故情報（発生日時・事故類型等）と、国土交通省

が保有する初年度からの自動車登録情報（登録番

号・車台番号・所有者と使用者の履歴等）、リコール

情報に関して、一元管理・公開の可能性について、

警察庁と国土交通省の両省が協議のうえ、連携して

検討を行う。 ＜平成 23 年度中に検討、結論＞ 
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２６ 

 

項目名 住基情報の利活用範囲の拡大 

規制の概要 

 

現行の住民基本台帳法では、本人確認情報の提供先及び

用途は、住民基本台帳法別表第１に掲げる国の機関又は

法人の事務と規定している  

規制改革要望・賛成の意見

等 

 民間事業者は、住所不明となった顧客に対して重要

な連絡を行う場合、個別に調査するか、市区町村へ

の照会を実施する等、住所判明までに時間がかか

り、場合によっては住所が判明せず、顧客と連絡が

とれない場合もある。また、保険会社は、個人年金

保険の年金支払において、現況届の提出により生存

確認を行っているが、高齢の年金受取人等にとって

現況届の取得は大きな負担になっている。 

 一方で日本年金機構（旧社会保険庁）は、住民基本

台帳ネットワークシステム（以下、住基ネットとい

う。）の利用が認められており、公的年金の支払に

あたって現況届の送付・返信手続が原則不要となっ

ている。 

 従って、日本年金機構と同様に住基情報の提供先、

用途を民間事業者の業務に拡大することにより、民

間事業者の顧客に対するサービス向上や企業のコ

スト削減が期待できる。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（総務省） 

・ 住基ネットの本人確認情報の提供先は住民基本台帳

法別表に定められているものに厳格に限定されてい

る。 

・ これを拡大するためには、住基法の改正が必要とな

るが、本人確認情報の民間利用については、住基ネ

ット導入に係る法案審議において、これを強く否定

する議論が積み重ねられており、システムの安易な

拡大を図らないよう付帯決議が行われている。 

・ 民間事業者に本人確認情報を提供することについて

は、国民的な理解を踏まえた法案の立案と長期にわ

たる国会審議が必要となることが想定され、現状に

おいては極めて困難である。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 
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【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（総務省） 

・ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し

等の交付については、個人情報保護に関する意識の

高まりを受け、平成 18 年及び平成 19 年に何人でも

住民基本台帳の写しの閲覧や住民票の写し等の交付

を受けることができる制度を見直し、閲覧や交付を

受けることができる場合を限定することにより個人

情報保護に十分に留意した制度に改正したところで

ある。 

・ このように、近年、個人情報保護の意識は、むしろ

高まっているところであり、住基ネットの利活用範

囲を民間事業者に拡大することは、国民の個人情報

保護の要請に応えられず、制度全体の信頼性を損な

うおそれがある。 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 住基ネットの本人確認情報の民間利用については、

企業の顧客サービスの向上や企業コストの削減につ

ながる可能性が高い。 

○ 一方、住基ネットの本人確認情報の民間利用につい

ては、住基ネット導入に係る法案審議において、これ

を強く否定する議論が積み重ねられており、システム

の安易な拡大を図らないよう付帯決議が行われてい

る。 

○ さらに、「住基ネットによる本人確認情報の管理、利

用等は、法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上

及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲

内で行われているものということができる。」等とし

ている最高裁の判決の内容も踏まえ、慎重に検討する

必要がある。 

○ なお、社会保障・税に関わる番号制度についての検

討において、個人に対して付番する「番号」について

は、住民基本台帳ネットワークを活用した新たな番号

とされており、「番号」の利用範囲や情報連携の範囲、

個人情報保護のための方策の検討が進められている。

対処方針 ・ 住民基本台帳の情報の民間利用については、個人情

報保護の観点から慎重な検討が必要であり、現状に

おいては、困難である。 

・ 総務省は、上記の社会保障・税に関わる番号制度の

検討の結果を踏まえて、住基ネットの本人確認情報

の利用範囲について慎重に検討する。 
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２７ 

 

項目名 交通情報提供事業に関する提供範囲の拡大 

規制の概要 

 

道路交通法（190 条の 2）により、公安委員会は交通情

報の提供に努めなければならず、道路交通法施行規則

（38 条の 7）に定める公安委員会が認めたものとして

(財)日本道路交通情報センターに交通情報提供業務の

一部を委託。（警察庁交通局交通規制課長通達 62 号で説

明） 

国家公安委員会告示（12 号 交通情報の提供に関する

指針）において、交通情報提供事業者が(財)日本道路交

通情報センターを経由して受け取る事ができるデータ

を規定。 

１．主要道路における交通渋滞、旅行時間、交通事故、

道路工事、路面状況、臨時交通規制 

２．高速道路、自動車専用道路の出入口閉鎖 

＜根拠規定＞国家公安委員会告示 第１２号 交通情報の

提供に関する指針 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 警察庁、国土交通省が収集・保有する道路交通情報

の種類が不明だが、上記以外の情報が収集・保有さ

れ、当該情報がグリーン ITS の推進に活用できる場

合、提供データの項目が限定されることにより、行

政情報の利活用が阻害される可能性があるため、必

要に応じて国家公安委員会告示を修正し、行政が提

供する交通情報の範囲を拡大する。 

 行政が保有する感知器による交通情報（特定地点の

交通量等）と民間が保有するプローブ情報（広範囲

の交通流）を共有化することで、効果的な渋滞対策

を行える可能性がある。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（警察庁） 

・ 新たに交通情報提供事業者に提供することを想定し

ている情報の内容が明らかでないため、そのような

情報を警察が保有しているのか、提供が可能である

のか、告示（交通情報の提供に関する指針）の改正

が必要となるのか等について、そもそも検討や判断

をすることができない。 

・ なお、グリーン ITS の推進のための方策については、

交通情報に係るものを含めて、ＩＴ戦略本部企画委
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員会の下に設置された「ＩＴＳに関するタスクフォ

ース」において調査・検討が行われており、その結

果は同タスクフォースからＩＴ戦略本部企画委員会

に報告されるものと承知している。 

【対応可能性のある場

合】 

見直し予定及びその内容 

 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

当該項目に対する基本的考え

方 

○ 交通情報の収集・作成には費用を要する上に、渋滞

対策等の目的によって必要とされる交通情報の内

容・精度、範囲、量等は異なるため、目的とそれに

必要となる交通情報の内容、範囲、量を検討し、実

現可能性を踏まえて明確化を行った上で、交通情報

の収集・分析による効果を検証する必要がある。 

○ 交通情報の収集・分析による効果及び費用を踏まえ

て、交通情報提供事業者に提供する交通情報の範囲

の拡大を検討する必要がある。 

対処方針 ・ 関係府省は、ＩＴ戦略本部において策定予定である

「グリーンＩＴＳに関するロードマップ」に沿って

交通情報収集の目的及び必要となる情報の内容、範

囲、量を検討し、実現可能性を踏まえて明確化を行

った上で、交通情報の収集・分析による効果の検証

を実施する。＜平成２４年度までに措置＞ 

・ 関係府省は、交通情報提供事業者の要望に応じて、

効果及び費用の検討を行った上で、交通情報提供事

業者に提供する交通情報の範囲の拡大を検討する。

＜平成２３年度以降検討開始＞ 

 

107



 

２８ 

 

項目名 遠隔医療の実施可能範囲の明確化 

規制の概要 

 

医師法第 20 条における「診察」は、医療安全のため、

問診等により疾病に対して一応の診断を下し得る対面

診療を原則としていることから、遠隔医療については、

対面診療を代替し得る程度の有用な情報を得られると

いう安全性が必要であるとされている。現在、平成 15

年の厚生労働省医政局長通知により、７疾患が遠隔診療

の対象として例示されている。 

＜根拠規定＞医師法第 20 条、情報通信機器を用いた診療(い

わゆる「遠隔診療」)について（平成 15 年 3 月

31 日 厚生労働省健康政策局長通知） 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 遠隔医療のモデル事業の実施を通じて、有効性・安

全性が確認された遠隔医療技術については、７疾患

の例示への追加等が可能と考えられる。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（厚生労働省） 

・ 遠隔医療のモデル事業の実施を通じて、有効性・安

全性が確認された遠隔医療技術については、７疾患

の例示への追加等が可能。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（厚生労働省） 

・ 現在、厚生労働科学研究において、遠隔診療に対す

る患者や有識者のニーズ等を把握するとともに、医

療施設に保存されている医療記録を過去にさかのぼ

って調査する「後ろ向き」研究を通じて、安全性・

有効性についてのエビデンスを収集中。 

・ 遠隔医療の実施可能な範囲を拡大するための通知改

正については、平成 22 年度から厚生労働科学研究に

おいて関係学会と協力しつつ収集したエビデンス等

の結果を踏まえ「情報通信機器を用いた診療（いわ

ゆる「遠隔診療」）について」の通知を改正する予定。

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 遠隔医療のモデル事業や厚生労働科学研究の結果等

の結果を踏まえて、有効性・安全性が確認された遠

隔医療技術を７疾患の例示へ追加すること、遠隔医
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療が認められる場合の具体的な要件の明確化等を早

期に措置すべき。 

対処方針 ・ 遠隔医療が認められ得るべき要件について、遠隔医

療のモデル事業や厚生労働科学研究の結果等を踏ま

え、厚生労働省は、『情報通信機器を用いた診療（い

わゆる「遠隔診療」）について（第 1075 号厚生省健

康政策局長通知）』を改正する。＜平成 22 年度中改

正＞ 
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２９ 

 

項目名 遠隔医療に対するインセンティブの付与 

規制の概要 

 

遠隔医療は、機器に要する費用などの従来の診療と比べ

追加コストが発生するが、診療報酬に関する告示等の規

定では、特段の配慮がなく、遠隔医療を行う場合は、医

療機関側は遠隔医療の機器等に要する費用を自己負担

しなければならない。 

＜根拠規定＞診療報酬の算定方法、健康保険法(大正１１年

法律第７０号)第７６条２項に基づく告示 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 医療機関間、医療機関・患者間で、インターネット

などの情報通信技術を用いて遠隔医療を行った場

合に、診療報酬等の手当をすることにより、遠隔医

療の早期普及を促すべき。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（厚生労働省） 

・ 診療報酬上の手当については、安全性・有効性等に

ついてエビデンスが得られた遠隔医療について、順

次検討すべき。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（厚生労働省） 

・ 医療関係団体との十分な調整が必要。 

・ また、診療報酬制度の根本的な考え方において、 

① 医療報酬措置のためには、遠隔医療が対面診療と

同等の効果があると認められることが必要となる

こと 

② 仮に対面診療と同等の効果があるとしても、対面

診療で実施した場合と同等の点数しか措置されな

い（ICT 導入費用に見合うような加算はされない）

こと 

などとされており、今後、十分な議論・調整が必要。

・ 診療報酬は中央社会保険医療協議会において①保険

者、被保険者等医療に要する費用を負担する者の代表

者、②医師、歯科医師、薬剤師といった診療を担当す

る者の代表者及び③学識経験者等の公益側の代表者

の三者が議論をして、決定しているものであり、ある

医療技術を保険適用とするためには、この協議会にお

いて当該医療技術の安全性・有効性等の評価を行う必
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要がある。（なお、診療報酬の改定は通常２年に一度

の頻度で実施されている。） 

・ 遠隔医療についても、治療としての安全性・有効性

等が確立されてから、当該協議会で議論されるもの。

・ 医療保険財政が非常に厳しく、質の高い医療をより

効率的に提供することが求められている状況にある

ことを踏まえれば、ある医療技術を新たに保険適用と

するためには、当該技術が他の医療技術に比べ、安全

性・有効性等も高く、保険適用することがふさわしい

ことについて、費用を負担することとなる者と、診療

を担当することとなる者双方の理解を得ることが必

要。 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 医療機関間において遠隔画像診断を行った場合に、

送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び

画像診断管理加算を算定できるとされている対象診

断方法を拡大するべきである。 

○ 遠隔医療の実施により、患者の交通費や宿泊費の負

担、診断待機日数の削減等社会的コストの大幅な削

減に寄与することもあることから、遠隔医療の拠点

となる病院へ、医師や情報通信技術に関するスタッ

フの確保、システム導入や維持費用に対して、財政

的支援を準備することにより、遠隔医療を必要とす

る地域における遠隔医療の普及を促進するべきであ

る。 

○ 医療機関・患者間において遠隔診療を行った場合に、

少なくとも対面診療と同様の診療報酬の算定が出来

るようにすべきである。 

対処方針 ・ 診療報酬上の手当については、安全性・有効性等に

ついてエビデンスが得られた遠隔医療について、厚

生労働省は、順次検討し、結論を得る。＜診療報酬

改定のタイミングで随時＞ 

・ 上記検討に資するため、総務省は、厚生労働省と連

携して、エビデンス・データの収集・蓄積を行う。

＜平成 23 年度以降＞ 

・ 厚生労働省及び総務省は、遠隔医療の普及に対する

補助制度等を整備する。＜平成 23 年度以降＞ 
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３０ 

 

項目名 特定保健指導の遠隔指導 

規制の概要 

 

特定健康診査に係る特定保健指導において、初回面談で

はインターネット等による遠隔指導ができない。また、

２回目以降の遠隔指導では、医療保険者が実施する特定

保健指導の量を判断するためのポイントが直接面談よ

り低い。 

＜根拠規定＞特定健康診査及び特定保健指導の実施に関す

る基準（平成 19 年厚生労働省令第 157 号）第

７条、第８条 

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関す

る基準第７条第１項及び第８条第１項の規定

に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導

の実施方法（平成 20 年厚生労働省告示第 9 号）

第 1、第 2 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 遠隔指導による特定保健指導の実施によって、利用

者の利便性向上を図るため、初回から遠隔指導がで

きるように省令を改正するとともに、２回目以降の

遠隔指導による特定保健指導の量を判断するため

のポイントを直接面談と同等にする。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（厚生労働省） 

・ 「規制・制度改革に係る対処方針」（平成 22 年 6 月

18 日閣議決定）において対処方針が示されている。

「特定健診に基づく保健指導におけるＩＣＴ（情報

通信技術）を活用した遠隔面談については、実証デ

ータ等を収集した上で、対面での指導内容等との差

異を検証し、制度の見直しについて検討する。＜平

成 23 年度中に結論＞」 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（厚生労働省） 

・ 平成２２年度厚生労働科学研究費補助金において、

対面による通常の保健指導と比較した遠隔保健指導

の評価の研究を行い、対面と遠隔による指導の差異

を検証しているところ。この結果を受け、平成２３

年度中に制度の見直しについて結論を得る予定。 
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【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 遠隔保健指導に関しては、指導に当たるのは主とし

て保健師であり、触診等を行うわけではない。当然、

医療行為ではなく、安全面での懸念はほとんどない。

地理的条件等のコストを勘案すればメリットの方が

大きい場合も想定される。 

○ したがって、初回から遠隔指導を可能にするととも

に、保険者の特定保健指導の量を判断するためのポ

イント数の算定においては、遠隔保健指導は対面と

同等とすべきである。 

対処方針 ・ 厚生労働省は、特定健診に基づく保健指導における

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した遠隔面談につい

て、実証データ等を収集した上で、対面での指導内

容等との差異を検証し、制度の見直しについて検討

する。＜平成 23 年度中に結論＞ 
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３１ 

 

項目名 処方せんの電子化 

規制の概要 

 

現在、処方せんの交付については、「民間事業者等が行

う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す

る法律」（e-文書法）の適用対象外とされているおり、

電子的な交付が認められていない。一部の診察は遠隔医

療が認められているが、処方せんが電子化されていない

ために、遠隔医療の普及の妨げとなっている。 

＜根拠規定＞医師法（昭和 23 年法律第 201 号）第 20 条、第

22 条 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 遠隔医療の普及による患者の利便性向上のため、厚

生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業

者等が行う書面の保存等における情報通信の技術

の利用に関する省令を改正し、処方せんの電子化を

認めるべき。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（厚生労働省） 

・ 処方せんの電子的な交付及び作成については、電子

化した処方せんの閲覧環境の整備、記述様式やコー

ドセットの標準化及び障害時の対応等についての法

解釈の変更など、検討すべき点が多くあり、その適

切な仕組みについて、検証するためのモデル事業を

実施した上で処方せんの電子化について検討を行う

こととしている。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（厚生労働省） 

・ 「処方せんの電子化について」（平成 20 年７月）の

報告書によれば、「電子化した処方せんを受け付ける

ことが恒常的に出来ない薬局が存在した場合、患者

等が有する薬局の選択権（フリーアクセス）が侵害

される」とされている。 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 遠隔医療が成立する環境の要件（例えば、動画によ

る双方向通信は可とするが、電話・メールでの診断

は不可など）及び処方せんの発行方法（例えば、医

師の署名を要する処方せんにおいても、患者の利用

する調剤薬局にＦＡＸ又は電子メールで送付できる

など）等についても明確化すべきである。 
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対処方針 ・ 厚生労働省は、遠隔医療を行った際の処方せんの発

行にかかる考え方を明確化する。＜平成 23 年度中に

結論＞ 

・ 上記検討に資するため、総務省は、厚生労働省と連

携して、処方せんの電子化に関する効果・課題の抽

出に取り組む。＜平成 23 年度以降＞ 
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３２ 

 

項目名 診療報酬請求及びカルテの完全電子化 

規制の概要 

 

診療報酬明細書（レセプト）のオンライン請求の原則完

全義務化については、平成 18 年 4 月 10 日の「療養の給

付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」

により義務化が決定されていたが、平成 21 年 11 月 25

日の「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求

に関する省令の一部を改正する省令」により、義務化対

象範囲が一部縮小された。レセプトの電子化のみに関す

る規制・制度は存在しない。 

カルテの電子化に関しては、導入を義務づける規制・

制度は存在しない。 

なお、完全電子化等に関係すると考えられる規定はそ

れぞれ以下のとおり。 

＜根拠規定＞ 

（レセプト）療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請

求に関する省令 

（カルテ）平成 11 年 4 月 22 日付厚生省健康政策局長、医薬

安全局長、保険局長通知「診療録等の電子媒体に

よる保存について」 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 （レセプト）医療保険事務の効率化を図るため、医

療機関等が審査支払機関に提出するレセプト及び

審査支払機関が保険者に提出するレセプトについ

ては、原則全てをオンラインでの提出をもとめるべ

き。 

 （レセプト）「療養の給付及び公費負担医療に関す

る費用の請求に関する省令」の改正を行い、義務化

対象の一部除外を撤廃し、レセプトのオンライン提

出を義務化するべき。 

 （カルテ）異なる医療機関で受診した結果や保管・

管理する医療情報を、患者ごとに電子化して管理

し、医療機関間で共用することにより、重複する検

査、薬の投与を避け、医療費の適正化を促進するた

め、電子カルテシステムの導入を義務化する。 

担

当 

府

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（厚生労働省） 

・ （カルテ）カルテの電子化については、要望にて指

摘の通り、業務の効率化、医療安全、質の向上など
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省

か

ら

の

回

答 

が期待できるものであるが、導入の目的は、業務の

効率化や医療安全向上等のための手段としてであ

る。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（厚生労働省） 

・ （レセプト）レセプトオンライン請求の緩和措置は、

過疎地の診療所をはじめとする小規模医療機関の撤

退などに象徴される医療現場の混乱や地域医療の崩

壊が起こる可能性があること等を考慮して行われた

ものであり、現時点でのレセプトの完全電子化の実

施は困難である。義務化対象の一部除外を撤廃した

場合、過疎地の診療所をはじめとする小規模医療機

関の撤退などに象徴される医療現場の混乱や地域医

療の崩壊が起こる可能性がある。 

・ （カルテ）完全義務化に関しては、同様の例として、

レセプトオンライン化の完全義務化の過程におい

て、関係団体の反対が強く、訴訟まで提起されたこ

とを踏まえ、十分なコンセンサスの形成が必要であ

る。また、義務化の場合には、カルテを電子化する

目的が明確でない医療機関にも導入が義務付けら

れ、医療機関への財政的負担、労働負担だけが大き

くなる可能性が考えられる。なお、電子カルテシス

テムの普及のためには、厚生労働省として 

①  標準的な病名・処置名などの医療用語を体系的

に分類し、コード化したマスターの整備 

②  セキュリティ確保のためのガイドラインの整備

③ 医療情報システム間の相互運用性の確保 

等を実施しているところである。 

   また、小規模医療機関については、「診療録等の

保存を行う場所について」（平成 14 年 3 月 29 日付

け医政発第 0329003 号・保発第 0329001 厚生労働省

医政・保険局長連名通知）の平成 22 年２月改正に

より、ASP・SaaS 型電子カルテの普及が可能となっ

た他、医療機関間の連携を踏まえた Web 型電子カル

テシステムの導入補助を実施しているところであ

る。 
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当該項目に対する基本的考

え方 

（レセプト） 

○ レセプトの電子化・オンライン化については、平成

21 年 11 月 25 日の「療養の給付及び公費負担医療に

関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省

令」により、義務化対象範囲が一部縮小されたが、

その後も、電子レセプトの請求率は増加している。

○ レセプトの電子化・オンライン請求については、規

制緩和が実施された後も、進行していることを鑑み、

今後も電子化が進んでいない医療機関に対して、費

用対効果を考慮しつつ、推進の取組みを実施してい

くべきである。 

（カルテ） 

○ 電子カルテは、業務の効率化を可能にし、現場の負

担を軽減する有効なツールである。 

○ 一方、電子カルテを活用した効率化のためには、導

入目的の明確化や業務そのものの改善が必要である

が、これらのステップを十分に踏まず義務化により

電子化した場合は、各医療機関で十分に効果が発揮

されないことが予想される。 

○ また、異なるベンダの電子カルテ同士の連携は現時

点で十分とは言えず、各種取り組みが実施されてい

るところである。 

○ このため、厚生労働省は電子カルテ導入の普及のた

めの環境整備の取組等を引き続き実施していくこと

が必要と考えられる。 

対処方針 （レセプト） 

・ 義務化対象範囲が一部縮小された後も、レセプトの

電子化・オンライン化が進行していることを鑑み、

厚生労働省は、費用対効果を考慮しつつ、引き続き

レセプトの電子化・オンライン化の取り組みを推進

する。＜平成 23 年度以降＞ 

（カルテ） 

・ 厚生労働省は、電子カルテの普及のための環境整備

の取り組みを引き続き推進する。＜平成 23 年度以降

＞ 
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３３ 

 

項目名 医療情報の２次利用に関する規定の整備 

規制の概要 

 

医学研究分野において、診療録及びそれらに付随する記

録を匿名化した上で２次利用することは、「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイドライン」の中で、「個人情報を匿名化した場合に

は、匿名化した医療情報を患者の同意を得ることなく２

次利用することが原則として可能であるが、医学研究分

野については、それぞれの関連指針を遵守することが必

要な場合もある」と、匿名化する場合であっても患者の

同意を得る必要がある関連指針を定めているため、デー

タの２次利用が妨げられている。 

＜根拠規定＞「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指

針」 

「遺伝子治療臨床研究に関する指針」 

「疫学研究に関する倫理指針」 

「臨床研究に関する倫理指針」 

「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」

規制改革要望・賛成の意見

等 

 疾病動向に基づく医療提供体制の整備や医薬品・医

療機器の開発等を促進するため、患者の同意なしに

匿名化した医療情報の２次利用が行えるように、ガ

イドライン等を改正するべき。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（厚生労働省） 

・ 「疫学研究に関する倫理指針」 

   本指針においては、研究対象者の個人の尊厳と人

権を守るために、疫学研究の実施にあたり、事前に

研究対象者に対してインフォームド・コンセントを

受けることを原則とする。 

   しかしながら、資料としてすでに連結不可能匿名

化されている情報のみを用いる研究については、疫

学研究の倫理指針の対象ではない（第１の２ 適用

範囲）。 

   また、研究開始前に人体から採取された試料を利

用する場合について、同意が得られていない場合で

も、当該試料が匿名化（連結不可能匿名化又は連結
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可能匿名化であって対応表を有していない場合）さ

れており、倫理審査委員会の承認を受け、かつ、研

究を行う機関の長により許可された場合について

は２次利用は行える。（第４の２の（２）人体から

採取された試料の利用） 

・ 「臨床研究に関する倫理指針」 

   本指針においては、人間の尊厳及び人権を守るた

めに、臨床研究の実施にあたり、事前に被験者から

インフォームド・コンセントを受けることを原則と

している。 

   しかしながら、連結不可能匿名化された診療情報

（死者に係るものを含む。）のみを用いる研究につ

いては、本指針の対象ではない（第１の２ 適用範

囲） 

   また、研究開始前に人体から採取された試料を利

用する場合について、同意を得られない場合でも、

当該試料が匿名化（連結不可能匿名化又は連結可能

匿名化であって対応表を有していない）されてお

り、倫理審査委員会の承認を受け、かつ、組織の代

表者等から許可された場合については、２次利用は

行える（第５の１の（２） 人体から採取された試

料等の利用）。 

・ 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」

本指針においては、その前文において「本指針は、

人間の尊厳及び人権が尊重され、社会の理解と協力

を得て、研究の適正な推進が図られることを目的と

し、次に掲げる事項を基本方針としている。（２）

事前の十分な説明と自由意思による同意（インフォ

ームド・コンセント）」 

しかしながら、研究実施前に提供された試料につ

いては、同意を得られていない場合でも、連結不可

能匿名化されていることにより提供者等に危険や

不利益が及ぶおそれがない場合であり、倫理審査委

員会の承認を受け、かつ、研究を行う機関の長によ

り許可された場合については、研究への利用が可能

であるなど、要件を満たせば、２次利用は行える（第

４の１３ 研究実施前提供試料等の利用）。 
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【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（厚生労働省） 

・ 「遺伝子治療臨床研究に関する指針」 

遺伝子治療臨床研究については、疾患の特性や対

象となる患者の数が少ない等のため、診療における

情報のほとんどが個人を特定できる情報であるこ

とから、匿名化することは困難である。したがって、

本指針においては、診療録及びそれらに付随する記

録を匿名化した上で２次利用することについて、特

段の規定を置いていない。 

・ 「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」 

ヒト幹細胞を用いる臨床研究については、疾患の

特性や対象となる患者の数が少ない等のため、診療

における情報のほとんどが個人を特定できる情報

であることから、匿名化することは困難である。し

たがって、本指針においては、診療録及びそれらに

付随する記録を匿名化した上で二次利用すること

について、特段の規定を置いていない。 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 医療情報の２次利用については、インフォームドコ

ンセントを得ることが望ましいが、一部の関連指針

で、連結不可能匿名化した医療情報の２次利用につ

いては、インフォームドコンセントなしでの２次利

用を認めている。 

○ なお、連結不可能匿名化が可能であっても、個人情

報の保護は非常にセンシティブな問題であるため、

一定の厳格な規定を各種関連指針で定めることにつ

いては、合理性があると考えられる。 

○ 「疫学研究に関する倫理指針」及び「臨床研究に関

する倫理指針」については、連結不可能匿名化され

た診療情報は、指針の対象外であると規定しており、

匿名化した医療情報の２次利用を認めている。 

○ 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」

については、原則インフォームドコンセントを必要

としているが、研究実施前に提供された試料につい

ては、連結不可能匿名化及び倫理審査委員会の承認

等必要な手続き実施することにより、インフォーム

ドコンセントなしでの医療情報の２次利用を認めて

いる。 

○ 「遺伝子治療臨床研究に関する指針」及び「ヒト幹

細胞を用いる臨床研究に関する指針」については、

疾患の特性や対象となる患者の数が少ないなどの理
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由により、診療における情報のほとんどが個人を特

定できる情報であることから、匿名化することは困

難であり、インフォームドコンセントなしでの匿名

化した医療情報の２次利用を認めていない。 

○ 医療情報の２次利用については、今後、治験数や症

例数の増加等による連結不可能匿名化の可能性を鑑

みた上で、インフォームドコンセントを不要とした

医療情報の２次利用について、今後拡大を検討すべ

き。 

対処方針 ・ インフォームドコンセントを不要とした医療情報の

２次利用について、今後、治験数や症例数の増加等

による連結不可能匿名化の可能性を鑑みた上で、関

連指針の所管省庁は、今後拡大を検討する。＜治験

数や症例数が一定程度増加した際に検討＞ 
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３４ 

 

規制改革事項 医薬品の承認、一部変更承認及び軽微変更届における手

続きの電子化 

規制の概要 

 

医薬品の承認申請、承認事項の一部変更承認申請(一変

承認）及び承認事項の軽微変更届は、平成 9年よりフロ

ッピーディスク及び書面（書面が正本）での申請が行わ

れている。また、インターネットを通じたオンライン承

認申請も可能とされているが、オンライン申請した場合

でも、書面（紙）の郵送が求められるため、企業にとっ

てメリットがなく、オンライン承認申請はほとんど利用

されていない状況にある。 

＜根拠規定＞薬食審査発第 0316004 号「医薬品等オンライン

申請・届出手続システムと厚生労働省電子申

請・届出システムの連携停止について」 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 オンライン承認申請を普及させ、申請者の承認書保

管の利便性を向上させるため、現在は書面が正本の

扱いであるが、電子情報を正本とし、インターネッ

トを利用したオンライン申請のみでの申請を認め

るべき。また、オンライン申請の手続きの簡便化を

図るべき。 

要望具体例、経済効果等  

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

（厚生労働省） 

・ 平成 19 年 3 月末まで行っていた「オンライン承認申

請」では、オンライン申請を正本とし、書類を副本

として扱っていた。その後、平成１９年３月に厚生

労働省電子申請・届出システムを電子政府の総合窓

口（e－Gov）に変更する際に改めて検討したところ、

（１）平成 19 年 3 月末までに行っていた「オンライ

ン承認申請」において、利用実績が１％にも満

たず著しく低かった 

（２）医薬品等の申請窓口は、国以外にも都道府県、
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構、医療機

器等の申請窓口は上記に加え登録認証機関が

あるが、e-Gov は、国以外の窓口とはオンライ

ンが繋がっておらず不便なシステムとなって

いる 

（３）e-Gov の利用可能容量が小さい 

等の課題があり、平成１９年３月末をもって当分の

間、オンライン申請を停止することとし、オンライ

ン申請の再開については、関係機関と意見交換のう

え、利用率の向上が見込まれる目途がついたものか

ら順次対応することとした。 

   上記(1)～(3)の状況及び将来においても大幅な

利用の拡大が見込めず実施による効果に比して多

大な費用を必要とすることから、実施は困難と認識

している。 

当該規制改革事項に対する

基本的考え方 

○ 医薬品の承認の初回申請には大量の添付書類が必要

なため、オンライン化には適しないと考えられるが、

軽微変更届等については、年間の申請件数も多く、

提出書類も比較的少量であるため、改めて事業者や

経団連等の関連団体からオンライン申請に係る具体

的な要望を調査すべき。 

○ 要望がある場合には、現在策定中である新たなオン

ライン利用計画の中間整理に記載されている通り、

オンライン申請の費用対効果について検討するべ

き。 

対処方針 ・ 厚生労働省は、オンライン申請に係る具体的な要望

調査を実施する。＜平成 23 年度上半期＞ 

・ オンライン申請について具体的な要望がある場合

は、厚生労働省は、軽微変更届等のオンライン申請

化について費用対効果を検討し、オンライン申請再

開の是非について、検討し結論を得る。＜平成 23

年度中結論＞ 
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３５ 

 

項目名 教科書の電子化 

規制の概要 

 

現行制度は、教科書は紙媒体を前提にしたものとなって

おり、デジタル化された教科書については想定されてお

らず、例えば、著作権法第 35 条ガイドラインにおいて、

「校内 LAN サーバに映像コンテンツ等を蓄積すること」

は「授業の過程」における使用にあたらないと規定され、

法 35 条に規定する著作物の複製が認められていない。

また、著作権法第 33 条では、教科書に収載されている

著作物は、紙媒体として利用許諾を得たものであり、電

子教科書での利用については想定されていない。 

＜根拠規定＞教科書の発行に関する臨時措置法 

著作権法第 33 条・第 35 条ガイドライン 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 現行制度は、教科書は紙媒体を前提にしたものとな

っており、デジタル化された教科書については想定

されていない。デジタル（電子）教科書の普及によ

り、先進的な教育等を行うため、デジタル教科書も

紙の教科書と同様の扱いとなるよう著作権法等の

改正をするべき。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（文部科学省） 

・ 「教科書の発行に関する臨時措置法」等において教

科書の、発行法は紙媒体の教科書を前提にしている

が、教科書のデジタル化を行うに当たっては、単に

紙媒体の教科書を電子媒体のものに置き換えればよ

いということではなく、紙媒体の教科書のあり方や

発達段階を踏まえた対応についても多様な考え方が

あることから、デジタル教科書・教材、情報端末等

の教育効果等についての実証研究等を踏まえた上

で、デジタル教科書にふさわしい制度を検討してい

く必要がある。 

・ 昨年８月に文部科学省が発表した「教育の情報化ビ

ジョン（骨子）」においても、「実証研究等の状況を

踏まえつつ、紙媒体の教科書の在り方、教科書検定

制度や義務教育諸学校の教科書無償給与制度など教

科書に関する制度の在り方、著作権に関する課題等
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についても、検討を行う必要がある」とされている

ところ。 

・ このため、デジタル教科書の発行法も含めた具体的

な制度のあり方については、「学校教育の情報化に関

する懇談会」における議論を踏まえ本年度中に策定

される予定の「教育の情報化ビジョン」や、平成２

３年度以降実施予定の「学びのイノベーション事業」

における実証研究等を踏まえ、デジタル教科書の具

体像を明確にした上で、必要となる法令改正につい

て検討することになるものと考えられる。 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ デジタル教科書（教科書準拠型デジタル教材）・教材

のうち、電子黒板等に拡大提示して使用する「指導

者用デジタル教科書」については既に開発・実用化

されているが、拡大提示機器の整備不足のほか、各

自治体の予算不足や認知不足等により大きな拡がり

を見せるには至っていない。 

○ 一方、児童生徒側の端末で使用する「学習者用デジ

タル教科書」については、国の実証実験等を通じて、

今後、調査研究・開発が進められる見通しである。

○ 検定教科書については著作権法第３３条の規定に基

づき著作権者に掲載補償金が一律に支払われるのに

対して、デジタル教科書への掲載にあたっては著作

権者の許諾や著作権使用料の支払いが必要であり、

著作権処理に時間と費用を要している。 

○ さらに、著作権法第３５条において「授業の過程に

おける使用に供することを目的とする場合」には著

作物の複製が認められているが、権利者団体のガイ

ドラインでは「授業の過程における使用」が限定的

に解釈されているため、例えば教員が教材研究等の

ために校内ＬＡＮサーバにデジタルデータを蓄積す

ること等が困難となっている。 

○ また、デジタル教科書については、教科書検定制度、

義務教育諸学校の教科書無償給与制度等の外に置か

れ、他の教材と同じく、学校設置者が必要に応じて

購入・使用することとされている。 
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○ ＩＴ戦略工程表に沿ってデジタル教科書・教材を本

格展開していくためには、実証実験を踏まえつつ、

デジタル教科書に対する著作権法上の特例措置の適

用のほか、紙媒体の教科書の在り方、教科書検定制

度、義務教育諸学校の教科書無償給与制度など教科

書に関する制度全般にわたって法改正を検討する必

要がある。 

対処方針 ・ 文部科学省は、学校教育の情報化に関する懇談会の

検討結果及び実証実験の結果を踏まえて、著作物の

デジタル教科書・教材への掲載、学校における授業

の準備や教材研究におけるデジタル教科書・教材の

複製等について著作権法上の特例措置を検討すると

ともに、教科書検定制度、義務教育諸学校の教科書

無償給与制度等の教科書に関する制度全般にわたっ

て法改正を検討する。＜平成 24 年度中に検討・結論

＞ 
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３６ 

 

項目名 指導要録・表簿の電子化 

規制の概要 

 

指導要録のデジタル化については、学校教育法上明記さ

れておらず、進んでいない。また、学校で保管する情報

については、学校教育法では、「学校において備えなけ

ればならない表簿」という規定があり、紙で保存するこ

ととされている。 

＜根拠規定＞学校教育法施行規則 第 24 条 2 項及び 3 項、

第 28 条 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 ＡＳＰサービス等を活用した表簿等のデジタル化

（電子化）により、保存のコストを削減する等のた

め、学校教育法施行規則等を改正し、電子化を認め

るべき。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（文部科学省） 

・事実誤認 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（文部科学省） 

・ 指導要録について書面の作成、保存、送付を情報通

信技術を活用して行うことは現行の制度上も可能で

あり、文部科学省通知（平成 22 年 5 月 11 日付け「小

学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等におけ

る児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等につい

て」）等により周知してきたところである。 

・ 上記通知においては、指導要録には、各年度に、校

長と学級主任がそれぞれ氏名を記入し押印すること

としているが、これは法令上の義務ではなく、また、

氏名の記入及び押印は電子署名を行うことで替える

ことも可能である旨を通知により周知している。 

・ なお、指導要録を含む表簿について学校教育法第 28

条では「学校において備えなければならない」と規

定されているが、これは学校という場所を指すもの

ではなく、情報セキュリティ対策等の技術面の課題

の解決が図られるのであれば、ＡＳＰサービス等の

活用は可能であると考える。 

・ 学校における校務の情報化は、教育の質の向上と学

校経営の改善に資するものであり、指導要録・表簿

の電子化は重要であると考えている。 
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・ 文部科学副大臣のもとに設置した「学校教育の情報

化に関する懇談会」において、押印の扱いも含めた

校務関係文書のＩＣＴ化、ＡＳＰサービスの活用方

策の在り方等について検討を行っているところであ

る。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 指導要録について書面の作成、保存、送付を情報通

信技術を活用して行うことは、現行の制度上も可能で

あり、学校教育法施行規則等の改正の必要性はない。

○ 他方、校務の情報化は、教育の質の向上と学校経営

の改善に資するものであり、指導要録をはじめとする

校務関係文書の電子化は重要である。 

○ このため、学校内部で指導要録を保存する際の押印

の省略、学校設置者の枠を越えて指導要録の写し等を

電子的に送付する際のデータ形式に関するルールの

整備、電子的に送付する文書の真正性・機密性を確保

するためのネットワーク環境や認証基盤等の在り方

等の課題について基本的な考え方を整理し、学校設置

者に対して示すことが必要である。 

 

対処方針 ・ 文部科学省は、指導要録について書面の作成、保存、

送付における情報通信技術の活用を推進するため、

押印の省略、電子的に送付する文書のデータ形式に

関するルールの整備、文書の真正性・機密性を確保

するためのネットワーク環境や認証基盤の在り方等

の諸課題について基本的な考え方を整理し、学校設

置者等に対して周知を行う。＜平成 23 年度中周知＞
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３７ 

 

項目名 国税関係帳簿書類の電子保存の承認要件緩和 

規制の概要 

 

電子帳簿保存法において記録の真実性及び可視性の確

保等の要件により、国税関係書類の電子保存が可能とさ

れているが、当該要件が過度に厳格なため企業の税務関

係書類の電子化を阻害されている。また、領収証等に関

し、スキャナ保存は三万円未満のものに限定されてい

る。 

＜根拠規定＞電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿

書類の保存方法等の特例に関する法律第４条 

同施行規則第３条第１項及び第３項 

規制改革要望・賛成の意見等  企業・税務当局双方において生産性向上、省スペー

ス・資源を図るため、企業の税務関係書類の電子化

を促進するべき。 

 電子帳簿保存の承認には、紙の保存よりも厳格なシ

ステム要件（一貫性、検索機能、相互関連性など）

が求められており、システム変更などの必要以上の

コストがかかることから、要件を緩和すべき。 

 領収証等に関し、スキャナ保存は三万円未満のもの

に限定されているが、金額を引き上げるべき。 

 

＜具体事例＞ 

 会計システムとは別個のシステムである「電子帳票

システム」（会計データをイメージデータとして保

管するシステム）を用いている企業が、電子帳簿保

存法の要件（法第四条「一貫性」、規則第三条「検

索機能」）などを満たしていないと判断され、電子

帳簿保存に係る申請をあきらめた。（システム導入

後に申請を取り下げるといった例もある。） 

 会計システムは、他のシステム（販売、仕入れ、経

費等）とのデータのやり取りが行われるが、電子帳

簿保存法の対象システムと判断されると、全てのデ

ータ履歴を 7年間保存する必要がある。社内全体の

システム見直しの制約になり、また相応のコスト・

作業工数等が発生して対応が困難となりかねない

ことから、電子帳簿保存申請をあきらめた。 

 会計システムは、他のシステム（販売、仕入れ、経
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費等）とのデータのやり取りが行われるが、法の要

件（法第四条「一貫性」、規則第三条「相互関連性」）

を満たしているかどうか、システム変更の都度、当

局との確認を行っている。不備な場合には、相応の

コスト・作業工数をかけ修正している。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成

の意見等への考え方 

（財務省） 

・ 税制改正については税制調査会において検討される

こととなっている。 

・ 各税法における帳簿保存制度は、税務申告の基礎と

なり、税務調査等の対象となる重要なもので、帳簿

書類を電子データにより保存する場合であっても、

紙による保存と同程度の信憑性が確保されなければ

ならないため、一定の要件を課すことは適正課税の

観点から必要。そのため、電子帳簿保存法等により、

真実性及び可視性等を担保することとしており、適

正かつ公平な課税の実現のためには、安易な要件の

緩和は困難。 

・ 領収書等の 3 万円という基準は、税務行政の根幹で

ある適正・公平な課税を確保しつつ、電子化による

企業のコスト削減を如何に図るかという観点から、

一般的に保存されている領収書の過半が３万円未満

の領収書であるという業界団体の調査等も参考とし

つつ、業界団体等とも意見交換した上で定めたもの

である。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（財務省） 

・ 真実性及び可視性を担保するために必要な要件が現

行の規定で適切か否かはシステムや電子計算機の技

術の進展を踏まえて、詳細な検討が必要であると考

えており、電子データによる帳簿書類の保存の実態

や技術動向の把握を行うことについて、予算措置の

手当ても含め検討したい。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

当該項目に対する基本的考え方 ○ 適正かつ公平な課税の実現のためには、真実性及び

可視性等を担保することは必要である。 

○ 電子帳簿保存について普及させるためには、紙によ

る帳簿保存で求められる要件と同等であるべき。 

○ 電子領収書や情報通信技術を活用した電子帳簿保存
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等の新たな仕組みについて、検討を行うべき。 

対処方針 ・ 財務省は、電子データによる帳簿書類の保存の実態

や技術動向の把握及び紙帳簿保存と電子帳簿保存の

同等性を実現する技術的検討を速やかに行う。＜平

成 23 年度中把握・検討＞ 

・ 財務省は、領収書等のスキャナ保存について、社会

のニーズを踏まえた金額までの拡大を検討する。＜

平成 23 年度中検討＞ 
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３８ 

 

項目名 電子的な手法による労働条件の明示 

規制の概要 

 

使用者が労働者に対して明示する賃金及び労働時間に

関する事項その他の厚生労働省令で定める事項につい

ては、ＦＡＸまたは電子メールでの提示ができない。 

＜根拠規定＞労働基準法第 15 条第 1 項、労働基準法施行規

則第 5条 

規制改革要望・賛成の意見等  労働者の合意があれば、明示方法を書面の交付のみ

ならず、ＦＡＸまたは電子メールでも可能とするべ

き。 

 労働条件の明示に当たり、ＦＡＸや電子メールの利

用が認められれば、手続きの簡素化、労働者に対す

る迅速な情報提供に資することが期待できる。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成

の意見等への考え方 

（厚生労働省） 

・ 書面以外のＦＡＸや電子メールの方法では、ＦＡＸ

や電子メールを利用できなかったり、利用すること

を苦手としている方々が実質的に受信を強制された

りするなど、弱い立場の労働者が一層の負担を強い

られる、労働条件を巡って労働者と使用者の認識が

異なってしまうなど、トラブルの元となるおそれが

ある。 

・ 電子メール等の明示では受信証明や記録の保全が困

難で労働条件の記載量によっては携帯電話に全て表

示されない可能性がある。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（厚生労働省） 

・ 適切な労働条件の明示が適切になされていない事例

が多数見られる中、まずは法令遵守の徹底を図るこ

とが先決であり、電子メール等による労働条件明示

については、慎重に検討することが必要。 

・ 検討の具体的なスケジュールについては未定であ

る。また、労働者保護の観点から関係労使団体を交

えた慎重な検討も必要であると考える。 

・ 労働基準法施行規則の改正には、公労使三者構成の

労働政策審議会労働条件分科会での議論が必要であ

る。 
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【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

当該項目に対する基本的考え方 ○ 労働者保護の観点から労働条件の明示は重要であ

り、電子的明示が紙面による明示と同等の役割を果

たせることが求められる。 

○ テレワークや日雇い派遣など就労形態が多様化する

中で、紙で受け取るよりも FAX や電子メールで受け

取った方が確実な場合もあると考えられる。全ての

労働者に対して紙で交付するのではなく、紙の書面

による労働条件の明示を望む労働者に対しては紙で

交付しても良い場合も想定される。 

○ 労使関係と同様、力関係に不均衡のある親事業者・

下請事業者間の取引について、下請事業者を保護す

る趣旨の下請代金支払遅延等防止法第 3 条の書面交

付義務については、電子的な手法が認められており

（下請事業者の承諾が要件）、労働条件の明示につい

ても同じように考えることは可能である。 

対処方針 ・ 厚生労働省は、労働者の保護・利便性に配慮した通

知手段の選択を検討し、公労使三者構成の労働政策

審議会労働条件分科会で議論・結論を得る。＜平成

23 年度中議論・結論＞ 
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３９ 

 

項目名 特定の商取引において義務付けられた書面交付の電子

化 

規制の概要 

 

特定商取引契約等の各種書面交付義務において、「書面

を交付」との記載はあるが、電子メール等の電磁的記録

による書面の交付が認められるか否かについては条文

上明記されていないため、郵送による書面交付を行って

いる。 

＜根拠規定＞特定商取引に関する法律 第 4 条、第 5 条、第

18 条、第 19 条 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 申込者への速やかな通知による迅速な商取引や企

業等におけるコスト削減（紙等消耗品費や郵送費

等）に繋がることから、特定商取引契約等において

電子メール等の電磁的記録による書面交付を認め

るべき。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成

の意見等への考え方 

（消費者庁、経済産業省） 

・ 特定商取引法は、事業者と消費者間の商取引にかか

る立場及び情報の格差、不意打ちの勧誘による消費

者の冷静な判断の欠如等から生じる特定の商取引で

のトラブルを防止し、消費者の利益を保護するため

に意図的に上記弊害を是正している規定である。そ

のため、トラブルの生じやすい取引類型ごとに諸規

定を設けている。ご指摘の電子的交付については、

上記法の趣旨であるところの消費者保護を後退させ

るに過ぎず、事業者にとっても取引の安定性が害さ

れることから、実施は困難。 

・ 特定商取引法に定める訪問販売や電話勧誘において

は、不意打ちで勧誘を受けることによって、取引条

件等が不明確なうちに契約を結んでしまい、その後

トラブルとなってしまうことを未然に防ぐため、全

ての消費者が自分の結んだ契約内容を確実に確認で

きるよう、取引条件を明らかにした書面を直ちに交

付することを定めている。更に、消費者の注意を喚

起するため、赤枠赤字で記載すべき事項を法文上定

めており、書面の電子的交付ではこれらの要請が必

ず満たされる保証がない。 

・ 事業者が訪問販売により、営業所等以外の場所で契

約を締結したときには、法第５条の規定において「直
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ちに」契約書面を交付することが義務付けられてい

る。これは、購入者等の契約の申込み行為が完了し

た際に、その場で交付することを意味しており、書

面を電子的に交付した場合では、消費者と事業者が

対面している中、法の意図する交付をすることは困

難。 

・ 電話勧誘販売において事業者が電子メール等で書面

を交付したとしても、消費者が電子メール等を受領

していないと主張した場合、受領の有無をめぐる無

用なトラブルが生じる恐れがある。消費者が受領し

ていない場合、クーリング･オフの起算点は書面受領

日まで延長されるため、取引の安定を害するおそれ

がある。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 書面交付が｢直ちに｣要求される訪問販売と、「遅滞な

く」要求される電話勧誘販売、業務提供誘引販売を

区別し、後者においてのみ電子的手法を認めること

は可能ではないか。 

○ 電子的交付についての消費者の同意があった場合で

も、一定期間内に限り消費者が改めて書面の交付を

要求することができることにするといった工夫をす

ることにより消費者の利益を確保することができ

る。 

○ 特定商取引法において事業者の書面交付義務が規定

される取引類型においては、書面交付義務の他に、

クーリングオフや再勧誘の禁止等によって消費者の

保護が図られており、書面の電子化のみによって直

ちに消費者保護に欠ける状態になるとは認めがた

い。もっとも、これらの取引類型について、書面の

電子化等による効率化の要請が実際にどの程度ある

のか不明であり、まずはその点の検証がなされるべ

きである。 

対処方針 － 
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４０ 

 

項目名 保険契約の解約返戻金がないことを記載した書面の電

磁的交付 

規制の概要 

 

保険契約の保険募集に際して解約返戻金がないことを

保険契約者に説明するための方法としては、現状、「書

面の交付」のみに限定されている。 

＜根拠規定＞保険業法施行規則第 53 条第 1 項第 3 号、第 2

項 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 電子的交付により、事業者及び消費者の双方の合理

化を図るため、省令改正等により電磁的方法による

提供を可能とする。 

 現行の規制は、消費者保護になっている面もある

が、国民の自由な選択を阻害し、過度にパターナリ

スティックになっている面もある。一切禁止するの

ではなく、電磁的交付と濫用防止措置とセットで運

用するべき。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（金融庁） 

・ 無解約返戻金型保険商品については、保険契約者等

の保護の観点から、その開示のあり方のみならず、

商品設計を含む様々な論点について指摘がなされて

いるところであり、こうした点を踏まえ、引き続き

専門的な見地も交えながら検討を行っていきたい。

・ 無解約返戻金型保険商品に関しては、保険募集等に

係る規制のあり方に関する検討の一環として、金融

審議会の場で検討が行われてきたところであり、引

き続き専門的な見地から検討を行っていくこととし

ている。 

・ 一般的に、書面交付の方が、電磁的方法よりも、説

明内容の伝達の確実性が高いと考えられ、書面の交

付に代えて電磁的方法による提供を認めている場合

であっても、相手方の承諾等を条件とする例が多い

と承知している。 

・ 無解約返戻金型保険商品については、解約した場合

に払い込んだ保険料が一切戻ってこない特殊な商品

であり、金融審議会の場においても、商品設計のあ

り方や解約返戻金の開示のあり方等様々な点につい
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て指摘がなされているところである。したがって、

無解約返戻金型保険商品のあり方全体についての議

論を抜きにして、保険募集の際の書面の交付に係る

規制緩和のみを先行して行うことは困難である。 

・ 本件については、金融審議会において、商品設計の

あり方等の他の論点と併せて引き続き検討していく

ことが必要とされている。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 平成21年6月金融審議会金融分科会第二部会保険の

基本問題に関するワーキング・グループ「中間論点

整理報告書」で無・低解約返戻金型保険商品のあり

方について問題提起されたが、現状では契約時の書

面交付の是非について議論する段階に至っていな

い。 

○ まずは速やかに当該保険商品のあり方についての審

議を行うべきで、現時点で本手続きについて電子化

を進めるべきと判断する状況にはないと考えられ

る。審議の際は、消費者保護の観点に加え保険契約

者の利便性、自由な選択という観点も配慮すべき。

対処方針 ― 
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４１ 

 

項目名 匿名化された個人の情報の活用 

規制の概要 

 

個人情報保護法において個人情報とは当該情報に含ま

れる記述等により特定の個人を識別することができる

ものが「個人情報」（他の情報と容易に照合することが

でき、それにより特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）とされているが、「他の情報と容

易に照合することができ、それにより特定の個人を識別

することができることとなるもの」の扱いがガイドライ

ン上明確でない。 

＜根拠規定＞個人情報保護法、各個人情報保護ガイドライン

規制改革要望・賛成の意見

等 

 匿名化された情報の活用が促進するため、従業者が

匿名化情報にしかアクセスできない等の社内規程

が整備されている場合は、当該匿名化情報について

は個人情報保護法が適用されないこと等について

明記するよう、各種ガイドライン等を改正するべ

き。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

（消費者庁） 

・ 「従業者が匿名化情報にしかアクセスできない等の

社内規程が整備されている場合は、当該匿名化情報

については個人情報保護法が適用されないこと等に

ついて明記する」ことについては、従業者が匿名化

情報にしかアクセスできない場合でも、役員その他

個人情報取扱事業者内の他の者等が個人データベー

スへのアクセスが可能であり、特定の個人を識別で

きるような場合等であれば、当該匿名化情報は、当

該事業者が保有する「個人情報」に該当し、個人情

報保護法が適用されることとなる。 

・ 一方、事業者内の誰もが個人データベースへのアク

セスができない等、匿名化情報について、他の情報

との照合が困難であり、特定の個人を識別できない

のであれば、当該匿名化情報については個人情報保

護法が適用されないことになります。この場合、特

定の個人を識別することができない匿名化情報につ

いては、本法の適用対象外であることは明白。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 
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【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 当該項目の消費者庁や各省からの回答において、「事

業者内の誰もが個人データベースへのアクセスがで

きない」という事業者内で保有する個人データベー

スにおいて想定し難い場合を、匿名化情報が活用で

きる例として示されている等、匿名化情報を具体的

に活用できる場合が非常に分かりづらい。 

○ 匿名化された情報の活用が促進するため、匿名化情

報に関する具体的で分かりやすい例示や規定を各府

省の個人情報保護ガイドラインや事例集等に規定す

るべき。 

対処方針 ・ 消費者庁は、標準ガイドラインにおいて、匿名化さ

れた情報の具体的な事例や規定等を記載し、各府省

の個人情報保護ガイドラインに反映させる。＜平成

23 年度上半期中標準ガイドラインの整備、平成 23

年度中各府省の個人情報ガイドラインへの反映＞ 

・ 各府省は、具体的な規定を盛り込むように個人情報

保護ガイドラインや事例集等に規定する。＜平成 23

年度中措置＞ 
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４２ 

 

項目名 データセンターの国内立地環境整備 

規制の概要 コンテナ型データセンターの設置に関して、以下の法令

に関する解釈がはっきりしていないため国内立地が進

んでいない。 

＜根拠規定＞建築基準法第２条第１号 

消防法第１７条第１項 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 コンテナ型データセンターの国内立地を促進する

ため、建築物に該当しないことを明示してほしい。

 コンテナ型データセンターについて、建築物として

の許認可に時間を要する、防火対象物としてスプリ

ンクラーの設置が必要になる等の理由で国内立地

が進んでいない。 

 海外で普及しているコンテナ型データセンターの

国内立地推進において、障害になっている建築基準

法及び消防法の運用基準を明らかにしてほしい。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成

の意見等への考え方 

（国土交通省） 

・ コンテナ型データセンターに係る建築基準法におけ

る取扱いの明確化については、「新成長戦略の実現に

向けた３段構えの経済対策」の「５．日本を元気に

する規制改革１００」において「その利用実態を踏

まえて建築基準法の対象外とする措置を平成２２年

度中に講じる」旨記載されており、平成２２年度中

に取扱いを明確化し、特定行政庁及び指定確認検査

機関に対し周知徹底を図る。 

（消防庁） 

・ 消防法の運用の明確化については、既に第 18 次構造

改革特区提案に対して、コンテナ型データセンター

が建築物以外の工作物となる場合の消防法の取扱い

について、運用の指針を明確化し、平成 22 年度中に

消防機関等に対し周知徹底を図る。 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（国土交通省） 

・ コンテナ型データセンターの設置について、無人運

転が基本である等、その利用実態を踏まえ建築基準

法上の建築物の対象外とすることを検討し、結論を

得た上で、平成 22 年度中に措置を講じる。 

（消防庁） 
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・ 「建築物である防火対象物の消防用設備等の設置単

位は、特段の規定のない限り、敷地単位でなく、棟

単位であることは、「消防用設備等の設置単位につい

て」（昭和５０年３月５日付け消防安第２６号）によ

り既に示されている。消防法規制の対象となる「防

火対象物」とは、消防法第２条第２項において、「山

林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、

建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」

とされており、建築物は工作物の代表例としている

ことから、建築物以外の工作物の消防用設備等の設

置単位についても上記通知の考え方を踏まえるよう

運用の指針を明確化し、平成 22 年度中に消防機関等

について周知徹底を図る。 

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 担当府省による平成 22 年度中の対応についてフォ

ローアップを行う。 

対処方針 － 

 

＜参考＞ 

構造改革特別区域推進本部 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/index.html 
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４３ 

 

項目名 プロバイダ責任制限法の対象拡大 

規制の概要 

 

プロバイダ責任制限法第３条では、不特定のものに受信

されることを目的とする電気通信の送信により、他人の

権利が侵害された場合の特定電気通信役務提供者の民

事上の責任を免責される範囲を明確化しているが、刑事

上の責任については免責される範囲が明確化されてい

ない。 

＜根拠規定＞特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制

限及び発信者情報の開示に関する法律 

規制改革要望・賛成の意見

等 

 プロバイダが必要以上の責任を負わないようにす

るため、間接侵害や著作権侵害幇助罪も含め著作権

侵害とならないセーフハーバーの範囲を刑事法上

も免責範囲を明確化すべき。 

担

当 

府

省

か

ら

の

回

答 

上記規制改革要望・賛成の

意見等への考え方 

 

【対応可能性のある場合】 

見直し予定及びその内容 

 

（総務省） 

・ 現在、総務省の「利用者視点を踏まえた ICT サービ

スに係る諸問題に関する研究会 プロバイダ責任制

限法検証ＷＧ」（主査 東京大学長谷部恭男教授）に

おいて、プロバイダ責任制限法の検証を実施してい

るところであり、平成 22 年度中に結論を得る予定。

【対応困難とする場合】 

要望へ対応した場合に生

じる問題点及び問題点に

対する補完措置の有無等 

 

 

当該項目に対する基本的考

え方 

○ 掲示板管理者等が第三者のアップロードした違法情

報について責任を問われる範囲については、名誉毀

損や著作権侵害などの損害賠償責任に関しては、プ

ロバイダ責任制限法が違法情報の具体的認識を必要

とする一方で、わいせつ物公然陳列や児童ポルノ公

然陳列などの刑事責任については、同種の限定がな

く、「未必の故意の法理」などにより後者の方が広く

責任を認められるかのような事態を生じている。 

○ もっとも、実際の刑事事件において摘発されている

のは、違法情報のアップロードを誘引するなど、悪

質な掲示板管理者等に限られており、未だ一般の事
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業者のイノベーションを阻害する要因になっている

とまでは言い切れない。 

対処方針 ・ 総務省は、「利用者視点を踏まえた ICT サービスに

係る諸問題に関する研究会 プロバイダ責任制限法

検証ＷＧ」（主査 長谷部恭男東京大学教授）による

検討結果を踏まえ、所要の措置を講じる。＜平成 23

年度中措置＞ 
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